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南海トラフ地震予測対応勉強会報告レポート発刊によせて

災害科学国際研究所は発足から 6 年を経過する中，災害対応サイクルでの各
フェーズに応じた災害科学の深化と地域で実践できる防災学の研究活動のミッ

ションとして展開して参りました．その上で，得られたデータや知見を今後の

防災や減災に貢献するためには，発生が懸念されている南海トラフでの地震お

よび津波などをターゲットにしなければならないと考えています．従来より，

南海トラフも含めて影響が予想される地域については，災害研の個々の取組の

中で，研究成果の報告・発信，学校や地域での啓発活動，さらには，地域での

避難訓練などを協力・企画・実施させて頂いております．しかしながら，今回

は所内で横断的に議論をし，さらなる貢献を検討するために，南海トラフ地震

予測対応勉強会というワーキンググループ（WG）を立ち上げていただきました．
当に，本所が目指しているプロジェクト研究エリア・ユニット制に対応して，

地域に必要なニーズを汲み取り挙げながら実践を模索する取組になります．現

在，国や学会の議論でも，南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応

検討ワーキンググループなどが立ち上がり，具体的な活動も始まりました．南

海トラフでは過去の歴史的活動の記録や現在の地震・地殻・津波などの観測網

を活用した予測体制に加えて，各地での避難体制，緊急・救命体制などの再点

検と改善を目指す必要があると考えます．今回の WG での活動が少しでも減災
社会のための課題の解決への一助となることを祈念しております．

今村文彦

東北大学災害科学国際研究所長	 津波工学教授

平成 30年 4月 
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所内勉強会「南海トラフ沿い大規模地震に関する予測的情報に基づく

社会対応のあり方」の概要とまとめ	

勉強会世話人（災害科学国際研究所	 福島	洋（災害理学研究部門）・	

森口周二（地域・都市再生研究部門）・久利美和（リーディング大学院）・	

中鉢奈津子（広報室）・安倍	祥（寄附研究部門））	

１．勉強会開催に至った背景	

	 西南日本では、南海トラフ沿いの大規模地震による被害が繰り返し発生してきた。ここ

で、南海トラフ沿いの大規模地震とは、三つの地震を起こしやすい領域が単独で破壊する

「東海地震」「東南海地震」「南海地震」（マグニチュード８クラス。ただし、単独で発生し

た東海地震は知られていない）や、二つ以上の領域が同時に破壊する巨大地震（最大でマ

グニチュード９クラス）を指す。	

	 過去に、時間差をおいて東南海地震（東海地震の震源域も含む場合あり）と南海地震が

発生した事例が知られており1、今後南海トラフ沿いで発生する大規模地震においても、一

つ地震が発生したあとその周囲で近いうちに別の地震が発生する可能性が考えられる。	

	 また、東海から日向灘までの南海トラフ全域で、スロー地震（スロースリップ等）2がそ

の頻度や大きさにゆらぎを持ちながら発生していることが最近の地震学の研究によりわか

っており、ある程度大きな規模のスロースリップが大規模地震を誘発する可能性も考えら

れる。	

	 さらに、南海トラフ域では、リアルタイムでデータが取得できる海底観測網が整備・強

化されつつあることもあり、大規模地震に先立ち何らかの前駆的現象が観測される可能性

もある。現在の知見において、何らかの異常がデータに現れた場合にそれが前駆的現象か

どうかを知ることは非常に困難であるが、異常が観測された場合に、不確実ながら何らか

の予測情報を出せる程度には地震学の知見は蓄積されつつある。	

	 南海トラフで大規模地震が発生すれば甚大な被害が予想されているが、もし、何らかの

予測情報に基づき大規模地震発生前に準備を強化することができたら、被害軽減に一定程

度貢献できるかもしれない。例えば、国の当地域の地震被害想定では津波に対する早期避

難により犠牲者を大幅に軽減できるとされているが、予測に関する情報を早期避難者を増

やすために活用できる可能性はあるだろう。	

	 日本では、約 40 年の間、東海地震の予知を前提とした対策の枠組みが維持されてきたが、

いま国では南海トラフにおける大規模地震対策の枠組みの再構築が進められている。この

40 年の間、決定論的な地震予知は困難であることが明らかになったと同時に、地震の連鎖

1 1854 年安政の地震では 32 時間間隔、1944/1946 年昭和の地震では 2 年間隔で発生した。
2 スロー地震：通常の地震に比べ断層破壊（ずれ運動）がゆっくり進行する地震現象。特に、
地震波を全く励起しないほどゆっくりとした断層破壊はスロースリップと呼ばれる。

2018年4月　東北大学災害科学国際研究所 
南海トラフ地震予測対応勉強会 成果・報告レポート集

2



作用についての研究も進展してきた。ある場所で地震（スロー地震も含む）が発生した際

に周辺で地震が発生する確率が上昇するということは、地震学により得られた確固たる知

見である。その確率については、厳密な定量的評価は依然困難であるものの、いざ地震が

発生した際の被害の甚大さを鑑みれば、あいまいな情報でも活用していく方策を検討する

ことは有意義だと思われる。	

	 このような背景のもと、大規模地震の発生の懸念が高まった際に、どのような情報の出

し方、どのような対応の取り方をすると被害軽減につなげることができるのかを総合的な

視点から検討するため、平成 28 年 12 月から平成 30 年 2 月までの一年超の間、一ヶ月に一

回のペースで災害研所内研究者を中心とした勉強会を行った。この勉強会は希望者が自主

的に参加する非公式なものであり、若干の軌道修正をしながら進めたが、基本的には南海

トラフの大規模地震を対象とし、必要な要素を幅広くバランス良く「勉強」することを念

頭に置いて各回の勉強会のテーマを設定した。	

２．勉強会の参加メンバー	

	 勉強会は、学内の教員・学生であれば誰でも参加できるとし、毎回の開催案内は災害研

全体の ML にも流し、学内であれば転送自由とした。毎回の勉強会で使用した資料の共有や

その他参考情報の共有等のため、勉強会 ML を作成したが、その構成について図１に示す。

特に調整はせず、興味のあるメンバーを募っただけであったが、災害研の特徴を反映した

学際的なグループで活動を行うことができた。	

毎回の勉強会の参加人数は概ね 20 名程度であった。なお、勉強会 ML に加入していたメ

ンバーが必ずしも勉強会自体に参加したわけではなく、勉強会 ML に加入していない教員が

勉強会に参加した場合もあった。また、概ね半年が経過した時点で災害研所内教員に対し

アンケート調査を行い勉強会の方向性の参考にしたとともに、最終報告会を災害研の公開

行事である「金曜フォーラム」の一環として行い、多数の災害研教員も参加した。	

アンケート調査の結果を簡単に紹介する。南海トラフの地震への備えとして不足してい

ることとして、「国民の防災意識」「防災教育・防災訓練」「行政や企業の防災に関する取り

組み」といった、いわゆるソフト対策に関する項目が上位に並んだ。ハード対策が軽視さ

れるべきではないが、想定を超えて大被害へつながった東日本大震災への意識の現れかも

しれない。また、不確実性を含む情報であっても積極的な情報開示の必要性は災害研教員

のほぼ共通認識であることが確認された。	

	最終報告会は、災害研の公開イベントである「金曜フォーラム」の一環として平成 30 年

2 月 23 日に行われた。一般市民を含め 54 名の参加があり、活発な議論が交わされたが、

情報の出し手側と受け手側の信頼性構築の重要性や、（情報の根拠となるデータには不確実

性が不可避なものの）行動につながる明確なメッセージの必要性などが確認された。	
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図１	 勉強会 ML のメンバーの内訳。	

３．勉強会の開催実績	

	 表１の通り、計 13 回の勉強会を災害研所内にて開催した。各勉強会の時間は 1 時間 30

分とし、最後の 10〜30 分程度を議論の時間に充てた。	

勉強会開催日	 テーマ 話題提供者	

2016年 12月 26日	 今後の進め方の相談	

2017 年 1 月 23 日	
南海トラフでの予測可能性の現状	

南海トラフ「最大クラス想定」についての認識共有	

松澤暢（理学研究科）	

今村文彦（災害研）	

2017 年 2 月 20 日	
地震学会と災害情報学会合同勉強会報告	

不確実な情報の扱いに関する火山分野の事例	

福島洋（災害研）	

久利美和（災害研）	

川原田義春（元気象庁）	

2017 年 3 月 27 日	 大震法の内容と内閣府 WG の議論のレビュー	 安倍祥（災害研）	

2017 年 4 月 10 日	

情報の有効な周知方法や使い方	

～心理学的許容性、リスクコミュニケーション等の

見地から～	

江川新一（災害研）	

邑本俊亮（災害研）	

2017 年 5 月 29 日	 メディアと社会対応
橋爪尚泰（NHK）	

丸谷浩明（災害研）	

2017 年 6 月 26 日	 勉強会のこれまでの議論の振り返りと方向性	 福島洋（災害研）	

2017 年 7 月 24 日	
静岡新聞アンケート調査結果の紹介	

内閣府の地震予測可能性に関する最終見解について	

安倍祥（災害研）	

松澤暢（理学研究科）	

2017 年 9 月 25 日	

土砂災害情報での情報の空振り許容について	

不確実な地震予測情報が社会および個人の防災行動

に与える影響の評価に関する研究について	

奥村誠（災害研）	

大谷竜（産総研）	

2017年 10月 30日	
事前情報に対する防災対応や避難行動についてのレ

ビュー	

安倍祥（災害研）	
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地震の予測に関する情報を災害軽減に活かすための

枠組み整理の試み	

福島洋（災害研）	

2017年 12月 18日	
災害対応における SNS の有効性と限界	

災害医療の現状と南海トラフ地震へ向けた医療対策	

佐藤翔輔（災害研）	

佐々木宏之（災害研）	

2018 年 1 月 22 日	 自治体における防災対応	
福島洋（災害研）	

北川尚（元高知県）	

2018 年 2 月 23 日	
金曜フォーラム	

「南海トラフ地震の予測可能性と社会対応」	

福島洋・松澤暢・丸谷浩

明・江川新一・中鉢奈津

子（災害研）	

	 なお、これら以外に、広報室等が運営してきた「メディア懇話会」との連携イベントと

して、世話人は、第一線で災害報道に携わってきた科学ジャーナリストおよび科学コミュ

ニケーション研究者らと、科学情報の社会発信に重点を置いた意見交換を行った。（毎日新

聞・飯田和樹氏および朝日新聞・黒沢大陸氏、ならびに、早稲田大・田中幹人氏および成

城大・標葉隆馬氏）	

４．勉強会の成果	

	 前述の通り、勉強会では様々な側面について幅広く勉強することを主眼に置いて進めた

が、結果的に、有効な情報の出し方、メディアとの関係・役割、内閣府での検討状況3の共

有に多くの時間が割かれた。多様な観点から多くの興味深い議論が展開されたので、参加

メンバーそれぞれにとっての「成果」（勉強となったこと）は異なると思われるが、以下で

は勉強会を通して明らかとなった世話人が特に重要と考える事項を挙げておきたい。	

・ 地震の予測可能性や見通し

Ø 国の「南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部会」は、東海地

3 内閣府 中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応
検討ワーキンググループ http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taio_wg/taio_wg.html 
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震でさえも現行の地震防災応急対策が前提としている確度の高い地震の予測は

できないことを明確にした。	

Ø 調査部会は、南海トラフで観測され得る異常な現象のうち、大規模地震につなが

る可能性があるとして社会が混乱するおそれがあるものを、典型的な四つのケー

スとして検討した。勉強会では、「ケース１」（東側の領域がまず破壊）および「ケ

ース２」（M7 クラスのプレート間地震が発生）の場合は不確実性は大きいものの

地震学の知見により確率評価は可能であることが確認された。	

Ø 特に異常が現れることなく大規模地震が発生する可能性が一番高いのではないか

との地震学研究者の意見が勉強会で共有された。メディア、自治体関係者からも、

突発的に起こる地震への対応が基本という意見が出された。基本となるベースは

突発的に起こる地震への対策であり、「南海トラフ地震に関連する情報」への対

応は、ベースに加えて有効に活用するという視点で考えるべきである。	

・ 積極的に情報を出す

Ø 現在の地震学の知見では、将来的な地震の発生について極めて不確実な情報しか

出すことができず、積極的に情報を出すことに関してはためらいがある。しかし、

科学者の沈黙は社会のリスクに対する過小評価をもたらすため、「空振り」があ

るにしても情報を出していく必要がある。ただし、情報の出し方については十分

検討しなければならないし、科学の限界があることも理解されなければならない。	

Ø 空振りが許容され、また、空振りが続くことが避難等の準備体制の低下を招かな

いような社会をつくらねばならない。

・ 情報の出し方

Ø 心理学の知見では「恐怖アピール」（情報の受け手に恐怖や不安を与える手法）は

有効に使えるが、遂行可能な回避方法の提示等は必要である。また、特に、（短

期的には有効とされているが）繰り返し使う手法としての適切性については議論

があった。	

Ø Crisis	&	Emergency	Risk	Communication（CERC。公衆衛生の分野の心理学とコミ

ュニケーション科学に基づくリスクコミュニケーションの考え方）をツールとし

て身につけることが有用ではないか。CERC は、『最初』の段階で、『正しく』、『信

用』されることを柱とする。これらの要素がなければ、混乱を引き起こす。	

Ø 科学者による見解等の情報伝達については、幅があっても構わないので、一元的

に、広く、誤解なく行われることで、信憑性が向上する。また、同一の情報伝達

方法の繰り返しにより情報の受け手側の理解力が向上し、発信側と受け手側の信

頼関係も涵養される。	
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Ø 地震発生の予測に関する情報は、不確実性が大きいものにならざるを得ないが、

このような情報を突発的に起こる地震や教育や訓練の機会として活用できると

よい。	

・ ネット社会の利点と欠点

Ø LINE は相手が限定的なので、災害時でもある程度役に立ちやすい。対して、Twitter

のような不特定多数への情報発信の形態は、災害時の情報伝達（特に救助要請）

などには向かない。SNS は災害時の情報ツールとして役立つ場面もあるが、完全

なものではない。事前情報の発表時に、注目度が高いほど SNS 上の混乱の危険性

も高いことが容易に想像されるため、情報発信における SNS の利用方法は重要な

課題である。	

Ø SNS は災害時の情報ツールとして役立つ場面もあるが、完全なものではない。特に

救助要請には、時間・場所・状況の情報が不可欠であるが、それらが揃わない場

合も多い。また、被災地外からの情報発信が救助要請情報を埋もれさせる、善意

の情報発信ですら混乱を助長するなど、個人の災害リテラシーに関係する根深い

問題もある。	

Ø SNS の発信密度などから被害状況を予測するのは実際には難しい。

・ 医療対応

Ø 阪神大震災（1995 年）以降、災害拠点病院、DMAT、EMIS、広域医療搬送計画の 4

つの軸を中心にして災害医療が発展してきた。

Ø DMAT は、南海トラフ地震のような巨大災害を想定した訓練を実施している。全国

規模が年 1 回、その他各地域や組織における訓練が多数。全国規模では、様々な

組織が一同に会して実施される。なお、DMAT の現場対応では、知らない人同士が

集まっても指揮系統とチームにおける役割を明確化した上で具体的な活動が展

開される。	

・ 避難

Ø 土砂災害の際のアンケート調査を使った研究では、「空振り→信頼度低下・避難率

減少→低確率の状態で避難勧告等を出すことに及び腰になる」という構図の「オ

オカミ少年効果」があったことが実証されたが、このオオカミ少年効果を乗り越

える方策が必要である。確率の理解の難しさがよく持ち出されるが、それよりも、

地震の避難の場合は避難し起きなかったら損をするというネガティブな対応関

係にあることがネックかもしれない。	

Ø 南海トラフ地震の被害者想定は最大 950 万人（東日本大震災では最大 47 万人）で

あり、事前避難を前提にするのであれば疎開の研究も重要である。
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・ 法整備

Ø 火山の場合には、2014 年の御嶽山噴火に関する災害後に活火山で火山防災協議会

の設置が義務化され、一気に対策が進んだ。法的根拠が必要かどうかは重要な論

点である。	

Ø 南海トラフ地震に関連する情報に基づく対応に災害救助法は適用されるのか、整

理が必要な可能性がある。具体的には、自治体が事前情報に基づき避難所を開設

した場合の経費負担など。	

５．おわりに	

	 勉強会は、今年度末で一区切りとするが、不確実性を含む情報をいかに活用し避難行動

につなげるかという問題は、今後、ますます重要となっていくと思われる。また、南海ト

ラフ沿いの大地震については、予測情報に基づく対応のみならず、災害対応サイクルの全

フェーズを俯瞰した研究の推進も求められると考えられる。これらの意味において、勉強

会で得られた知見を新たな総合的研究の萌芽や進展のきっかけとし、総合的観点からの防

災・減災研究の展開につなげたい。	
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南海トラフに発生する地震の予測可能性について	

松澤暢（理学研究科	地震・噴火予知研究観測センター）	

１．はじめに	

	 南海トラフ沿いでは，過去に M8 級の巨大地震が繰り返し発生してきており，また，その

再来間隔が 100-200 年程度と準周期的であることが知られていた（図 1）．しかし，最後に

発生した 1944 年昭和東南海地震（M7.9）と 1946 年昭和南海地震（M8.0）は，その前の 1854

年の安政東海地震（M8.4）と安政南海地震（M8.4）から僅か 90 年と 92 年後に発生し，規

模もこれまでの南海トラフ沿いの地震に比べて一回り小さかった（表 1）．	

	 1976 年に石橋克彦氏は，駿河湾付近の領域のプレート境界断層は，安政東海地震では滑

ったが昭和東南海地震では滑らなかったので，近い将来にここで大地震が起こる可能性が

あるとする「駿河湾地震説」を発表した（石橋，1977）．以後，この「駿河湾地震」は「想

定東海地震」という名前のもと，大規模地震対策特別措置法（以下，「大震法」と呼ぶ）の

枠組みが適用され，その地震災害軽減のために，様々な整備が行われてきた．1995 年兵庫

県南部地震による阪神淡路

大震災により，地震の短期

予知については当面は困難

であるとの前提で，地震予

知研究は再スタートしたが，

「東海地震」だけはその規

模の大きさと観測網密度等

を考慮し，ある条件のもと

には予知できる可能性があ

るとされてきた．	

	 しかしながら，2011 年東

北地方太平洋沖地震という

M9.0 の地震すら予知できな

かったことから，様々な議

論がまきおこり，内閣府の

ワーキンググループは，

2017 年に，「東海地震も含め

て地震予知は困難」という

報告書をまとめ，地震予知

研究は大きな節目を迎える

ことになった．本稿では，

図 1．南海トラフ沿いで発生した巨大地震の時空間分布

（地震調査委員会，2013）	
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その科学的背景について紹介する．	

２．南海トラフ沿いの地震に関する東北地方太平洋沖地震後の検討	

	 内閣府や中央防災会議では，南海トラフ沿いの地震の対策について長年検討を進めてき

た（内閣府，2018）．また，地震調査研究推進本部の地震調査委員会でも２回に渡って，南

海トラフ沿いの評価を行っている（地震調査研究推進本部，2018）．以下では 2011 年東北

地方太平洋沖地震（以下，「東北沖地震」と呼ぶ）以後の動きについて整理する．	

	 東北沖地震直後の 2011 年 4 月に，中央防災会議に「東北地方太平洋沖地震を教訓とした

地震・津波対策に関する専門調査会」が設置され，同年 6 月に，この専門調査会による中

間とりまとめが公表された．その中で「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地

震・津波を検討していくべき」との指摘がなされたことにより，同年 8 月に，内閣府に「南

海トラフの巨大地震モデル検討会」が設置され，2012 年 3 月に「南海トラフの巨大地震に

よる震度分布・津波高について（第一次報告）」が公表された．この報告における南海トラ

フ沿いの巨大地震の最大規模は，これまでの想定より一回り大きな Mw9.0 とされ，また，

津波断層モデルも含めると Mw9.1 にもなり得ることが示された．このモデルでは震度 7 以

上となる地域が 6 県以上にまたがり，20m 以上の津波が押し寄せる可能性が指摘された．	

	 このような広域巨大災害に対する対策を検討するために，2012 年 4月に中央防災会議「防

災対策推進検討会議」の下に「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が設置

され，このワーキンググループの要請により，地震の予測可能性について専門家の立場か

ら検討を行うために同年 7 月に「南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査

部会」が設置された．この調査部会は結論として「直前の前駆すべりを捉え地震の発生を

予測するという手法により，地震の発生時期等を確度高く予測することは，一般的に困難

である」とし，また「発生する地震の領域や規模の予測は困難である」という報告を取り

まとめ，これを受けて地震の予測よりも「事前防災」に重きを置いた提言が盛り込まれた

最終報告が，上記ワーキンググループより 2013 年 5 月に公表された．	

	 また，地震調査研究推進本部地震調査委員会でも，南海トラフ沿いの地震の検討を進め，

南海トラフ沿いでは，これまでのような東南海地震と南海地震という単純な区分けでなく，

多様なパターンの地震が発生しうるとした「南海トラフの地震活動の長期評価（第二版）」

を 2013 年 5 月に公表した．	

	 これらの報告や評価結果を踏まえて，中央防災会議では防災対策の検討を進め，2014 年

6 月に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を公表し，さらに，2015 年 3 月に中央防

災会議幹事会が「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」を公表し

た．	

	 東北沖地震の発生前の時点においても，地震の発生予測は一般的に困難とされながらも，

「想定東海地震」のみは予知できる可能性があるとして，大震法の枠組みで防災対策が構

築されていた．しかし，上述の検討結果は，南海トラフで次に起こる巨大地震が「想定東
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海地震」とは限らず，規模もさらに大きなものになる可能性を示していた．このように「想

定東海地震」だけが特別であるのかどうかも含めて，地震観測・評価の現状を整理して防

災対策を検討するために，中央防災会議「防災対策実行会議」により「南海トラフ沿いの

地震観測・評価に基づく防災対策検討ワーキンググループ」が 2016 年 9 月に設置され，さ

らに同月に同ワーキンググループの下に「南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関

する調査部会」が再設置されて，2012 年に設置された調査部会と同じメンバーが招集され

た．この調査部会は 2017 年 8 月に「大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言後に実施

される現行の地震防災応急対策が前提としている確度の高い地震の予測はできない」と明

言した報告書を公表し，これを受けて上記ワーキンググループも「大震法に基づく現行の

地震防災応急対策は改める必要がある」と明記した報告書を同年 9 月に公表した．	

気象庁はこの報告を踏まえて，新たな防災対応が定められるまでの当面の間「南海トラ

フ沿いの地震に関する評価検討会」を開催して「南海トラフ地震に関連する情報」発表す

ることとした．この「評価検討会」は従来の東海地域を対象とした「地震防災対策強化地

域判定会」と一体になって検討を行うとされているが，これまでのような東海地震のみに

注目した情報（東海地震に関連する情報）の発表は行わないことになった．このような新

たなシステムが 2017 年 11 月から動き出したことにより，	1978 年から約 40 年に渡って続

けられてきた大震法に基づく東海地震対策は大きく転換することとなった．	

３．地震の予測可能性について	

	 一般の方からすれば，「東海地震だけは予知できるかもしれない，とされてきた根拠は何

か？」，「これまで東海地震，東南海地震，南海地震の３兄弟とか言われ，それらが連動し

たら宝永の地震と考えられていたのに，何故方針が変わったのか？」というような疑問を

持たれると思う．筆者は地震調査委員会長期評価部会や前述の内閣府の調査部会の委員と

して，これらの検討に加わってきたので，その経験を踏まえて，これらのことについて，

簡単に説明をしておきたい．ただし，この問題については学界や各委員会内部でも様々な

意見があり，以下は筆者の主観がかなり入っていることに注意してほしい．	

3-1．短期的予測可能性について

地震の断層を模した岩石実験を行うと，地震の発生前には「プレスリップ」と呼ばれる

ゆっくりとした滑りが生じることが明らかになっている．この現象が実際の地下でも起こ

っているのならば，このプレスリップさえ捉えられれば，地震の直前予知は可能というこ

とになる．	

	 しかしながら，このプレスリップの大きさは極めて小さく，大き目に見積もっても，最

終的な地震の規模より，マグニチュードにして２小さいと考えられている．現在の地殻変

動観測網で確実に断層運動が検知できるのは，内陸では M6 程度以上，海域で M7 程度以上

と考えられる．海域で M8 の地震が生じたとしても，最大で M6 のプレスリップということ
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になり，本震発生前にそれがプレスリップであると認定できる可能性は極めて低い．また，

内陸で確実に被害地震となる M7 クラスの地震にプレスリップが生じたとしても，最大で

M5 クラスであり，この検知も容易ではない．	

	 一方，「想定東海地震」の「想定震源域」は陸の下にかかっており，規模も M8 が予想さ

れていたのでプレスリップは最大で M6 クラスとなる可能性がある．したがって，もし，そ

のプレスリップが地殻変動観測点が多数展開されている東海地域の陸の下で発生すれば，

地震の直前予知が可能と考えられる．しかし，その「想定震源域」は海域にも及んでおり，

もし海の下でプレスリップが生じれば，直前予知はできないことになる．また，プレスリ

ップの M6 という規模は，考えうる最大値であり，それより小さい可能性は否定できない．

もし，M5 以下のプレスリップであれば，陸の下で発生したとしても，それをプレスリップ

と認定することは極めて難しいと考えられる．		

	 以上から，確実に被害地震となる，陸域で M7，海域で M8 の地震すらプレスリップで予

知することは困難であり，唯一，「想定東海地震」だけは予知できる「可能性がある」とさ

れたが，それについても，予知できない可能性が十分にあることは気象庁等からもずっと

説明がなされていた．たとえ予知できる可能性が低くても，もし予知に成功した場合には，

被害軽減に大きく役立つと考えられるため，大震法の枠組みでの「想定東海地震」の対応

は継続してきた．	

	 しかしながら，「ゆっくり地震」とか「スロースリップ」とか呼ばれる，プレスリップに

よく似たゆっくりとした滑りが各地で見つかり，また計算機によるシミュレーションでも，

このようなゆっくりとした滑りが単独で起こる場合や，その後に大きな地震を引き起こす

場合，大きなプレスリップ無しに小さな地震から大きな地震に成長していく場合といった

様々な断層滑り現象が生じうることが，次第に明らかになってきた．しかも，東北沖地震

は M9.0 の規模であり，M7.0 のプレスリップが生じていれば現状の観測網でも十分検知で

きたはずであったが，実際にはそのようなプレスリップは見つけられなかった．	

	 厳密には，東北沖地震の２日前に発生した M7.3 の前震のあと，「余効滑り」と呼ばれる，

ゆっくりとした滑りが生じており，これが本震の発生のトリガとなったと考えられるので，

これを「プレスリップ」の一種であると考える研究者も居る．実際，隣接した地震の余効

滑りが本震の発生をトリガする現象は計算機上でのシミュレーションでも再現できている

（Kato,	2004）．しかしながら，	3 月 9 日の地震の余効滑りを見ても，本震の前の加速が

見当たらないため，このあとに，大きな地震をトリガするのか，それとも通常の余効滑り

として終息するのかを，現在の科学の実力では区別できない以上，少なくとも決定論的な

地震予知はできないことになる．	

	 日本海溝沿いのプレート境界は南海トラフ沿いのプレート境界よりも不均質性が高いと

考えられており，岩石実験で見られているような単純なプレスリップが生じる前に，一回

り小さな地震が発生してしまって，大規模なプレスリップが生じにくいと考えられる．し

たがって，岩石実験で得られているように単純なプレスリップから本震に至る可能性は，
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日本海溝沿いよりも南海トラフ沿いのほうが高いと思われるが，それでも明瞭なプレスリ

ップが見られないまま本震に至る可能性のほうが高いと考えられる．	

	 「想定東海地震だけは直前予知の可能性がある」というのは，現時点でも間違ってはい

ないと思われるが，東北沖地震の経験とこれまでの研究の進展を考えれば，「想定東海地震」

といえども，直前予知の可能性は極めて低いと考えられる．それを正直に社会に伝えなけ

れば，地震予知に対する誤った期待を生じさせてしまう弊害のほうが大きいと，多くの関

係者が判断したことが，今回の大きな変更に繋がったと思われる．	

3-2．連動性の評価について

南海トラフ沿いの地震と同様に，過去に規則正しく地震が発生していたと考えられてい

た地震に，宮城県沖地震がある．1978 年の宮城県沖地震の震源域では M7.4 程度の地震が

約40年の再来間隔で繰り返していたことが知られている．そのすぐ沖合では1897年のM7.7

の地震が発生しており，さらに 1793 年に発生した M8.2 の地震は，この二つの震源域が連

図 2．宮城県沖の大地震の震源域の分布．(a) 2000年頃の解釈．(b) 2005年頃の解釈．(c) 2011
年 4 月に長期評価として公表されるはずであった解釈． (d) 2011 年東北地方太平洋沖地震
の震源域（点線楕円）と震央（赤星）および最大滑り域（赤楕円）の概略．
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動して破壊した地震と解釈されていた（地震調査委員会，2000；図 2a）．	

	 1978 年の地震から 27 年後の 2005 年に，M7.2 の地震が想定宮城県沖地震の震源域の中で

発生したことにより，過去の地震についての様々な検討が行われた．その結果，1978 年の

地震は主破壊域が３つに分かれていて，2005 年の地震はそのうちの１つを壊しただけであ

ること（柳沼・他，2007;	Wu	et	al.,	2008；図 2b），1936 年の地震は M7.4 となっていた

が実は 2005 年とほぼ同じ場所で発生した同程度の地震の可能性が高いこと（海野・他，

2007），等がわかってきた．さらに 869 年の貞観地震の推定規模は M8.4 で，これは宮城県

沖から福島県沖にかけての広い範囲を破壊した地震であり，平均再来間隔は 450-800 年程

度であることが 2010 年までに明らかになった（文部科学省研究開発局・他，	2010）．	

	 地震調査委員会では，これらの結果を取りまとめて，2002 年に公表された「三陸沖から

房総沖にかけての地震活動の長期評価」の改訂を検討し，2011 年の 2 月には改訂案がほぼ

確定して，4 月の公表を目指していた（図 2c）．しかし，公表の前に 3 月に宮城県と福島県

に事前説明しようとしていた矢先に東北沖地震が起こってしまった．この東北沖地震は，

上記の 1978 年の地震（M7.4）とその沖合の 1897 年の地震（M7.7）および 869 年の貞観地

震（M8.4）の震源域すべてを破壊する地震となった（図 2d）．	

つまり，2000 年に宮城県沖地震の長期評価が出された時点では，1978 年型の地震（M7.4）

と 1897 年型の地震（M7.7）がときに連動して 1793 年型の地震（M8.2）が生じると解釈さ

れていた（図 2a）のだが，2005 年の地震（M7.2）を契機に，1978 年型よりも下の階層の

存在（図 2b）が明らかになり，2011 年の地震（M9.0）によって上の階層の存在も明らかに

なったのである（図 2d）．	

南海トラフ沿いの地震につ

いても，これまでは安政東海

地震（M8.4）や安政南海地震

（M8.4）のような地震が基本

的に繰り返して発生しきて，

時に連動して宝永地震（M8.6）

のような巨大な地震が生じる

と考えられてきた．しかし，

東北沖地震の教訓から，宝永

地震よりも上の階層の地震が

生じる可能性の検討も必要に

なり，また宮城県沖地震の教

訓から，逆に安政の東海地震

や南海地震よりも下の階層の

地震が発生する可能性を検討

する必要も生じたのである．	

表 1．南海トラフ沿いの大地震の規模（地震調査委員会，
2013）． 

※マグニチュードとして，宇津（1999）の表に記載さ
れたマグニチュード（M），津波マグニチュード（Mt），
モーメントマグニチュード（Mw）を示す． 
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	 特に，昭和の東南海地震の規模は M7.9，南海地震は M8.0 とされ，安政の東海地震や南

海地震の M8.4 よりも一回り小さい．2005 年の宮城県沖地震の規模は M7.2 で，「想定宮城

県沖地震」の予想規模の M7.4-7.5 より一回り小さかったことから，2005 年の地震は心配

されていた「宮城県沖地震」の再来ではないと判断された．同じ判断を南海トラフ沿いで

行うのであれば，昭和の地震は安政の地震の再来ではなく，その震源域の一部を壊しただ

けということになる．そう考えれば，1946 年の昭和南海地震からはまだ 72 年しか経過し

ていなくても，1854 年の安政の地震から今年で 164 年が経過したことになり，1707 年の宝

永地震から安政地震まで 147 年しかなかったことを考えれば，大地震発生の切迫性が低い

とは言えないことになる．		

４．おわりに	

	 「駿河湾地震説」は，昭和の東南海地震に割れ残りがあったという判断に基づく学説で

あった．しかし，昭和の東南海地震や南海地震が 2005 年の宮城県沖地震と同様の現象であ

れば，むしろ「ほとんどが割れ残っている」と考えるべきであり，「想定東海地震」のみを

心配しているべき状況ではないということになる．一方，下の階層の存在も認めてしまっ

た以上，分割して，少しずつ壊れる可能性も否定できない．そして，このような階層性が

生じるということは，南海トラフ沿いの地震は，それほど単純ではないということを意味

しており，検知できるほどのプレスリップを生じずに大地震に至る可能性も低くはないと

いうことになる．	

	 以上を考えれば，「想定東海地震」の対策のみに過度の重みを置いたり，直前予知ができ

るという前提で対策を考えたりすることは適切ではないということがわかる．また大地震

が切迫している可能性を否定できないものの，次の地震が，普段より高い階層の M9 程度の

地震となるのか，それとも普段よりも低い階層の M8 未満の地震となるのか，それすらも残

念ながら我々にはわからない．	

	 ベイズ的に考えれば，南海トラフ沿いの次の巨大地震が安政または宝永タイプになると

いう事前確率は相対的には大きいと考えるべきだろう．しかし，それより規模が小さくな

る可能性も大きくなる可能性も残されているということを決して忘れずに減災対策を検討

していく必要がある．それこそが，東北沖地震で我々が得た最大の教訓であったはずであ

る．	
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南海トラフ地震発生予測時の企業・組織の行動と可能な事前準備	

丸谷浩明（災害科学国際研究所	人間・社会対応研究部門）	

１．はじめに	

	 政府の被害想定1 によれば、南海トラフ地震が発生した場合の被害は経済面でも甚大で
ある。このため、企業や官民の様々な組織（以下「組織」と総称する。）は、事務所、工場

等の耐震対策や津波対策を実施し、避難訓練等も行っている。しかし、地震動や津波で大

きな被害が出る懸念がある地域（以下「被災懸念地域」という。）から外に出る例は、一部

の工場が沿岸部から内陸部に移転したが、さほど多くはない。しかし、南海トラフ地震・

津波の発生予測がなされた場合、被災懸念地域内の事前の事業中断だけでなく、拠点の域

外への移転、協定先からの代替供給など、実施する対策の幅はかなり広がるであろう。

	 政府の南海トラフ地震の予測・対策の検討では、今日、大規模地震対策特別措置法（大

震法）で前提としていた東海地震で可能と考えられていた「地震の発生時期や場所・規模

を確度高く予測すること」は困難との立場になった。すなわち、中央防災会議防災対策実

行会議「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ」の

「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方について（報告）」（平成 29 
年９月）2の概要に、「現時点においては、科学的に確立した手法はなく、大震法に基づく

現行の地震防災応急対策が前提としている確度の高い地震の予測はできないため、大震法

に基づく現行の地震防災応急対策は改める必要がある。一方で、現在の科学的知見を防災

対応に活かしていくという視点は引き続き重要であり、異常な現象を評価し、どのような

防災対応を行うことが適切か、本ワーキンググループの検討結果を踏まえて、地方公共団

体や企業等と合意形成を行いつつ検討していくことが必要。」とされている。この異常な現

象とは、以下の 4種類である。 
（ケース１）南海トラフの東側の領域で大規模地震が発生した場合

（ケース２）南海トラフ沿いで M７クラスの地震が発生した場合
（ケース３）ゆっくりすべりや前震活動などの現象が多種目で観測されている場合

（ケース４）東海地震予知情報の判定基準とされるようなプレート境界面での前駆すべ

りや、これまで観測されたことがないような大きなゆっくりすべりが見られた場合

	 本稿では、このような背景を踏まえ、南海トラフ地震の発生予測が何らかの形でなされ

た場合に、組織がとる対応行動の推察を、著者の事業継続計画（BCP）3の知見を踏まえて

1 内閣府南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ：「南海トラフ巨大地震の被害想定（第二次報告）
のポイント～施設等の被害及び経済的な被害～」 http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/ 
20130318_kisha.pdf（最終閲覧 2018年 3月 16日）等による。 

2 中央防災会議防災対策実行会議南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググルー
プ：「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方について（報告）」（平成 29 年９月） 

3 内閣府：「事業継続ガイドライン第三版」（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/pdf/guideline 
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行うものである。

２．組織の予防的行動としての代替拠点への移動

図 1 で示すように、組織が地震・津波などにより突発的な被害にあうと、操業度が大き
く低下する（青の実線）が、事業継続計画（BCP）の策定・運用で低下を抑え、復旧を早
くすることが目指される。さらに、地震・津波の発生の予測がなされた場合には、事前に

被災懸念地域から域外に拠点を移すなどの準備により操業度の落ち込みを抑制し、復旧を

早める行動がとられると考えられる。ただし、代替拠点に操業を移すと、平常時の拠点よ

り効率が落ちることが多く、また、立上げ当初には効率が上がらないことが多いため、図

１では、災害発生前に平常時より操業度が落ちるよう描いている。

図１	 事前の代替拠点を活用する事業継続戦略

また、図２では、被害の度合が現地で復旧できる水準（赤線）を超えると代替拠点に移

ることが必要となり、代替拠点の確保や他組織と協定して代替供給を依頼することが求め

られる。そして、南海トラフ地震・津波の何らかの発生予測がなされた場合、組織が発生

前に予防的に代替拠点へ移動するかどうかは、被害予想の水準が赤線を超えるレベルにな

るかどうかによると整理できる。そして、この予想の水準の幅は大きいことから、代替戦

略の検討は幅広い組織で行われるであろうが、費用や操業度の低下などの課題もあり、実

施されるのは一部になるだろう。

03.pdf	 最終閲覧 2018年 3月 16日）によれば、BCPとは「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ
等の事件、大事故、サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生し

ても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、

手順等を示した計画のこと」と定義されている。

代替拠点に事前に事業
拠点を移動。 当面、 操
業度は低下するが災害
発生後の落込みを抑制

現状の予想復旧曲線

BCP発動後の復旧曲線

事象発生

時間軸

100%

事前

許容限界

許容限界

目 標

目標

操
業
度
（
製
品
供
給
量
な
ど
）

復 旧

事後（ 初動対応＆事業継続対応）

出典：内閣府「事業継続ガイドライン第３版」（2013年）
をもとに著者が緑色部分を加工
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図２	 代替戦略と現地復旧戦略及び事前の代替戦略

また、被災懸念地域外での代替拠点の確保は、大企業でも容易ではなく、中小企業では

困難なのがむしろ普通かもしれない。その場合に検討できる代替戦略には、離れた場所の

同業他社と協力し、自組織が被害を受けて供給が中断すれば同業他社から代替供給をして

もらい、復旧後に自組織からの供給に戻してもらう方法がある（図３）。

図３	 離れた場所の同業他社との協力

３．最初の地震の発生予測と組織の行動

この章では、南海トラフ地震が「一定の期間内に発生する」という予測ができた場合を

考える。すなわち、第 1 章で述べた異常な現象のうち「南海トラフの東側の領域で大規模
地震が発生した場合」は組織の対応が複雑になるので第 4 章で考察することとし、それ以
外の異常な現象が発生し、一定期間内に南海トラフ地震が発生しそうな場合を考える。こ

の場合、組織の対応は、組織の属性とともに「どの程度の期間内に発生が予測されるか」

により相当変わると推察できる。なお、以下の考察での組織の属性の分類については、事

被
害
の
大
き
さ

発生確率の大きさ

使用不能⇒代替拠点確保

被害なし⇒拠点対策不要

軽い被害⇒事後復旧準備

中度被害⇒拠点補強投資
現
地
復
旧
戦
略

代
替
戦
略

発
生
予
測
時
の
代
替
で
は
、

検
討
は
広
く
、
実
施
は
一
部
か

事業継続のための域内連携 事業継続のための域内連携

協 定

協 定

同時被災
しない
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業継続計画（BCP）の重要業務の特徴に基づく組織の分類 4を参考に行った。 
 
3.1	 「数日以内にも発生する可能性が高い」との予測 
「数日以内にも発生する可能性が高い」との予測は、現在の科学的な知見では困難とみ

られるが、仮にこのような予測が出された場合の組織の行動は、ごく短い日数での決断と

対応が必要になる特徴的なものとなるので、まず初めに考察する。 
 
表１	 南海トラフ地震が「数日以内にも発生する可能性が高い」との予測発表の場合 
属性 類型の特徴 予測される行動 

既存の代替拠

点がある組織 
例：国内に同

業務を行う拠

点を複数持つ 

被災懸念地域内の拠点を事業中断し、域外の代替拠点においてできる範

囲での代替を行う。域内拠点の人員もできる限り域外の拠点に移動させ

る。 
移転が比較的

容易な組織 
例：代替調達

が容易な設備

の未使用 

ほとんどの組織が域内から早急に出ようとし、域外へ人員や移動可能な

機材をできるだけ移転する。その後、域外の代替拠点の立上げを急ぐよ

う努める。 
移転が比較的

困難な組織 
例：代替調達

が容易でない

設備に依存 

ほとんどの組織が域外に出たいと考えるが、域外に代替拠点を早急に構

築することが困難である。域内の事業は中断し、域内拠点の被害を少し

でも抑制するよう努め、現地復旧を目指す。 
域外供給が重

要な役割を持

つ企業 

代替品の確保

が難しい生産

を担っている 

供給責任から既にある在庫の出荷は急ぐ一方、生産活動は中断する。域

外に人員や移動可能な機材を移転し、域外で事業継続する方策の検討を

始める。 
興行主催者 イベント主催

で収入を得る 
域内の興行（祭り、スポーツイベント、コンサートなど）はほとんどす

べてが中止になる。発生の可能性が低くなるまで域内での事業実施は難

しい。 
観光業、土産

物店など 
来訪者に依存

する産業 
域内への観光客はもちろん、観光に関心を持つ来訪者がほとんどいなく

なるので、基本的に事業休止になる。 
ホテル事業者 観光客、ビジ

ネス客に依存 
観光客は大幅に減る。災害取材のマスコミ、災害関係の研究者、災害対

応の政府職員などの利用需要は高まる。従業員も避難したいため、開業

しているホテルは減る。 
建設業、建設

関連産業 
防災のハード

整備も担う 
一般の建設工事は、施工中に大地震が発生すれば危険なので中断される。

緊急の防災工事や補強工事は、すぐに効果があるものに限り実施される

が、地震・津波の発生懸念から危険な作業は行われない。 
貨物輸送事業

者 
物資の輸送を

担う 
域内企業の緊急の在庫の出荷、支援物資を域内への運び入れに関与する

組織は需要が高まる。ただし、従業員も避難したいため、供給力が低下

する可能性もある。 
鉄道事業、バ

ス事業者 
人を輸送する

交通インフラ 
住民の避難に必要なため、避難完了までは利用者は増大する。また、域

内に暮らす人がいる限り、生活必需品の入手や病院への通院などの手段

をなくせず、地震・津波への安全に配慮した最低限の事業継続が必要。 
電気、通信、

ガス、水道等

の事業者 

ライフライン

事業者 
域外に避難しない居住者や事業所が少ないながらもおり、また、行政や

災害対応のための組織の活動を支えるため、一定水準での事業継続が必

要。 
食品店舗、病

院、ガソリン

スタンド等 

生活必需品、

必需サービス

の供給事業者 

域外に避難しない居住者や事業所が少ないながらもいるので、最低限の

事業継続が必要。ただし、住民の避難が終わった地区があれば、事業中

断が可能になる。 
市役所、県庁、 行政組織で市 住民の避難の送り出しや実際に発災した場合の対応のためにも業務継続

                                                   
4 丸谷浩明「中小企業 BCP導入ガイド～ＢＣＰ策定を目的意識、戦略の差異を踏まえて実効性重視で解説～」

2017（最終修正 2018年 1月）、http://www.maruya-laboratory.jp/bcm-bcp（最終閲覧 2018年 3月 16日）
の第 6章表 6-6-1「自社の重要業務の特徴と BCPのイメージ整理表」を参考とした。 

2018年4月　東北大学災害科学国際研究所 
南海トラフ地震予測対応勉強会 成果・報告レポート集

20



 

 
 

公的組織 民を守る役割 が必要。多くの職員が域内に残留となり、域内の安全な場所にすぐ避難

できるよう留意しつつ業務を行う。 
域外の取引先

の事業者 
域内の動向の

影響を受ける 
域内への出張は、特別の事情がある場合の除き、禁止となる。 

組織の従業員 特別な属性の

ない組織の一

般的な従業員 

ほとんどが域内からすぐに出たいと考える。組織の指示や方針が出るの

を待たずに、避難する者もいる。そこで、仮に組織が域内での操業を継

続しようとしても、従業員が集まらず困難になる可能性がある。 
 
なお、組織が被災懸念地域外へ出る場合、この数日を超えれば空振りかどうかがわかる

なら、その程度の中断では倒産の懸念を考える必要はあまりないであろう。 
 
3.2	 「数週間で発生する可能性が高い」との予測 
次に、「数週間以内で発生する可能性が高い」との予測が出された場合の組織の行動を考

察する。前項の数日以内と比較すれば、検討や対応に費やせる期間が少し長くなり、対応

も多様性が高まる。具体的には、以下のような行動が考えられる。 
 
表２	 南海トラフ地震が「数週間以内にも発生する可能性が高い」との予測発表の場合 
属性 類型の特徴 予測される行動 

既存の代替拠

点がある組織 
例：国内に同

業務を行う拠

点を複数持つ 

被災懸念地域内の拠点を事業中断し、域外の代替拠点の生産をできるだ

け早急に増やす。域内拠点の人員もすぐに移動できる者からできるだけ

移動させる。 
移転が比較的

容易な組織 
例：代替調達

が容易な設備

の未使用 

大部分の組織が域内から早急に出ようとし、域外へ人員や移動可能な設

備をまず移転しようとする。かつ、並行して域外の代替拠点の立上げを

急ぐ。 
移転が比較的

困難な組織 
例：代替調達

が容易でない

設備に依存 

大部分の組織が域内から出たいと考えるが、域外に代替拠点を早急に構

築することが困難なので、域内拠点の事業を中断する組織が多い。地震・

津波に留意しつつ事業を継続する組織もある。いずれも、域内拠点の被

害を少しでも抑制するよう努め、現地復旧を目指す。 
域外供給が重

要な役割を持

つ組織 

代替品の確保

が難しい生産

を担っている 

供給責任から既にある在庫の出荷を急ぐ。生産活動は、すぐに中断する

組織もあれば、要請に答えて操業を続ける組織もある。域外からの原材

料の輸送が難しくなるので、長く増産は続けられない。域外での事業継

続の方策を具体的に検討する。 
興行主催者 イベント主催

で収入を得る 
域内の興行は自発的中止する場合もあり、中止を求められる場合もある。

発生可能性が低くなるまで、域内での業績は大きく落ち込む。 
観光業、土産

物店など 
来訪者に依存

する産業 
域内への観光客はもちろん、観光に関心を持つ来訪者が大きく減少する

ので、業績が大きく落ち込む。 
ホテル事業者 観光客、ビジ

ネス客に依存 
観光客は大幅に減る。災害取材のマスコミ、災害関係の研究者、災害対

応の政府職員などの利用需要が高まる。従業員も避難したいため、開業

しているホテルは減る。時間が経過するとともに経営が悪化する。 
建設業、建設

関連産業 
防災のハード

整備も担う 
一般の建設工事は、施工中に大地震が発生すれば危険なことと、防災工

事への集中のため、基本的には中断する。緊急の防災工事や補強工事の

需要が高まる。地震・津波の発生懸念から危険な作業は極力回避される。 
貨物輸送事業

者 
物資の輸送を

担う 
域内企業の緊急の在庫の出荷や、支援物資を域内に運び入れに関与する

組織は需要が高まるが、それらが落ち着けば需要は低下する。従業員の

避難で供給力が低下する可能性もある。 
鉄道事業、バ

ス事業者 
人を輸送する

交通インフラ 
最初は住民の避難に必要なため、避難が落ち着くまで利用者は増大する。

その後、域内に暮らす人がいる限り、生活必需品の入手や病院への通院

などの手段をなくせず、地震・津波への安全に配慮した最低限の事業継
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続を行う。 
電気、通信、

ガス、水道等

の事業者 

ライフライン

事業者 
域外に避難しない居住者や事業所がかなりおり、また、行政や災害対応

のための組織の活動を支えるため、一定水準での事業継続が必要。 

食品店舗、病

院、ガソリン

スタンド等 

生活必需品、

必需サービス

の供給事業者 

域外に避難しない居住者や事業所がかなりいるので、当面は事業継続が

必要。ただし、住民や事業者の避難が終わった地区があれば、事業中断

が可能になる。 
市役所、県庁、

公的組織 
行政組織で市

民を守る役割 
住民の避難の送り出しや実際に発災した場合の対応のためにも業務継続

が必要。多くの職員は域内に残留となり、域内の安全な場所にすぐ避難

できるよう留意しつつ業務を行う。 
域外の取引先

の事業者 
域内の動向の

影響を受ける 
域内への出張は、初動の避難支援、防災対策支援その他の極めて重要な

もの以外、強く抑制される。 
組織の従業員 特別な属性の

ない組織の一

般的な従業員 

大部分ができるだけ早く域外に出たいと考える。雇用を考えできれば組

織の指示を待ってそれに従って避難しようとするが、待てないで自発的

に避難する者もいる。域外に移動するには、配偶者が仕事を休めるかど

うかにも関わる。 
 
組織が被災懸念地域外へ出る場合、空振りであれば、2か月程度以内には戻りたいと考

えるであろう。その理由は、中小企業の場合、給料を払い続けて収入が途絶えると、２カ

月ぐらいで財務的に倒産の危険に直面することが多いといわれているからである。 
 
3.3	 「数か月以内で発生する可能性が高い」との予測 
続いて、最初の地震が「数か月以内で発生する可能性が高い」との予測がなされた場合

を考察する。具体的には、以下のような行動が考えられる。 
 
表３	 南海トラフ地震が「数ヵ月以内にも発生する可能性が高い」との予測発表の場合 
属性 類型の特徴 予測される行動 

既存の代替拠

点がある組織 
例：国内に同

業務を行う拠

点を複数持つ 

被災懸念地域内の操業は継続する組織が多いが、域外の代替拠点の業務

量をできるだけ増やし、域内拠点の人員や移動可能な設備もできるだけ

移そうとする。 
移転が比較的

容易な組織 
例：代替調達

が容易な設備

の未使用 

多くの組織が域外に事業拠点を移す検討を行い、域外へ人員や移動可能

な設備を移す。小規模な代替拠点の設置は間に合う可能性もあり、拠点

を移す計画を実行していく。 
移転が比較的

困難な組織 
例：代替調達

が容易でない

設備に依存 

多くの組織が域外に出たいと考えるが、代替拠点を新たに構築するのは

数か月単位でも難しい場合が多い。他組織との代替供給の協力協定の締

結も検討される。地震・津波への安全に配慮しつつ、事業継続する組織

が多い。 
域外供給が重

要な役割を持

つ組織 

代替品の確保

が難しい生産

を担っている 

域外の供給先からの要請に応えて、事業継続する組織が多く、当面はむ

しろ増産する組織もある。並行して、域外の代替拠点での生産に切り替

える検討も行われる。 
興行主催者 イベント主催

で収入を得る 
域内の興行は中止になるものも多く、この状態が数か月続くので、経営

への影響も深刻になってくる。 
観光業、土産

物店など 
来訪者に依存

する産業 
域内への観光客や観光に関心を持つ来訪者は当初大きく落ち込み、それ

が容易に回復しない。業績が低迷し、経営の影響が出始める。 
ホテル事業者 観光客、ビジ

ネス客に依存 
観光客は相当減少し、その状況から容易に回復しない。当初増えたマス

コミ、研究者、政府職員の来訪も落ち込み、業績が低迷するようになる。 
建設業、建設

関連産業 
防災のハード

整備も担う 
地震や津波の被害抑制のための工事が優先される。民間工事は、地震津

波対策の改修以外は、一般に落ち込む。政府・自治体の一般工事は余力
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があれば進められる。地震・津波の発生懸念から、危険な作業は十分注

意して慎重に進められる。 
貨物輸送事業

者 
物資の輸送を

担う 
初期に域内在庫の出荷や域外企業からの要請で緊急増産による製品出荷

や原材料購買により輸送需要は増加するが、それも次第に落ち着く。域

内からの住民の引っ越し需要はあるが、域内の経済活動の低下で需要は

減少する。 
鉄道事業、バ

ス事業者 
人を輸送する

交通インフラ 
初期の住民の避難活動が落ち着いた後は、域内へ訪れる人が減り需要が

低下する。域内に暮らす人がかなり残り、活必需品の入手や病院への通

院などの手段をなくせず、それに見合った水準での事業継続を行う。 
電気、通信、

ガス、水道等

の事業者 

ライフライン

事業者 
域内に居住者や事業所がかなり残り、また、行政や災害対応のための組

織の活動を支えるため、それに見合った水準での事業継続が必要。一方、

域内の居住者や稼働する事業所が減って需要は低下する。 
食品店舗、病

院、ガソリン

スタンド等 

生活必需品、

必需サービス

の供給事業者 

域内に居住者や事業所がかなり残り、事業継続が必要。ただし、域内の

居住人口や事業所数が減って売上が減少する。採算が悪化し、経営が厳

しくなるため、一部店舗の閉鎖や従業員の域外への配置転換なども必要

になる。 
市役所、県庁、

公的組織 
行政組織で市

民を守る役割 
実際に発災した場合の対応や、域内の居住人口が減る中で社会活動を維

持する対応のためにも業務継続が必要。多くの職員は域内に残留となり、

域内の安全な場所にすぐ避難できるよう留意しつつ業務を行う。 
域外の取引先

の事業者 
域内の動向の

影響を受ける 
域内への出張は重要な案件に絞られるなど一定程度抑制される。出張す

る場合には地震・津波の発災に常に備えるような条件が付く。 
組織の従業員 特別な属性の

ない組織の一

般的な従業員 

多くが早く域外に出たいと考えるが、時間が経過すると収入を考慮する

必要性が相対的に高まり、所属組織の域外移動と一緒に移動することを

考える人が多くなる。ただし、域外に移動するには、子供の学校や配偶

者の仕事の状況にも関わる。 
 
被災懸念地域から域外に拠点を移した組織は、代替拠点での操業を続けてそこでの取引

に合わせた体制や仕組みの変更がなされると、そのことが元の拠点に戻る際にコストや労

力がかかる要因となるので、月単位の移転の継続により戻らない可能性が徐々に高まる。 
 

3.4	 「数年以内で発生する可能性が高い」との予測 
	 発生予測の期間ごとの検討の最後の類型として、最初の地震が「数年以内で発生する可

能性が高い」との予測がなされた場合を考察する。 
 

表４	 南海トラフ地震が「数年以内にも発生する可能性が高い」との予測発表の場合 
属性 類型の特徴 予測される行動 

既存の代替拠

点がある組織 
例：国内に同

業務を行う拠

点を複数持つ 

被災懸念地域内の操業を継続しつつ、域外の代替拠点へ事業の重点を移

すことが計画的に進められる。域外へ人員を移すことが進められ、代替

拠点の拡充の投資が行われる。 
移転が比較的

容易な組織 
例：代替調達

が容易な設備

の未使用 

多くの組織が域内で事業継続をしつつ、域外に代替拠点を設置する投資

を行い、人員を移すことも行われる。 

移転が比較的

困難な組織 
例：代替調達

が容易でない

設備に依存 

この組織でも、年単位であれば設備更新に合わせた拠点の移転ができる

可能性も出てくる。他組織との代替供給の協力協定の締結も検討される。

域内での事業継続に当たっては、地震・津波への安全に配慮しつつ事業

が行われる。 
域外供給が重

要な役割を持

代替品の確保

が難しい生産

域外の供給先は、年単位であれば域外から代替調達を得られるようにで

きることが多いため、代替に徐々に切り替わり需要が徐々に低下し、供
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つ組織 を担っている 給元としての地位は低下する。 
興行主催者 イベント主催

で収入を得る 
域内の興行は、突然の地震・津波の発生時の対策を講じつつ開催される

が、中期的にイベントの誘致が困難になり、業績は低下傾向となる。 
観光業、土産

物店など 
来訪者に依存

する産業 
域内への観光客がやや減少するが、観光に関心を持つ別用務の来訪者は

あまり減らず、業績がやや低下傾向となる。 
ホテル事業者 観光客、ビジ

ネス客に依存 
観光客はやや減少し、ビジネス客、マスコミ、研究者などによる需要は

平常時と変わらないので、業績がやや低下傾向となる。 
建設業、建設

関連産業 
防災のハード

整備も担う 
地震や津波の被害抑制の工事の予算が増え、業務は相当増加する。民間

工事は、地震・津波対策の改修以外は、需要減から一般に減少する。作

業中の地震・津波の発生の危険に留意して工事が行われる。 
貨物輸送事業

者 
物資の輸送を

担う 
初期に少し輸送需要が高まるが影響は緩やかである。域内の経済活動が

低下してくることで、需要は減少傾向となる。 
鉄道事業、バ

ス事業者 
人を輸送する

交通インフラ 
初期に少し移動需要が高まるが、影響は緩やかである。域内人口が減少

することにより需要は減少傾向となる。事業は平常時と変わらない水準

で継続される。 
電気、通信、

ガス、水道等

の事業者 

ライフライン

事業者 
域内の居住人口減少や域内の事業所の減少や活動の低下により、需要は

減少傾向となる。公益事業者でもあり、平常時の水準に近い事業継続を

行う。 
食品店舗、病

院、ガソリン

スタンド等 

生活必需品、

必需サービス

の供給事業者 

域内の居住人口減少や域内の事業所の減少や活動の低下により、売上げ

は低下傾向となる。徐々に、一部店舗の閉鎖や従業員の域外への配置転

換などの対策も必要になる。 
市役所、県庁、

公的組織 
行政組織で市

民を守る役割 
域内の被害軽減対策や社会・経済活動の低下を何とか防ぐため、職員の

業務は少し多忙になり、域外からの応援を要請することもある。 
域外の取引先

の事業者 
域内の動向の

影響を受ける 
域内からの調達の比率をできるだけ低くするよう、代替調達先の確保や、

域内企業への域外での生産への転換要請などを行う。 
組織の従業員 特別な属性の

ない組織の一

般的な従業員 

域外に出たいと考える者もいる一方、本当に発生するのか懐疑的な者も

いる。所属組織の域外拠点への配置換えを持ち掛ければ、それを受けい

れる人数が増える。逆に域内拠点への転勤を受けいれる人数は少なくな

る。 
 
3.5	 本章の考察のまとめ 
	 以上のように、南海トラフ地震が「一定の長さの期間内に発生する」と予測できた場合、

「発生が予測される期間の長さ」により組織の対応はかなり変わることが以上の考察より

推察される。特に、日本の国内外への経済的な影響を考慮する場合には、特に、サプライ・

チェーンの中に位置づけられる組織の行動に留意が必要である。影響の波及の回避策とし

ては、短期的には被災懸念地域内から調達する原材料・部品の緊急の在庫積み増し、中期

的には人員移動やできる範囲内での代替拠点での供給能力の増強、そして、年単位対策と

しては、新たな代替拠点の構築や代替調達先の確保の協定締結といったものが考えられる。 
 
４．南海トラフの一部の地震発生後の組織の対応 
南海トラフ地震の発生領域の一部のプレートが動いて地震・津波が発生したが、他の部

分は動かず残った場合、歴史的な前例をみても、数時間から数十年の時間差で残りの部分

も動く可能性があることは、政府も認識して対応を検討している。この場合、残りの部分

が動くことによる地震・津波の発生懸念は相当高くなり、直後から警戒を強める必要が生

じる。この章では、このような場合の組織の対応について考察する。 
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4.1	 考察の基本的な前提の整理 
組織が存在する地域から遠い南海トラフのプレートの一部が動き、地震・津波が発生し

た場合には、当該地域でも地震・津波の被害がある程度出るであろう。このため、当該地

域でも災害対応が行われ、社会・経済活動に影響が出ると考えられる。さらに、残りのプ

レートが動くことによる地震・津波の「被災懸念地域」となり、その備えが同時に必要と

なる。この章の考察では、次の地震・津波の発生時期の予測はつかず、すぐに発生するか

もしれないが発生しないまま数年以上経過することもあり得る状況を想定する。 
 
4.2	 具体的な組織の対応 
	 前節のような前提のもと、具体的な組織の対応は次のように推測される。 
 

表５	 南海トラフの遠くの部分が動いたが近くの部分は動かなかった場合 
属性 類型の特徴 予測される行動 

既存の代替拠

点がある組織 
例：国内に同

業務を行う拠

点を複数持つ 

直後は安全確認と復旧に尽力する。被災懸念地域外に事業を移す費用や

手間が少ないので、早急にあるいは一定の期間内に、人員や移動可能な

設備を移す組織が多い。ただし、短期の事業中断後、現地での事業継続

をして様子を見る組織もある。 
移転が比較的

容易な組織 
例：代替調達

が容易な設備

の未使用 

直後は安全確認と復旧に尽力する。多くの組織が域外に出ることを考え、

早急に被災懸念地域から出ようとする組織、域外に代替拠点を立上げに

取り組む組織がある一方で、域内で短期に事業中断後、地震・津波対策

を実施しつつ、現状の拠点で事業継続して様子を見る組織も多いとみら

れる。 
移転が比較的

困難な組織 
例：代替調達

が容易でない

設備に依存 

直後は安全確認と復旧に尽力する。多くの組織が域外に出ることを考え

るが、代替拠点を新たに構築するのは数年単位の検討になるため、当面、

域内で短期に事業中断後、地震・津波対策を実施しつつ、域内で事業継

続する。ただし、代替拠点の構築も検討を始める。 
域外供給が重

要な役割を持

つ組織 

代替品の確保

が難しい生産

を担っている 

域外の供給先の要請に応えて手持ちの在庫の出荷を急ぎ、当面の緊急増

産に踏み切る企業もある。その後、供給先は域外からの調達を増やすた

め徐々に需要が低下するので、域外の代替拠点も検討される。 
興行主催者 イベント主催

で収入を得る 
直後は安全な避難誘導に注力する。その後、域内の興行は、直後はほと

んどが中止、その後も中止が多い状況が続く。その後、イベントの誘致

が困難になるので、業績はかなり落ち込む。 
観光業、土産

物店など 
来訪者に依存

する産業 
域内への観光客や観光に関心を持つ来訪者が直後は大きく減少し、その

後も低迷するので、業績はかなり落ち込み、その後経営に影響が出る。 
ホテル事業者 観光客、ビジ

ネス客に依存 
観光客は激減するが、地震・津波の被害からの復旧・復興の人材、マス

コミなどによる需要が急増する。その後、数か月経過以降、顧客が減少

する。 
建設業、建設

関連産業 
防災のハード

整備も担う 
直後は応急の救助及び復旧に注力され、他の工事は中止される。その後

は、緊急の防災工事や仮設の補強工事が中心となる。その後、一般の建

設工事も再開するが、地震・津波の発生懸念から危険な作業は十分注意

して慎重に進められる。 
貨物輸送事業

者 
物資の輸送を

担う 
直後は、被災者への支援物資の輸送を担い、域内在庫や緊急増産の出荷

も担うので、輸送需要は増大する。その後、域内の経済活動が低迷すれ

ば、需要も低迷する。 
鉄道事業、バ

ス事業者 
人を輸送する

交通インフラ 
鉄道は、直後は安全確認のために停止。鉄道、バスとも、直後の時期に

住民の避難活動で需要が高まり、その後、来訪者が減るので、需要は低

下する。さらに、域内の居住者数が減り、経済活動が低下して需要が落

ちるので採算は悪化する。ただし、域内に居住者がいる限り最低限の事
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業継続を行う。 
電気、通信、

ガス、水道等

の事業者 

ライフライン

事業者 
直後は安全確認と復旧に注力し、域外からの復旧応援人員も受け入れる。

域内に居住者や事業所が多く残っており、また、行政や災害対応のため

の組織の活動を支えるためにも、一定水準での事業継続が必要。その後、

居住者や稼働する事業者が減れば需要は低下する。 
食品店舗、病

院、ガソリン

スタンド等 

生活必需品、

必需サービス

の供給事業者 

直後は復旧と被災者への支援のための活動を行う。その後、域内の居住

者や事業所が多く残るので、事業継続が必要。その後、居住者や稼働す

る事業所が減れば需要は低下する。 
市役所、県庁、

公的組織 
行政組織で市

民を守る役割 
直後は被災者救援で多忙となり、続いて次の地震・津波の被害抑制のた

めに業務継続が必要。多くの職員は域内に残留となり、域外の自治体か

ら応援を受けることを求めるところもある。域内の安全な場所にすぐ避

難できるよう留意しつつ業務を行う。 
域外の取引先

の事業者 
域内の動向の

影響を受ける 
当初は、域内への出張は重要なもの以外、強く抑制される。その後、徐々

に緩和される。域外の取引先が代替調達先の確保に努める動きが始まる。 
組織の従業員 特別な属性の

ない組織の一

般的な従業員 

できるだけ早く域外に出たいと考える者もいる一方で、本当に発生する

のか懐疑的な者もいる。ただし、組織から離職すると収入を失うので、

初期段階で発災がなければ配置転換を希望することが多くなる。域外に

移動するには、子供の学校や配偶者の仕事の状況にも関わる。 
 
代替拠点からの供給や協力先からの代替供給を行うことができず、事業中断のみの場合、

時間が長引くほど重要な取引先が失われ事業再開が困難になり、財務的にも厳しさが増す

ので、事業再開をめざす気持ちが時間の経過につれて強くなるであろう。 
 
５．発生が予測された場合に被災懸念地域内の組織に推奨される対策 
南海トラフ地震及び津波の発生予測がなされた場合、被災懸念地域内にある組織に共通

的に実施が推奨される行動を示し、その実施を呼びかけることは、被害の軽減に意義ある

ことと思われる。 
 
5.1	 被災懸念地域内の組織に推奨される対策 
南海トラフ地震が予測された場合、その被災懸念地域内の組織に推奨される対策として

は以下の事項が考えられる。 
まず、地震対策としては、 

① 組織の各事業所において、地震が人身事故につながらないようにする簡易な取組を推

奨する。具体的には、重いものを棚の上の方に置いている場合に床や下の方に降ろす

こと、避難路の支障物をかたづけること、本棚の本の前に落下防止のベルト等をつけ

ること、ガラスに飛散防止のフィルムやテープを貼ることなどである。 
② 事業所内の什器や家具の耐震固定を緊急に進める。ただし、工事の最中に地震が発生

して作業員や周囲にいる者が負傷しないよう用心して行う必要がある。 
③ 事業所で地震対応の防災訓練を行い、対応体制を再確認し、必要な改善を行う。 
④ 災害対策本部を事前に立ち上げておき、宿直体制などの即応体制も発動する。 
⑤ 地震発生で危険となる業務をあらかじめ停止しておく。ただし、時間の経過とともに

停止による事業損失などの副作用が大きくなるので、代替拠点への切替えの検討も具
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体的に始める。 
⑥ 組織が供給する他の組織にとって重要な原材料、部品等の在庫を、地震の影響が少な

い地域へ運び出す。 
	 また、津波対策としては、 
① 津波からの避難場所、避難の体制・ルールを確認し、避難路の支障物を取り除き、実

働訓練も行う。 
② 津波発生時に即座に安全な場所へ避難することが困難な従業員は、業務配置の変更な

どで安全を確保する。 
③ 津波で水没することで重要な情報が喪失しないように、バックアップを確認する。 
④ 当面使用しなくても済む自動車などの移動可能な資産を、津波到達が予想される地域

の外へ運び出す。 
⑤ 組織が供給する他の組織にとって重要な原材料、部品等の在庫を、津波到達が予想さ

れる地域の外へ運び出す。 
 
5.2	 被害懸念地域外の組織で域内と関係が深い組織に推奨される対策 
	 南海トラフ地震が予測された場合、被災懸念地域外の組織で域内と関係が深い組織に対

して推奨される対策としては以下の事項が考えられる。 
① 被災懸念地域内及び域外に組織の事業所がある場合、域内の事業所の被災に備え、救

援・復旧のための人的・物的な支援の準備を域外の事業所も行う。また、必要ならば、

被災懸念地域の付近の輸送が容易な場所まで支援物資や復旧機材を移動させる。 
② 被災懸念地域内に調達先の組織、さらにはサプライ・チェーンの上流側の組織がある

場合、そこから調達する原材料や部品の備蓄を積み増す。そのために、可能であれば

緊急の増産や緊急輸送を要請する。また、調達する物品・サービスの代替調達先を確

認・調査を行う。 
③ 被災懸念地域内に販売先の組織、さらにはサプライ・チェーンの下流側の組織がある

場合、そこへ販売する物品・サービスの代替販売先（特に、同組織の域外の代替拠点）

の確認や調査を行う。 
④ 調達先の組織または販売先の組織に対して、地震・津波に対する準備態勢を確認し、

また、それら組織から事前の支援の要請があれば、できるだけそれに応える。 
 
６	 組織の行動決定のために政府や防災研究者に見解を求めておきたい事項 
	 最後に、南海トラフ地震の発生予測が発表された場合の行動を決定するために、組織が

政府あるいは防災の研究者に見解を求めておきたい事項があると推察される。 
 
6.1	 組織が政府に対して見解を求めておきたい事項 
① 南海トラフ地震の発生予測を政府が発表する場合、被災懸念地域内の経済活動の在り

2018年4月　東北大学災害科学国際研究所 
南海トラフ地震予測対応勉強会 成果・報告レポート集

27



 

 
 

方について指示や勧告を出すのかどうか。特に、数週間以内の発生予測を出すのであ

れば、域内の組織が事業中断を一斉に行う方法（正月休みやお盆休みのように）が、

混乱が少ない可能性があると思われる。 
② 特に、政府が小学校、保育園等を休みにするよう指導するかどうか。早めの域外避難

を促進するには学校を休みにすると効果があると思われる。一方、域内で事業継続を

する組織にとって、小学校、保育園等を休みにすると親が子供の世話を自宅でするこ

とが必要になるため、域内の事業継続には支障要因となる。 
③ 発生予測を受けて組織が事業中断を決めた場合、労働法制では、組織の事情による休

業なら通常の給料の 6割以上の支払いが必要だが、不可抗力なら必要とならないので、
この解釈が雇用者にとっては重要となる。一方、企業は収入がないまま解雇をせず給

料を払い続ければ企業の財務が悪化し、中小企業では一般に 2 か月程度で倒産に直面
するのが一般的と言われており、組織にとっての判断・対応にも重要である 5。 

④ 組織が被災懸念地域内での事業を中断しない場合、従業員が域外に避難するため欠勤

することも考えられるが、組織がこの欠勤者をどう扱うかについて、政府が何らかの

指針を示すのかどうか。 
⑤ 被災懸念地域内に拠点があり、日本経済の視点から事業継続が必要と考えらえる組織

に対して、域外の代替拠点での事業継続を促進するために何らかの要請や支援措置を

政府が実施するのかどうか。 
 
6.2	 組織が防災の研究者に対して求める見解 
① どの異常な現象があったらどの程度の時間の幅で発生予測ができるか。この時間の幅

とは、例えば、日、週、月、年単位などである。 
② 異常な現象に関して、それがどのような状態に変われば発生可能性が下がったと判断

されるのか。組織の多くは、一度被災懸念地域外に出たとしても、元の拠点にいつ戻

れるかどうかに高い関心を持っている。 
③ 津波ハザードマップについて、一部のプレートは動いた後、動かずに残ったプレート

が動くことによる津波被災範囲の再計算がどのようにできるか。 
④ 様々な有識者のコメントがマスコミ報道、うわさなどで広がると思われる。その混乱

を抑制する有識者側として用意できる方法。 
 
６．おわりに 
	 本論の考察は、表 1～５の組織の属性の分類をはじめあくまで試論の段階のものである。
今後の関連研究の進歩のための一つの材料として活用されれば幸いである。 

                                                   
5 東日本大震災では、解雇をしなくても失業手当を受けられる特例が適用された。 
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地震の事前情報の役割と災害軽減に役立てるための展望 

福島	 洋（災害科学国際研究所 災害理学研究部門） 

 

１．はじめに 

	 人類にとって、地震とは建物や街を破壊させるものであった。そして、その恐怖は、建

物が崩壊する前に逃げればよいという考えから、地震予知願望を生んだ。しかし、地震学

が進展した今、我々は、いつ・どこで・どのくらいの地震が起きるのかを確度を持って予

測すること（地震予知）が、現時点の科学的な知見や観測技術では不可能であるというこ

とを知っている。少なくとも現在の地震学の知見では、短期的地震発生予測に関しては、

これまでの確率から比べてどれくらい発生確率が増加したかという相対的な確率の変化

（確率利得）でしか地震発生の予測ができない。地震による被害を減らすためには、この

ような不確実性の大きい情報に頼って命を守るのではなく、その地域で発生しうる地震に

ついて知り、いつ起きても大丈夫なような対策を取るべきである。以上のような主旨のこ

とを、カナダ地質調査所の Kelin Wangと Garry C. Rogersは述べている１）。 

	 筆者は、Wang と Rogers の主張に賛同する。彼らが主張するように、建造物の耐震化が

地震災害対策の基本である。我が国では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ 1995年に制定

された地震防災対策特別措置法などにより、全国どこでも突発的に起こりうる地震への対

応を基盤とする対策が進められて現在に至る。理想を追えばきりがないものの、他国との

比較でみれば、地震に対して強靭な国が出来上がっている。いわゆる東海地震については、

大規模地震対策特別措置法による予知の枠組みが維持されてきたが、これは「もし予知で

きた場合に被害を減らすための枠組み」であり、長期的な視点での対策が疎かにされてい

たわけではない。つまり、少なくとも法体系と行政のレベルでは、Wang と Rogers の主張

に沿う地震災害対策が行われている。 

	 一方で、当勉強会のテーマである南海トラフの大規模地震（以下、南海トラフ地震）に

関しては、津波対策も大変重要な課題である。津波に対しては、それを完全に防御する環

境の構築や完全に回避する対策は困難であるため、問題は地震の揺れに対するものより複

雑になる。状況を的確に判断したうえでの避難等による対応が重要になるという点で、事

前情報の重要性も地震の揺れに対する対応に比べて大きい。地震時の建物やインフラの破

壊によって生じる火災なども、津波と同様に、的確な判断の有無が生死を分けることにな

る。巨大地震を巨大災害にしないためには、未曾有の事態に対する的確な判断力・臨機応

変な対応力というものが事前の準備に加えて必須である。 

	 南海トラフ地震に関しては、中央防災会議防災対策実行会議での検討を経て、気象庁が

「南海トラフ地震に関連する情報」を発表する仕組みが 2017 年 11 月 1 日より運用されて

いる。この「南海トラフ地震に関連する情報」には、定例情報と臨時情報があるが、臨時

情報は大規模地震の発生の可能性が平時と比べて相対的に高まった場合などに発表される。
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現在、このような情報に基づく社会の対応の仕方についての検討がされており、事前情報

の発表から社会の対応までの仕組みが整備される予定である。今後、南海トラフの大規模

地震に関しては、突発的に起こる地震の対策を基本としつつも、当仕組みの運用により一

層の災害リスク軽減を目指すことになる。 

	 以上を踏まえた上で、本稿では、南海トラフ地震の予測に関する事前情報（気象庁の「南

海トラフ地震に関連する情報（臨時情報）」の類の地震の予測に関する情報）を災害軽減に

有効に活用するにはどうしたらよいか、勉強会で考えたことを整理して述べたい。 

 

２．事前情報の潜在的可能性 

	 まず、地震災害軽減における事前情報の位置づけを整理する。 

	 図１に示す通り、地震防災対策には、防潮堤の建設や建物の耐震化などのいわゆるハー

ド対策と、避難訓練や地震発生時の防御行動・避難などのいわゆるソフト対策がある。ハ

ード対策の多くは、地震発生時に、個人が特別な行動をとらなくても被害を防ぐ・軽減す

る性質を持つ。住民の避難を前提にした津波タワーなど、ハードとソフトが連動した対策

もある。ソフト対策には、ハード対策で防げない被害をカバーする側面がある。例えば国

による南海トラフ沿いの巨大地震想定では、最悪ケースにおける津波による死者数は迅速

な避難等の最大限の対策により約 23万人から約 4.6万人に減らすことができると見積もら

れている２）。また、一般的に、ソフト対策はハード対策に比べて大きな投資額を必要とし

ない。突発的に起こる地震への対応はハード対策とソフト対策が両輪であるのに対し、事

前情報に基づく対応はソフト対策が中心となる。 

	 図１において抑えておくべきこととして、ハード対策がないと防げない被害、ソフト対

策がないと防げない被害、事前情報に基づく対応でないと防げない被害がある、というこ

	

図１：地震防災対策の模式図。	
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とがある。上の例で言えば、迅速な避難があったとしてもなお残る 4.6 万人の見積り死亡

者数は、事前情報により住民がさらに早く避難できれば一層減らすことができる。ここに、

事前情報が災害軽減に貢献できる潜在的可能性がある。 

 

３．「４つのケース」についての私見 

	 国の報告書３）では、南海トラフで観測され得る異常な現象のうち、大規模地震につなが

る可能性があるとして社会が混乱するおそれがあるものが、典型的な４つのケースとして

整理された。この４つのケースとは、 

１）南海トラフの東側の領域で大規模地震が発生した場合 
２）南海トラフ沿いでM7クラスの地震が発生した場合  
３）ゆっくりすべりや前震活動などの現象が多種目で観測されている場合  
４）東海地震予知情報の判定基準となっていたような前駆すべり・大きなゆっくりすべり

が見られた場合 

である。 

	 ケース１については、報告書に記載の通り、過去にある程度の時間差を置いて西側で同

規模の地震が発生した事例が知られており、この先に発生する地震においても十分に考え

られるシナリオである。また、一般的に後発の地震の発生確率は先発の地震の発生直後が

最も高く、時間とともに減少していくことが知られていることから、このようなケースに

おいて大地震発生直後には先発の大地震への対応と次の大地震への警戒態勢の仕組みを準

備しておくことは明らかに必要であると考える。 

	 その他の３つのケースについては、考え方が難しい。定量的な計算がどこまでできるか

は置いておいて、どれも確率が相対的に高まったという評価は可能な事例ではあるが、ケ

ース１と比べて確率利得は小さいし、南海トラフにおける明確な先行事例はなく根拠にも

劣る。対策を取ることのコストと対策を取らないことのリスクを天秤にかけて対応方法を

選択しなければならないが、この天秤の塩梅に正解はないし、考え方には個人間で大きな

幅があるだろう。ステークホルダーを巻き込んだ丁寧な合意形成が必要な典型的な事例だ

と思われる。いずれにしろ、不確実性が大きく、対応をしても空振りに終わる可能性のほ

うが高いことを考えると、思い切った対策は取りづらいだろう。仮に有効な対策はあまり

取れない（にもかかわらず事前情報の発表は行われる）なら、社会の混乱によるマイナス

の効果のほうが大きいのではないかという心配もある。 

	 気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測されたら調査を開始するとしており、そ

の基準は以下の通りである４）。 

・想定震源域内でマグニチュード 7.0以上の地震が発生 

・想定震源域内でマグニチュード 6.0 以上の（或いは震度５弱以上を観測した）地震が発

生し、ひずみ計で当該地震に対応するステップ状の変化以外の特異な変化を観測 
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・１カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の複数の観測点でもそれに関係

すると思われる変化を観測している等、ひずみ計で南海トラフ沿いの大規模地震との関

連性の検討が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状況の変化を示す可能性のある現象が観測

された等、南海トラフ沿いの大規模地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観

測 

これらの基準では、１〜４までの全ケースが含まれていると解釈できる。著者の現段階で

の意見としては、ケース１については事前情報の発表と対応の仕組みを整備することに賛

成だが、２〜４のケースについては本当に仕組みの対象とすべきかどうかは今のところ判

断がつかない。正直なところ、すべてのステークホルダーを交えた議論をしたうえでこれ

らを対象とするかどうかを決めてほしかった。ただ、情報を出すことになったのなら、せ

めてできるだけ有効に活用できる方策を考えたいものである。以下は、そのような観点か

ら考えたことを整理したものである。 

 

４．事前情報の発表と対応の仕組みについての検討 

	 東海地震の「東海地震に関連する情報」については、ひずみ計データに基づく明確な情

報発表基準とともに、発表される情報の種類（切迫性のレベル。「青」「黃」「赤」の三

段階）に応じた対応や準備行動があらかじめ定められていた５）（以下では、切迫性のレベ

ルに応じて発表される事前情報をアラートと呼ぶことにする）。南海トラフ沿いの地震に

ついても、現在すでにデータに基づく基準が設けられているところであるが、レベルに応

じた対応行動の指針についても今後定められることになる。	

	 後述の論旨の理解の助けのために、アラートの種類と対応の枠組みに関し筆者が持って

	

図２：アラートの種類と対応に関する筆者のイメージ。 
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いるイメージを図２に示しておく。赤レベルのアラートは、最大限の警戒を要する場合で、

南海トラフ沿いの一部で M8 の地震が起こった直後を想定している。黃レベルのアラートは、

それに次ぐレベルで、M8 発生の３〜７日後や、M7 レベルのプレート境界型地震発生後など、

それなりに緊迫感のある状況を想定している。青レベルのアラートは、地殻活動に変化は

あったがそれが大地震につながるかはよくわからないといった状況に出されることを想定

しており、アラートが出る頻度が年に数回となるようなレベルのものを想定している。	

	 従来の東海地域を対象とした仕組みでは、気象庁が一定の基準をもとに異常を確認した

場合、地震防災対策強化地域判定会が招集され、そこでデータの検討が行われることにな

っている。この仕組みは、本稿執筆時点において、新たな「南海トラフ沿いの地震に関す

る評価検討会」において踏襲されている。赤レベルと黃レベルのアラートにおいては、こ

のような検討会を通じた慎重な検討が必要であろう。	

	 赤・黃レベルのアラートだけだと、「異常が検出されたので、〜の対応をしてください」

という情報が出て、社会でそれに応じた対応が取られるという意味で、従来の東海地震対

応の枠組みと基本的に変わらない。新たな仕組みは、「予知はできない」という地震学の

等身大の知見が反映されたという意味で「改善」ではあるのだが、それだけで実際の災害

リスク軽減にとってプラスの効果が得られるわけではない。「不確実な予測しかできない」

ことを前提にするという対応の難しさも相まって、仕組みが社会に浸透せず、この仕組み

が何ら有効に活用されない（最悪、混乱を引き起こす）危険性も認識しなければならない。

リアリティのある準備なしに、いきなり赤・黃レベルのアラートが出ても、仕組みは有効

に働かないであろうから、仕組みの理解・準備（計画や対応方法の立案）・訓練が必須で

あろう。	

	 そこで筆者は、青レベルのアラートを理解・準備・訓練のためにうまく使えないものだ

ろうか、ということを考えた。具体的には、年に数回の頻度で発出される青アラートを、

社会が南海トラフ沿いの地震に関する情報の発表と対応の仕組みや、根拠となるデータ（異

常な地震の発生の様子やゆっくりすべりの発生状況）の適切な解釈の仕方を知る機会とし

て活用するのがよいのではないかということである。青アラートの発表時に、社会に広く

周知し、根拠データをわかりやすく説明する。さらに、その都度、黄レベル・赤レベルに

ついて、さらにアラートなしに突発的に地震が発生する可能性も十分にあるといったこと

についても丁寧に説明する。社会の各構成要素では、来るべき地震への準備を確認し、足

りないことについて検討をすすめるきっかけとする。このような仕組みを作ることで、い

ざ具体的な行動が必要なときのための訓練の機会となるのではないか。青レベルのアラー

トが出たときに、黃・赤レベルのアラートが出たと想定して避難等の訓練をしてもよい。

青アラートを、事前準備強化と対応力（リテラシー含む）強化のためにうまく活用する、

ということである。	

	 青レベルのアラートを足がかりとして「事前情報」に基づく対応の仕組みを災害軽減に

有効に活かすために、以下の３点をポイントとなる要素として考えた。 
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１）	アラートの根拠データを示すデータ開示の仕組み 

２）	「空振り許容社会」への誘導に資する仕組み 

３）	突発的に発生する地震への対応の強化にも資する仕組み 

１）アラートの根拠データを示すデータ開示の仕組み 

	 東海地震に関連する情報の枠組みでは、前兆すべり（プレスリップ）の有無が情報発表

の判断基準となっていたため、基本的に前兆すべりに高い感度を持つひずみ計データにお

いて基準が定められていた５）。しかし、ひずみ計は計器の特性上の見かけ上の変動など観

測点ごとの「癖」があり、その適切な解釈には専門的観点からの検討が必要である。南海

トラフ地震については、ひずみ計はもちろん活用しつつ、地震活動や GNSS、あるいは海底

観測など、より多項目の観測データを一層活用していくべきであろう。観測（生）データ

は広くアクセス可能な状態で公開される必要があると考えるが、異常現象自体は地震活動

やゆっくりすべりであるため、高精度の地震震源分布やゆっくりすべりの有無・規模・場

所がわかりやすい可視化システムによってリアルタイムで公開されることが極めて重要で

あると考える。このような処理結果をリアルタイムで公開するとなると、データに含まれ

るノイズにより見かけ上の実際には起こっていない現象がシステム上に表示されてしまう

危険性もあるが、これは AI（機械学習）の活用等によりノイズとシグナルの分離手法を改

良していくことで解決可能な問題であると考える。専門家が精査しないとシグナルの信頼

性を判定できないようなデータは、そもそも判定基準として用いるのに適さない。	

	 社会においてコストを伴う行動が想定される赤レベルや黃レベルのアラートについては

自動的なアラート発表はそぐわないと考えるが、青レベルのアラートについては、気象庁

担当職員によるチェックはあるにしても、検討会での検討なしにほぼ自動的にアラートが

出るようなシステムがよいと考える。また、アラートを自動的に出すシステムには、明確

な定量的基準を設置する必要があるが、その基準は以下のようなシステムに求められる仕

様とセットで考えるとよいと思われる。	

- 南海トラフ沿いの XX の領域内に発生するマグニチュード XX 以上の地震について、
XX 以内の精度で XX 分以内に震源決定する	

- 南海トラフ沿いの XX の領域内に発生するマグニチュード XX 相当以上のゆっくりす
べりを X 以内の精度で XX 分以内に同定する	

（XX には具体的な記載が入る）	

このようなシステムの仕様を考えることで、必要な観測システムの仕様についても明確に

し、観測機器を効率よく整備することにつながる。	

	

２）	「空振り許容社会」に誘導するための仕組み	

	 不確実性のあるアラートを発信すれば、実際にその事象が起こらない「空振り」が発生

するのは必然である。土砂災害に関しては、避難勧告の空振りがあれば次の情報発表時に
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避難率が低下する、というオオカミ少年効果があった事例が報告されているし６）、同様の

事例はおそらく多数あるであろう。南海トラフ沿いの地震の場合、赤レベルのアラートで

あっても土砂災害の的中率と同程度であり、そもそも青レベルのアラート（年に数回の頻

度）は、そのほとんどが空振りに終わることになる。このような空振りが免れないことを

前提としたアラートのシステムに基づいて社会で適切な対応が取られるためには、かなり

の社会構成員のリテラシーの向上や巧い仕掛けが必要であることが想像される。黃レベル

や赤レベルのアラートが出たときに適切な行動が取れることが重要であり、そのために、

青レベルアラートが発出される機会を通じて、空振りが許容される（オオカミ少年効果が

小さい）社会を作っていけるとよい。	

	

３）突発的に発生する地震への対応の強化にも資する仕組み	

	 アンケート調査をしたわけではないので確たることはわからないが、地震学者の多くは、

南海トラフで巨大地震が将来的に発生するのは確実なものの、前兆と判定可能な現象を観

測することなく発生する可能性が高いと考えていると思われる。これまでに発生した巨大

地震は、ごく一部の例外を除き、近代的観測網が敷かれて以降も、前兆だと判定できる現

象は伴っていない。しかし他方で、何らかの前兆的現象が観測されてもおかしくないと考

える地震学者も多くいると思われる。南海トラフは世界で最も稠密に観測が行われている

場所のひとつであるし、普段、プレート境界型の微小地震がほとんど起こっていないこと

から、小さい地震がたまたま連鎖して大きい地震に発展する（これだと予測は困難）ので

はなく、大きい地震を起こす断層域があり、その断層域が破壊前に前駆的なすべり（プレ

スリリップ）を起こす可能性は依然指摘されている。今後、地震学の研究は進展を続け、

南海トラフ地震の予測可能性についても様々な知見が得られるだろうが、物性物理や化学

などのように実験ができるわけではなく事前に理論の検証ができない以上、実際のところ

はその時になってみないとわからない。	

	 突発的に発生する地震をまず前提に考えなければならないのには、上のような事情があ

る。本稿で提案するように、青レベルのアラートを契機として南海トラフ地震に関する理

解・準備・訓練に活用するということは、突発的に発生する地震への対応の強化も狙った

話である。	

	 最低でも、事前情報の発表と対応の仕組みがあることで、突発的に起こる地震への対応

の備えが進まなかったり、退化したりすることは避けねばならない。あくまでも、図１の

「突発対応」をまず考えたうえで、それでもどうしても対応できないことについて、「事

前情報に基づく対応」を考えるべきである。事前情報に基づく対応を社会構成組織・個々

人が検討する機会は、突発的に発生する地震に対するハード対策・ソフト対策を促進し見

直すきっかけともなるはずである。新たな仕組みが社会に実装されようとしている今が、

そのような見直しに適った時期である。	
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研究者と市民の災害科学情報コミュニケーション 

－特に学術とメディアの連携による社会発信に着目して－ 

 

中鉢奈津子（広報室）・久利美和（リーディング大学院） 

 

１．はじめに 

災害情報は、市民の生命・財産の安全に直結するため社会の関心も高く、研究者を含

む専門家が社会に伝えていかねばならないものである。しかし、市民が専門家と同じよ

うに学術的災害情報を理解することは、しばしば極めて難しい。学術機関は、災害情報、

特に不確実な災害情報を、どのように効果的に伝え、受け手である市民とコミュニケー

ションを図っていくことができるのだろうか。 

本稿は、特に、学術からの災害情報発信にあたって鍵となる「メディアを通じた社会

発信」に重点を置きながら、研究者と市民のコミュニケーションを考える。本稿は、主

に「南海トラフ地震予測対応勉強会」（以下「勉強会」）において発表された社会発信に

関連する知見、および、勉強会世話人が別途、科学ジャーナリストや科学コミュニケー

ション専門家と行った少人数意見交換会の内容に基づき、学術機関から市民への災害情

報発信に関する知見と課題を整理する。具体的には、主として、橋爪尚泰氏（NHK報道

局災害・気象センター）による南海トラフ勉強会における発表 1)、飯田和樹氏（毎日新

聞科学環境部記者（当時））との意見交換会 2)、黒沢大陸氏（朝日新聞オピニオン編集部

次長（当時））との意見交換会 3)、田中幹人氏（早稲田大学政治経済学術院）・および標

葉隆馬氏（成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科専任講師）との意見交換会 4)

に依拠することとする。 

本稿では、まず、科学の性質と防災について概観した後、災害情報、特に勉強会の中

心テーマとなってきた「不確実な災害情報」を、一般市民と共有しようとする際の問題

点を整理する。次に、学術とメディアが平時から連携し、災害発生時における市民への

情報伝達に生かそうとするいくつかの事例を紹介する。さらに、勉強会を通じて得られ

た、緊急時のメディアを介した効果的な社会発信に関する経験則をまとめ、最後に、今

後、防災分野で学術機関と社会がよりよいコミュニケーションをはかっていくための方

向性を考察したい。 

本稿は、詳細なデータ分析等に基づいて新たな知見を加える論文ではない。本稿の目

的は、勉強会を通じて得られた、学術機関の社会発信に関する知見および論点、特にメ

ディアとの連携に関連した発信について筆者の視点から整理した上で、学術機関からの

社会発信のよりよい形を模索することである。最終的には、本レポートの内容を、今後、

平時・災害発生時に学術機関が社会と情報共有をする際に、ヒントとして生かしていく

ことを目指したい。 

 なお、研究者ももちろん市民であるが、本稿で「市民」「一般市民」という語句を用
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いる際は、便宜上、研究者や防災専門家以外の、特段専門知識を持たない人々という意

味合いで用いることとする。 

 

２．科学の性質と防災 

 社会には、「研究者は確たる科学的真実を明らかにする」というイメージがあるかも

しれない。しかし現実には、科学の最先端になればなるほど研究者によって見解が異な

り、「確固とした揺るぎない真実」の様相は呈さなくなるのが通常である。ある事象に

対する科学者の見解にバラツキがみられること、さらに、見解が真っ向から対立するこ

とですら、科学コミュニティの全く正常な状態といえる。また、研究者が大きな事象の

一部しか説明できないことや、多数派の研究者が一旦は受け入れた学説がその後の新研

究によって覆ることも、ごく一般的に起こる。 

防災研究の難しさは、科学的防災知見を用いて常に社会の防災対策を進めていかねば

ならない社会的要請があるところである。次の発災時期が予知できない中で、科学とし

て何が正しいか定説が確立するまで待ってから知見を活用するのでは、防災対策が間に

合わない恐れがある。 

 

３．災害情報、特に不確実な災害情報を市民と共有する際の課題 

 「不確実な科学情報」は、勉強会の中心となるテーマであった。たとえば科学コミュ

ニティに、「海底で普段と違う現象が観測された。これがすぐに地震発生につながるか

どうかは不明である。しかし、地震が発生する確率は上がる」といった不確実な科学情

報が得られた場合を考えてみよう。この情報を社会に発信した場合、一般市民はどう受

け止めるだろうか。また、この情報をどう発信すれば、一般市民の防災に生かすことが

できるだろうか。 

 

（１）科学ジャーナリストの見解 

 このたび意見交換を行った科学ジャーナリスト、朝日新聞の黒沢大陸氏および毎日新

聞の飯田和樹氏は、両名とも、「不確実情報を市民の実際の防災に生かそうとすること

は、少なくとも現時点では困難である」旨、明確に主張する。 

なかでも黒沢氏は、不確実情報を防災に実装することは、市民の困惑と社会の混乱を

招きかねないと警鐘を鳴らす。地震予測は、毎日繰り返して改善を重ねてきた天気予報

と異なり、未だデータが不十分で精度の高い予測はできないこと、「大地震の可能性が

平常時より相対的に高い」と言われ、後の判断は自己責任とされても、市民は戸惑うだ

けであると指摘する。さらに、不確実情報を防災に生かそうとする考え方自体が、研究

成果が社会に貢献できることを示すという発想から始まっており、住民が必要な情報が

何かというニーズから出発していないこと、「生煮え」（最先端の科学知見）を社会に役

立たせようとするあまり、受け手である市民への理解を欠いている専門家の姿勢が問題
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であることを厳しく批判する。最先端の研究知見は今後も揺れ動く可能性が高いため、

定まった知見として固まる前にいちいち採用しては、知見が変わるたびに市民は振り回

されてしまう。黒沢氏は、防災には「枯れた技術」（長年の実用を経てトラブルが解決

され、安定性が高く信頼されている技術）を用いるべきであり、防災はあくまで突発型

地震対策を基本とすべきであると明確に主張する 5)6)7)。 

 飯田氏も、黒沢氏ほどトーンは強くないものの、不確実情報の社会への活用について

は基本的に懐疑的である。SNS時代においていかなる情報も押しとどめることはできな

いにしても、不確実な情報を発信された市民は混乱する。飯田氏は、突発型地震を想定

してすべき防災対策をしつくした上でさらに被害を減らそう、ということであれば、あ

くまで可能性として、不確実情報を利用できる余地もあるかもしれないが、現状で取る

べき防災対策の基本はやはり突発型地震対応である、と主張する 8)9)10)。 

 黒沢氏・飯田氏の、不確実な科学情報を社会実装しようとすることに対する極めて懐

疑的な意見は、両氏が全国の災害研究者や防災専門家の取材を重ね、科学コミュニティ

と一般社会の双方を見据えた上での発言であるだけに重みがあり、研究者としても耳を

傾ける必要があると考える。 

 

（２）研究者の見解 

 一方、少なくとも勉強会においては、研究者側の見解は異なっていた。研究者側から、

「不確実な情報を発信すれば、市民に『研究者はいい加減なことを言っている』と取ら

れるかもしれず、その点でためらいはある」、という意見は出された。しかし今日、科

学コミュニティでは、税金を用いて行う研究成果の社会発信は研究者の義務であると捉

えられている上、防災分野は、研究成果を社会に役立てることが特に求められる分野で

ある。さらに、市民に情報隠しを疑われると研究者への信頼が失われてしまうことから

も、情報は発信すべきである、という意見が複数の研究者から出された。 

その上で、筆者（久利）は、「全情報をそのまま発信しては、判断に困る市民も多い

ことが予想されることから、積極的に発信すべき『プッシュ型』と、情報を置いておき、

入手したい人がアクセスすれば入手できるようにする『アーカイブ型』に分けてはどう

か」と提案した。しかし、どの情報を「プッシュ型」「アーカイブ型」に分けるのかと

いう線引きは難しいのも確かで、飯田氏からは、線引きについての答えはまだ誰も導き

出していないという指摘がなされた 11)。 

勉強会を通じて、研究者側の立場としては、得られた知見を発信すること自体は研究

成果の社会還元の一環として基本的に肯定したいし、肯定せざるを得ないこと、しかし

効果的な社会発信の具体的な方法については未だ確立されていないことが確認された。 

 

（３）研究者と市民のコミュニケーションを阻むもの 

 さて、ここで、学術機関が科学知見を社会に伝えようとするにあたり、何が研究者と
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市民の相互理解の障壁になりがちであるのかを、改めて考えてみる。本稿では、少なく

とも以下４点の可能性を指摘したい。 

 第一に、専門知識や専門用語の難解さが挙げられる。研究者は、科学を扱うためのト

レーニングを経て専門知識や専門用語を身につけ、新たな科学知見を構築するための道

具としてそれらを日常的に使う。一方、同様のトレーニングを経ていない市民にとって

は、専門知識や用語は、当然なじみがない。多くの市民にとって、例えば、「想定」は

未来予知とどう異なるのか判然としないであろうし、また、「予測」「リスク」「確率論」

「知見の幅」といった概念を、専門家と同じように理解できないのも当然である。勉強

会の中心キーワードである「不確実な科学情報」についても、この語句自体、知ってい

る市民は少ないと考えられる。 

前提としての専門知識を共有していない人々に、専門用語を用いずに科学を伝えよう

とすると、正確さを欠いてしまうきらいがあるし、多くの研究者が、職業上、不正確な

物言いをすることに抵抗とためらいをおぼえる傾向がある 12)。互いに知識や語句を共

有した上での対話ができないことが、研究者と市民のコミュニケーションを難しくする

一因となっていると考えられる。 

  

第二に、市民の側に、誤った研究者像や研究者への過剰な期待がある状況も、研究者

と市民のコミュニケーションを阻んでいる可能性がある。新聞やテレビ等のマスメディ

アにおいて、研究者が識者としてコメントを求められて意見を開陳する場面は、市民も

よく目にする光景であろう。メディアでその姿を見た市民は、研究者は普通の市民が知

らないことを知っている存在であり、さらには、市民が知りたい問いへの答えを提供で

きる存在ではないかと、期待してしまうのかもしれない。 

しかし、研究者の仕事とは基本的に、これまでに蓄積された先行研究の知見や方法論

から出発し、新たにデータや材料を集め、論理的にそれらの分析を行い、集めることが

できたデータの範囲内で新たな知見を付け加えていくという、範囲限定的なものである。

言い換えれば、研究者も、論拠とするに足る信頼おけるデータがなければ、確たる結論

は導けない。よって、過去の既に豊富なデータの蓄積がある事象であれば比較的分析を

深めやすいが、一方で、今まさに起こっている現在進行形の現在および未来については、

データ不足により、確たる知見を導き出すことは極めて難しくなる。黒沢大陸氏は、研

究者が過去についてあまりに雄弁に説明できるので、それを目の当たりにした市民が、

研究者が未来についても同じ調子でできると期待してしまうのかもしれない、と、興味

深いコメントをしていた 13)。 

そもそも、研究者が何に基づいて知見を得るかという科学の仕組み自体、市民と十分

共有されていないのではないだろうか。市民に科学コミュニティにおける知の生産のプ

ロセスについては伝わっておらず、科学が生み出した成果である知見だけがプロセスか

ら切り離されて流通しがちな現状が、誤った研究者像、研究者への過剰な期待につなが
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っているのかもしれないし、科学的な地震予知ができるという誤解が社会に未だに多い
14) ことに関連している可能性もある。 

 

 第三に、科学情報を市民に伝えるにあたり、しばしばマスメディアが重要な仲介者と

なるが、マスメディアに「白黒はっきりさせる」文化があることも、研究者と市民の相

互理解を阻んでいる一因として挙げられる。メディアは「〇〇について〇〇がわかった」

という言い切り方の見出しを好む。（メディア関係者は、結論を簡潔明瞭に言い切る見

出しについて、肯定的に「見出しが立つ」と表現するが、これは、「見出しが立た」な

ければ（結論がはっきりしなければ）よい報道とは言えない、と捉えられている裏返し

でもある）。通常メディアにおいては、不確実情報や幅のある見解を報道することは避

けるべきことであり、また（科学面でもなければ）紙面やスペースの都合上、なぜその

結論に至ったかというプロセスについては割愛して単純に結論だけ報道しがちである

し、不確実な災害情報の発信方法は確立されていないことが、勉強会を通じて確認され

た。 

意見交換会では、このようなメディアの性質について、研究者側から「メディアは読

者の気を惹くためにセンセーショナルな報道にしすぎているのではないか」という批判

的な問いかけもなされた。メディア側からは、「それだけではなく、社会の防災対策を

進めようという意味もある。例えば『M９、いや M7 かもしれない、地震が来るかもしれ

ない、来ないかもしれない』等、曖昧に幅を持って言われても、社会の防災は進まない。

メディアが具体的かつ明確な報道を行うのは、社会の防災施策を進めたい行政側の要請

に応えるためもある」との指摘があった（さらには、学術分野でも、理学分野は前提条

件（想定）に幅がある以上、その結果についても幅を持ったまま扱うことが多いが、工

学では、前提条件に幅がある場合でも、選択すべき結果として、蓋然性や実現可能性の

高い解のみを公表する傾向があることも議論となった）。 

以上、メディアの動機がいかなるところにあるにしても、メディアを介すことで、複

雑な科学情報が単純明快化する傾向については、勉強会を通じて確認された。 

 

 第四の、研究者と市民の相互理解を阻む要因として、「研究者が伝えたいこと」「市民

が知りたいこと」に、しばしばずれが見られることが考えらえる。これは、早稲田大学

の田中幹人准教授、成城大学の標葉隆馬准教授との意見交換会において指摘されたこと

である 15）。田中氏・標葉氏は、再生医療やワクチン等に対する科学者と市民のメディア

議論の分析に基づき、「研究者は、科学的メカニズムについて熱心に説明しようとする

傾向がある。一方で市民は、その科学知見を社会実装した結果、自分たちの生活にどう

いう影響が出るか、また、それでもし何か問題が起きた際は、どのように対処したらよ

いのかについて興味を持っている」ことを明らかにしている。田中氏・標葉氏は、「研

究者は、知識を獲得すればすべての問題が解決するかのような態度を取りがちであるが、
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市民は、その知識が生活にもたらす影響、例えば費用や、事故発生時の責任の所在や補

償・対応体制について知りたいのである。研究者は科学知識を持っているが、たとえば

事故の補償体制や関連する法制度については知らないので、それが、研究者と市民の議

論がしばしばかみ合わなくなる原因になっている」と指摘する 16)。再生医療やワクチン

に関するこれらの知見は、防災分野についても当てはまる可能性が高く、非常に示唆的

であると考えられる。 

 

 以上、研究者と市民の相互理解を阻む要因を四点挙げて考察した。両者のコミュニケ

ーションに未だ課題が多いにしても、学術として情報発信はしていかねばならない。次

章では、学術からメディアの情報発信にあたって鍵となる「メディアを介した発信」に

ついて焦点を当てる。 

 

４．学術とメディアを連携させる試み 

 災害発生時、市民は「今、何が起こっているか」に対する説明を切実に必要とする。

研究者も、それぞれが導き出した知見や状況説明を市民に向けて特に正確・迅速に伝え

ていかねばいけない場面となるが、そのような発信にあたっては、広範囲・迅速な発信

能力を持つメディアの力を借ることが不可欠となる。 

 しかし、発災してから研究者がメディアにいきなりアプローチし、正確に情報を発信

してもらおうとしても難しい。よって、平時から学術とメディアでコミュニケーション

を取って相互理解を深めておき、有事に生かそうという試みが、これまでになされてき

た。その中でも、名古屋地域におけるマスメディア・行政と大学研究者による地震防災

懇話会：（Network for Saving Life：NSL）は、2001 年から活動を開始しており、先駆

的・代表的な存在として知られる 17)18)。NSL の世話人をつとめた黒沢氏によると、NSL

へは特にテレビ関係者が大きく関与して活動してきた。災害発生時に記者に専門用語を

一から説明する時間はないので、平時から、学術関係者が記者へ向けた災害知識につい

て集中的な講義を行い、また学術とメディアが行動を共にすることで、互いに話しやす

い環境を醸成してきたとのことである 19)。 

そのほか、河北新報社と東北大学災害科学国際研究所が軸となり、仙台にて 2015 年

に発足させ、産官学民の防災関係者が参加する「みやぎ防災・減災円卓会議」20)でも、

学術とメディアを連携させる試みがなされてきた。また、筆者（中鉢）が企画担当者と

なって実施してきた小規模・ざっくばらんな学術－メディア間の意見交換会である「メ

ディア懇話会」21)もそういった試みの一つである。 

 いずれも、学術－メディア間の平時の連携および相互理解を緊急時に生かそうとする

動きであるが、いずれも、「連携を継続し、発展していけるか」が課題となっている模

様である。黒沢氏は、そういった連携体の成功の鍵として、まず都市の規模を挙げる。

例えば東京のような都市規模が極めて大きい都市となると、記者の数が多く日常的に激

2018年4月　東北大学災害科学国際研究所 
南海トラフ地震予測対応勉強会 成果・報告レポート集

42



しい競争をしており、担当記者も頻繁に変わるため、落ち着いて密な連携をするには向

かないが、東京や大阪ならばメディアに科学部があり、大学との連携にはプラスの面も

ある（残念ながら仙台メディアに科学部はないが）。また、連携体を牽引し続けられる

キーパーソンの有無も鍵で、メディア関係者は数年ごとに異動があるが、その地に根差

して連携を継続していける異動のない学術関係者がいればプラスとなる。さらに黒沢氏

は、趣旨がどれほど良くとも、ただの勉強会では、多忙な記者の継続出席は困難になる

かもしれないことを指摘しながら、NSL においては、記者が取材・報道できる時事問題

を取り上げ、勉強会にニュース性を組み込み、出席を促す工夫をしてきたことを紹介し

た 22)。これらのポイントは連携の継続・発展をはかる上で示唆的である。 

 以上は、学術とメディア関係者が実際に互いに顔を見ながらコミュニケーションをは

かろうとしてきた試みである。一方で、ネットを用いて学術とメディアをつなぐ、一般

社団法人サイエンス・メディア・センターScience Media Centre of Japan(以下「SMC」)

についても挙げておきたい。SMCは、イギリスなどの先例に倣い、早稲田大学の田中幹

人氏らが中心者になって 2010 年に設立した、研究者とメディアの間を取り持つ機関で

ある 23)。平時に研究者をデータベースに登録しておき、社会で（災害を含む）科学的な

説明が求められる事案が発生したときに、メディアに適切な研究者を紹介し、メディア

経由で研究者の見解を社会に発信する手助けを行う。SMC は日本国内の活動にとどまら

ず、時には国際間で研究者と社会の橋渡しを行うこともある。田中氏によると、SMCを

持続させていくためには資金面での課題等があるとのことであるが 24)、研究者と社会

の橋渡しを行ってきた先駆的な試みとして、注目に値する。 

 以上、研究者とメディアの連携により、研究者と社会をつなぐ試みについて紹介して

きた。いずれも持続可能性が共通課題であるが、学術とメディアが今後もよりよい連携

をはかっていく意義は極めて大きいと考えられる。 

 

５．災害発生時の学術からの情報発信 

 さて、前章では平時における学術とメディアの連携に関して述べたが、災害が実際に

発生した有事には、多くのメディアからの問い合わせが集中し、研究者に何らかの発信

が必ず求められることが予想される。緊急時に学術はメディアを介してどのように社会

発信していけばよいのだろうか。 

 事例として、東日本大震災発災間もないころ、統一見解のみを公表しようとした学会

や、科学的根拠のある複数の説を公表する学会があったことなどが、勉強会で複数回話

題になったが、具体的に参考になるのは、効果的な社会発信に関する経験則に関する、

NHK報道局災害・気象センターの橋爪尚泰氏の発表である 25)。橋爪氏は、災害発生時は

「一元的に、幅を持たせて」「こまめに、定期的に」情報発信を続けることが、社会に

信頼を得られる伝え方であると述べる。以下、より詳しく説明する。 
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（１）「一元的に、幅を持たせた内容で」発表 

 研究者個人で見解に幅があり、統一見解を導き出せない状況は、特に発災後、時間と

データが極めて限られた中で分析を行う中では当然起こる。しかし、それらを研究者個

人の HP や SNS で知見をバラバラに発表するのでは、社会の混乱を招きかねないと、橋

爪氏は述べる。特に、災害発生時に社会に何か行動してほしい場合は、信頼ある組織が

主体となり、統一窓口をつとめるのが効果的である。研究者の多様な見解を大学の公式

見解として統一する必要はなく、窓口を統一した上で、複数の研究者がそれぞれの見解

を発信すれば、受け手である市民が状況を受け止め、理解していくのに結果的に役立つ。

（筆者補足：平時・緊急時の双方において、研究者の見解を学術機関として統一するこ

と自体、そもそも不可能と考えられる）。 

（２）「こまめに、定期的に」発表 

 さらに橋爪氏によると、継続して何度も発表する姿勢を示すことも重要である。情報

を一発勝負で出し、もしそれが当たらない場合は、発信者に対する社会の信頼は失われ

てしまうが、あたって・はずれて、を繰り返していくうちに、情報に対する市民側の受

け止めが慣れてくる。情報が変化していない場合や、新たな知見がない場合であっても、

数多くの記者会見を開いて発表し続ければ、メディアも市民も慣れてきて、発信者の緊

迫度や落ち着きなどのニュアンスまで理解できるようになる、とのことであった。 

 以上、NHKにおける数多くの災害報道実績から導き出された上記２点の経験則は、今

後の学術からの発信にあたっても参考にすべき重要な点であると考えられる。 

 

６．おわりに 

 以上、本稿では、科学の性質と防災について考察し、研究者が科学情報を市民と共有

しようとする際の問題を４点に整理した。さらに、平時における学術―メディア連携事

例と、緊急時にメディアを介して社会に情報伝達を行う際の効果的な経験則を紹介して

きた。 

 勉強会を通じ、研究者が不確実情報を市民に伝え、防災に生かそうとすることに、未

だ多くの課題が残っていることが明確になったと思われる。しかし、研究成果の社会還

元が強く求められる今日、研究者は、課題が多いことを根拠に市民との情報共有に消極

的になるわけにはいかず、課題は課題として見据えた上で、情報発信方法の改善をはか

っていかねばならない。本稿のおわりに、今後、研究者が社会とのよりよいコミュニケ

ーションに向け、何をしていくべきかを考えてみたい。 

まず、学術と市民を仲介するメディアとの連携、特に平時からの研究者とメディア関

係者の関係構築は、引き続き極めて重要であると考えられる。研究者が、普段からさま

ざまなジャーナリストと、単なる取材対応を超えて対話をしておき、自らの専門分野を

理解してもらえるメディア関係者と知り合い、信頼感を醸成できれば、有事の連携はよ

りスムーズである。また、NSLのように、平時から災害に関する専門知識を記者に理解
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してもらっておき、有事に一から説明する手間を省けるようにする活動も意義が大きい。 

また、現在、研究者と市民と直接のコミュニケーションが少ない状況の改善をはかる

ことも、意義としては極めて大きいと考えられる。今日、学術機関において、市民向け

講座や防災イベントなどは随時開催されているが、その多くが、研究者による講演等、

研究者から市民へのほぼ一方通行の情報発信であり、研究者と市民の真の意味での対話

は少ないと思われる。また、そういった学術機関主催イベントに来場する市民が「固定

客」化されており幅広く多様な市民を代表していないことは、防災関係者の間でよく嘆

かれ、今回の意見交換会でも指摘があった。３章（１）で述べたように、黒沢大陸氏は、

研究者が情報の受け手について理解が及ばないことを厳しく指摘するが、研究者が情報

発信を行い、その結果がどうなるか関知しないということでは、確かに問題である。今

後、研究者と市民の双方向の対話により、市民には等身大の研究者像や研究の限界を含

めて知ってもらい、研究者側も、市民の立場や考え方にまで想像をめぐらせられるよう

になる必要がある。研究者は、例えば、まずは身近な他者である、家族や友人と研究に

ついて話していくようにするのはどうだろうか。 

普段から研究者との対話の回路が存在しないところで、災害発生時にスムーズな意思

疎通を望むのは難しいのは、メディア関係者についても、市民についても同様である。

今後、学術機関と社会がよりよいコミュニケーションを取っていくための方向性として、

極めて地道な結論であるが、「不確実情報を防災に生かす」前、あるいは少なくともそ

れと同時に、研究者とメディア、研究者と市民が、互いのコミュニケーション回路を開

いていく必要があると考えられる。 

 締めくくりに、勉強会に世話人として 1年あまり参加を続けた筆者（中鉢）の所感を

述べたい。そもそもの専門が文系であるためか、勉強会で交わされた議論はしばしば極

めて難解で、ついていくことが難しかった。研究者としての訓練を経ていても、分野が

違えば用語や議論の仕方が異なることを痛感し、自分の分野で当然と捉えていた常識が

他分野の研究者に通用せず、面食らうことも多かった。さらに、不確実情報の議論を重

ねるうちに、時折、一体何が真実の情報で、何に依拠していけばよいのか、足元が揺ら

ぐような思いがすることがあった。まだ起きてもいない将来の災害に関し、不確実な科

学情報に基づいて正確な提言を目指すことは、人間の能力の範囲を超えるのではないか、

研究者の責任が重すぎるのではないかという、恐れにも似た思いもよぎった。研究者が

誠実に分析を行い、その時は正しいと結論づけて発信した情報が、結果として間違って

おり、市民の生命・財産に負の結果を招いた場合、訴訟になって研究者が責任を問われ

かねない現実も、実際、勉強会において何度か話題にのぼった。 

そんな中で、今回の勉強会における橋爪尚泰氏の「緊急時の情報発信は、信頼のおけ

る組織が統一窓口となるべきである」とのコメント（前章参照）などから、研究所に所

属する研究者の責任を再確認することになった。受け手が、情報の信頼性に判断がつか

ない時は、情報の内容ではなく、情報の発出者のほうを根拠にしがちである、つまり、
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何を言っているかではなく、誰（どのような集団： 専門知を共有し、吟味し合う）が

言っているかを、より重視する傾向があるということである。東日本大震災をめぐる情

報発信に際しての科学コミュニティの混乱で、市民の科学者に対する信頼が一旦、深刻

に揺らいだことは、調査でも示されているが 26)、勉強会を通じ総論として、東北大学含

め多くの学術機関が、長年の歴史を経た結果、単なる権威としてだけはなく、今もなお、

比較的信頼ある組織として社会に認識されている現状も認識できた。 

 歴史上、科学は多くの失敗も重ねてきたが、同時に、人間が理性を用いて社会を向上

させる方法も数多く提供してきた。少なくとも、長い歴史と数多くの試練を経たのちに、

現在、学術機関が社会から一定の信頼を得られている状況は、社会にとって、科学がマ

イナス面よりプラス面のほうを多くもたらしたことを示していると思われる。科学は、

人間がつくりだした、理に基づいて知を生産し世の改善をはかるシステムである。科学

に基づかない防災は有効になりえず、今後も、科学が社会に負の側面をもたらしかねな

い可能性も意識し、科学を絶対視せずクリティカルに捉えながら、科学を社会の向上に

道具として用いていく必要がある。これからも研究者は、市民に等身大の研究者の姿や

科学の限界を伝え、市民から学びながら、それぞれ研究と発信に最善を尽くし、よりよ

い社会を模索していくしかないというのが、１年あまりの勉強会と意見交換会から得た

結論である。 

 

 

付記 

本勉強会・意見交換会に参加し有益な助言をくださいました橋爪尚泰氏、飯田和樹氏、

黒沢大陸氏、田中幹人氏、標葉隆馬氏ならびに、研究者とメディアの連携に長期にわた

り尽力くださり、本稿の基礎となる知見と視点を随所で提供くださった元 NHK エグゼク

ティブプロデューサー・智片通博氏に、深く御礼申し上げます。本レポートに記された

活動の一部は、JST 科学技術コミュニケーション推進事業 問題解決型科学技術コミュ

ニケーション支援を受けました。 
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不確定要素を含む災害情報の発信：火山活動での事例を参考に 

久利美和（災害科学国際研究所リーディング大学院） 

 

１．はじめに 

 火山災害の特徴として、時間・空間幅が大きいとともに、ハザードそのものに多様性が

あることがあげられる。そのような特徴を踏まえたうえで、南海トラフ地震の予測可能性

と社会対応勉強会（以下、「勉強会」）では、推移予測が困難な火山情報に対する住民の受

け止めについて紹介を行った。具体的には、日本の火山災害でのサイエンスコミュニケー

ション事例（Kuri, 2016）、口永良部 2015 年噴火（Sakamoto et al, 2016, Kuri et al, 2017）と

蔵王火山 2015 年警戒（Kuri et al.,2018）に関する話題提供を行ったのち、火山情報に関す

る質問紙調査結果（投稿準備中）をもとに、防災行動への意思決定について着目しながら、

勉強会において「非常時に備えた日常の大学からの情報提供のあり方」について議論を行

ったので報告する。 

 

２．日本の火山防災体制：災害のテトラヘドロンと火山情報 

岡田ほか(1997)は、住民（災害対応の行動主体）、行政（災害対応施策の行動主体）、マ

スメディア（情報の媒介支援）、科学者（専門知識の提供）の関係を示し、「減災のテトラ

へドロン」と名付けた。科学者（気象庁を含む専門家）の知見をもとに行政が行動を決定

する体制を示した。 

Kuri(2016)は、1990 年代から最近までの火山情報発表に伴うサイエンスコミュニケーシ

ョン事例について報告した（表-1 参照）。1990 年代は、社会からの心象を低下させる火山

活動の活発化に関する情報の公開への行政の非積極性があったことが指摘されている（廣

井ほか,1992, 小山 2005）。しかし、2000 年有珠火山噴火では、専門家と行政に加え、住民

とも顔の見える関係を事前に構築していたこ

とにより、災害対応行動が円滑に行われたこ

とから、以降、「顔の見える関係」構築が推奨

された(岡田ほか, 2008)。また、2000 年三宅島

では、離島という地理的条件とともに、住民

と科学者の即時的な直接の情報交換が可能に

なり、対面での情報伝達が限られることから、

インターネットが活用されはじめた (早川 , 

2003,2004)。 

気象庁は、気象業務法に基づき、火山活動

の監視および火山情報の発表を行っており、

活動火山対策特別措置法で定められた火山現

科学者

行政
マスメ
ディア

住民

社会啓発・防災推進
迅速な情報伝達を仲介

災害対応の行動主体

防災施策の担い手
災害対応の行動主体

専門知識の提供

 

図-1 減災のテトラへドロン（岡田ほか, 1997） 
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象による災害から国民の生命および身体を保護するための情報を、関係都道府県知事に通

報する義務を負っている（山里, 2003）。気象庁は 2003 年に火山活動レベルを導入したが、

2007 年に廃止し、噴火警報レベルを導入した。噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じ

て「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を 5 段階に区分して

発表する指標であり、市町村等の防災機関では、あらかじめ合意された範囲に対して迅速

に入山規制や避難勧告等の防災対応をとることができ、噴火災害の軽減につながることが

期待されている（気象庁 WEB）。2014 年御嶽山噴火を受け、中央防災会議（2011 年、2012 

年）で改定された防災基本計画（火山災害対策編）に基づき、各火山の地元の都道府県等

が設置する火山防災協議会（都道府県、市町村、気象台、砂防部局、火山専門家を含む地

元の関係機関で構成）で避難計画を共同で検討する体制が作られた。こうして地元の避難

計画と一体的に噴火警戒レベルが設定されるようになった（山里ほか, 2013）。 

2015 年には活動火山対策特別措置法が改訂となり、自治体へは、登山者等への火山情報

の収集、連絡手段の確保等の努力義務が新たに規定されるとともに、集客施設（ロープウ

ェイ駅、ホテル等）や要配慮者利用施設の管理者等には、計画作成・訓練実施がもりこま

れた。 

 

表-1 1990 年代から最近までの火山情報発表に伴うサイエンスコミュニケーション事例

（Kuri, 2016 に一部補足） 

事象 サイエンスコミュニケーション概要とその特徴 

1991 年雲仙普賢岳

噴火 

「火砕流」の用語の使用など、火山学的な知見の周知に大きな課題を残したが、発災

後の社会対応や工学的な対応については専門家が役割を果たしており、専門分野の多

様化と分業化が始まった。中央行政・地方行政・住民を含む多様なかかわりが火山都

市会議の誘致、災害をテーマとするジオパーク設立に至った。 

1998 年岩手山地殻

変動 

新たな技術による観測の成果により、噴火に至らない状況で火山活動の活発化が公表

され、サイエンスコミュニケーションの課題が発生した先行的な事例である。  

2000年有珠山噴火 現地災害対策本部を設置し、意思決定の場として機能した事例である。科学的には非

常に限定的な条件であったにもかかわらず、噴火予知成功事例として社会での認知が

すすんだ。 

2000年三宅島噴火 噴火予知について、専門家間では困難さに関する検証が行われたが、それについての

社会（非専門家）への発信は不足していた。一方で、SPEEDIによる火山ガス拡散予

測など、噴火予知とは異なるが、火山活動に伴う生活・健康に直結する情報が社会に

提供された。 

2003 年気象庁火山

活動度レベル導入 

危険度や警戒の必要性が迅速に理解でき、火山活動の低下の判断など情報の有効期限

が欲しいとの社会からのニーズにこたえることを目的に導入された。 

2004 年阿蘇山噴火 地下でのマグマの移動は検知できるが、マグマの移動が伴わない活動の活発化は検知
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による土砂噴出 が困難であることが専門家間では共有されたが、社会との共有には至らなかった。 

2004・2009 年浅間

山噴火 

観測体制の整った火山でのマグマ噴火活動であり、学術的成果は高かったが、活動度

レベル導入の妥当性への検証結果は公表されていない。 

2007 年気象業務法

改正、噴火警戒レ

ベル導入 

活動度レベルから噴火警戒レベルに変更されたが、過去事例に基づく前兆現象に応じ

たレベル化となっているが、前兆観測に関する学術的な段階や気象庁や行政の体制に

ついての十分な議論は公表されていない。 

2011 年霧島新燃岳

噴火 

リアルタイム観測情報の一元管理がすすむ中で、遠隔にある本部と現場での判断に差

異が生じた事例である。 

2011 年火山防災協

議会設置開始 

火山防災協議会での共働は、専門家から住民への情報伝達が行政を通じた間接対話か

ら直接対話の場が開ける体制となった。 

2014年御嶽山噴火 突発的な水蒸気爆発による火山災害を受け、火山噴火予知連絡会「火山情報の提供に

関する検討会」のほか「中央防災会議防災対策実行会議火山防災対策推進ワーキング

グループ」も設置され、情報提供のあり方が重視された事例である。 

2014・2015 年口永

良部島噴火 

長期的な活動度の活発化の中で、十分な監視が行われていたにもかかわらず、2014

年 8月、2015年 5月ともに明瞭な前兆をとらえることなく噴火が開始した。住民は、

専門家から随時情報収集を行い、2014 年の経験をもとに周到な準備のもと、迅速な

避難行動を行なった。 

2015 年蔵王警報、

2015 年箱根大涌谷

噴火 

地熱活動が活発ながら、噴火活動が低頻度の観光地での火山活動の認識については、

受信側の意識にばらつきがあることが示唆された。 

2015 年活動火山対

策特別措置法改訂 

自治体へは、登山者等への火山情報の収集、連絡手段の確保等の努力義務が新たに規

定されるとともに、集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）や要配慮者利用施設の管

理者等には、計画作成・訓練実施がもりこまれた。 

2015 年桜島噴火警

報 

急激な火山活動の活発化の観測・周知から、行政判断、住民行動まで迅速であった。

一方で、警報解除の基準は不明確であった。ジオパーク関係者による避難者への火山

活動解説が高い評価を得た。 

 

３． 2015 年口永良部噴火と 2015 年蔵王火山警報の事例 

2011 年の火山防災協議会がそれぞれの地域の避難計画を立てることを制度化され、活動

火山対策特別措置法が改訂されて以降の事例として、2015 年 5 月の噴火で迅速な避難を行

なった口永良部の事例と、警報のみで活動に至らなかった蔵王火山での警戒レベル情報の

事例を紹介する。 

2015 年 5 月 29 日に口永良部島の新岳火口において火山噴火が発生し、日本の火山にお

いて初めての特別警報（噴火警戒レベル 5）が発表され、全島避難が行われた。著者らは、

2015年の口永良部火山活発化からの全島避難にいたる住民の火山活動情報の活用について
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聞き取り調査を行った（Kuri et al., 2017）。2014 年 8 月以前の火山意識について、住民は、

噴火は起きるものと認識していた。消防団関係者は、民宿の運営や観光ガイド、噴火観測

機器を含む各種インフラ整備の作業等に最近 10 年間ほどかかわっており、そのような作業

や交流を通じて、火山に関する新しい知識を得る環境にあった。その一方で、消防団関係

者は、噴火予知は可能との認識を持っており、避難準備、避難指示と段階を踏むと考え、

避難体制を検討していた。2014 年 8 月 3 日は噴火に気付きすぐに港に向かった。消防団長

と副団長で、火山噴火から避難が初めての人がいるため、安心できる場所がよいと判断し、

番屋ヶ峰を避難先と定めた。噴火の経験をふまえて、2014 年以前の行動指針から、具体的

な避難行動指針へ作成し直され、各家庭にも伝えられていた。さらに、気象台職員を招き

勉強会も随時実施していた。学校と住民が共同し、防災体制の見直し、拡充を図り、火砕

流・噴石などのさまざまなケースに備えた避難体制を詳細に検討していた。2015 年 5 月 23

日の有感地震後に、住民は、気象庁へ火山の活動状況に関する説明会を依頼し、23 日のう

ちに実施した。2015 年 5 月 29 日の噴火による避難については、2014 年の経験をもとにし

た具体策、直前に有感地震もあったことから実質的な避難準備、消防団らの早急な対応が

あって、迅速に避難を行なうことが出来た。迅速な避難には、非専門家ながら高い関心を

持つ地域住民と専門家の関係構築や不確実性を含めた情報伝達が重要であることが示唆さ

れた。また、2014 年 8 月 3 日、2015 年 5 月 29 日ともに、噴火を予知できなかったことに

ついて、2015 年桜島の噴火警報を事例もまじえ、住民と意見交換を行った。マグマの上昇

（貫入）については、地震の頻度や震源移動、傾斜計などによる地殻変動、火山ガス組成

の変化などで、ある程度把握することが出来るが、一時停止や再上昇、活動の継続性など

の予測は困難であることについて、これまで聞く機会がなかったとのことであった。専門

家は現状の限界についても積極的な発信が求められている。 

2015 年 4 月 7 日以降、蔵王火山御釜付近が震源と推定される火山性地震が増加し、13

日に火口周辺警報(火口周辺危険)が発表された。4 月 14 日、行政の観光課のコメントとし

て「（エコーラインの冬期閉鎖からの開通を前に）でばなをくじかれた」「蔵王山が噴火す

る火山との認識はなかった」との報道があった。著者らは、観光関連業従事者（宮城蔵王

9 名、山形蔵王 5 名）を対象に警報の受け止めに関する聞き取り調査を 2016 年 1 月 13-15

日に実施した。結果、蔵王山が火山であるとの認識は浸透していたが、噴火は過去の出来

事であり、実際に、噴火が起こり得るとの認識には乏しく、2014 年秋の蔵王白濁の報道以

降の火山情報（警報）を、驚きと戸惑いで受け取っていた。専門家や報道を通じての火山

情報の発信については、風評被害を心配する意見もあったが、一方で、顧客からの問い合

わせに対して回答を行いたいという動機から、専門家からの説明を求める意見も複数あっ

た。2015 年の噴火警報に関する情報入手については、行政、マスメディアの回答が多かっ

た。行政からは回覧を通じて説明会や資料が届くことと、マスメディアは迅速性が理由で

あった。情報入手元として、研究者や気象庁については馴染みがない印象であった。また、

噴火対応意識については、噴火予測が可能な前提での回答もあった。 
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４．火山防災情報に関する質問紙調査 

詳細は割愛するが、聞き取り内容を

もとに、いくつかの属性ごとの、火山

および火山防災に関する意識調査を調

査した。蔵王火山周辺の観光関連業者

を対象とする郵送による質問紙調査は

2016 年 3 月 22 日に発送を行い、7 月

20 日までに回収された 80 件を解析し

た（Kuri et al., 2018）。インターネット

調査は、2016 年 3 月 7-9 日に 400 件、

2016 年 8 月 3-5 日に追加で 200 件の調

査を実施した（投稿準備中）。 

本稿では、火山被害意識（図-2, 図-3）、

噴火予知への印象（図-4）と情報元へ

の信頼度（図-5）に注目する。観光関

連業者では、暮らしや生計への被害へ

の意識が大きいことが示された（図-2, 

図-3）。火山研究者・気象庁はおおよそ

半分程度が信頼しており、行政・消防

などは半数弱が信頼している。マスメ

ディア・ソーシャルメディアはその下

位となる。ソーシャルメディアへの信

頼度は必ずしも高くはない。噴火予知

について、約３割が数日前に、約 2 割

は数か月前に可能と考えていた。 

 

５．専門家への情報アクセスと不確実

性（空振り）の許容 

 勉強会当日の議論は、元気象庁職員

の川原田氏からの話題提供内容も含め

て議論が行われた。気象庁からの災害

情報発信が行政のみならず、住民向け

も対象とし、避難行動に直結すること

を背景的目的としているが、専門家か

らの情報発信を行う上で、 (1)空振り許

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建物、インフラへの被害

暮らし、生計への被害

人的被害

1大きい 2やや大きい 3普通 4やや小さい 5小さい N/A 無回答
 
 

図-2 火山被害意識（観光関連業者：郵送） 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

建物、インフラへの被害

暮らし、生計への被害

人的被害

1大きい 2やや大きい 3普通 4やや小さい 5小さい

 
図-3 火山被害意識（インターネット調査） 

 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

火山研究者

気象庁・気象台

消防・警察

地方政府

中央政府

観光業者

マスメディア

ソーシャルメディア

友人・家族

1責任が大きい 2やや責任がある 3どちらともいえない 4あまり責任はない 5責任はない

 
図-4 情報元への信頼度（インターネット調査） 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

数分前

数時間前

数日前

数週間前

数か月前

数年前

1 可能 2 おそらく可能 3 どちらとも言えない 4 おそらく不可能 5 不可能

 
 

図-5 火山噴火予知への印象（インターネット調査） 
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容社会をどうつくるか、(2)予測できると思っている人が多い状況をどうするのか、(3)情報

の出し方をどうするのか、主に 3 つの論点が提示された。 

この 3 つの論点は、以降の勉強会でも繰り返し議論され、不確実性がある以上統一見解

の発表が困難な中で、幅のある情報であっても、情報発信を一元管理し、繰り返し情報発

信を行い、情報が更新されることに馴染んでもらうことで、間接的に、予測の困難さや、

情報の空振りへの対応となることなどの意見へとつながった。 
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災害研究における行動意向調査の注意点	

奥村	 誠（災害科学国際研究所人間・社会研究部門）	

	

１．はじめに	

	 本勉強会が対象としてきた南海トラフ地震と想定津波は、2011 年の東北地方太平洋沖地

震（東日本大震災）を上回る可能性が大きく、従来から考えられてきた構造物により災害

の外力を阻止するという「防災」の考え方では対応できず、より長期的な土地利用変更な

どの「回避」対策や緊急情報需要後の「事前避難」など、人間・社会側の対応により「減

災」を進めることの必要性が大きい 2)。	

	 いくつかの人間・社会側の対応策について、地域住民や企業・自治体などの組織がどの

ように理解しどのような行動をとるのかを明らかにするためには、将来の想定条件を提示

したうえで、その際にどのような行動をとるかをアンケートやヒアリングなどで尋ねる行

動意向調査に頼らざるを得ない。なぜなら、被害が想定される地域において、現在の住民

や組織の多くは同様の規模の災害経験を持たないため、実際のこれまでの行動実績を調査

することができないからである。	

	 近代経済学における顕示選好理論では、消費行動などの人々の選択行動は、その人がと

り得た複数の選択肢に対する選好の「顕れ」と見なす。そこで、実際の行動結果を調査し

て、分析を介してその奥にある選好、評価の考え方を把握することを顕示選好(Revealed	

Preference)調査、略して RP 調査と呼ぶ。これに対して、仮想的な状況と選択肢を提示し

て、アンケート等により選好、評価の構造を把握することを表明選好(Stated	Preference)

調査、略して SP 調査と呼ぶ。SP 調査は、調査票における仮想状況の説明方法や、複数の

条件提示の順序などが結果を大きく左右し、真の選好からのずれ（bias)を生じやすいとい

う問題が指摘されている。	

	 今後の災害に対する行動意向調査は、後者の SP 調査に相当するため、その実施方法や内

容を注意深く検討してバイアスの発生を避けて、信頼性のある結果を得るように努める必

要がある。以下では、災害からの避難行動に関する SP 調査 4)の筆者の経験と最近の統計解

析手法の研究動向を踏まえ、行動意向調査の計画と統計解析におけるいくつかの対策を提

起することとしたい。	

	

2．調査対象の選定と回収方法	

	 将来の想定災害に対する行動意向調査を行うために、どのような方法で調査対象者を集

めるかに注意が必要である。最近では、調査対象者に必要以上の負担を与えることを避け

るべきであるという研究倫理上の要請も強いことから、避難訓練や防災講習会などの防災

イベントの参加者にアンケートを依頼することが少なくない。	

しかし、このようなイベントの参加者は、災害が想定される地域の平均的な住民に比べる	
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と、災害に対する知識が豊富で

自助・共助の力を強めて災害に

対する対応力を強めたいという

意向を持ち、積極的な態度を持

っていることが多い。つまり、

一般的な地域住民を母集団と考

えれば、その平均的な特性とは

一定方向に偏りを持つようなサ

ンプルしか得られず、代表性が十分とは言えない。このサンプルの偏りによって生じるバ

イアスを、選択バイアス（selection	bias）と呼び 3)、分析結果に外的妥当性(external	

validity)がないという批判を受ける 1)ことになる。	

理想的には、母集団の中から無作為に選び出した個人を調査対象とすることが望ましいが、

たとえ対象者を無作為にリクルートできたとしても、実際にその個人が調査に参加してア

ンケートを回答する段階で、意識の低い人や知識の少ない人は回答率が小さいという問題

が発生することは避けられない。特にその場での聞き取り・記入による回収方式に比べる

と、郵送やインターネットからの回収方式では、回答率の差異はさらに大きくなると予想

される。	

そのため、行政や町内会などの地域の組織の協力を得たり、災害とは直接関係のないテ

ーマを扱う研究者との共同調査体制を引いて防災とはあまり関係のないイベントへの参加

者からも対象者を選んだりして、多様な人々がサンプルに含まれるように工夫することが

極めて重要である。その上で、調査項目の中に、調査への参加意向に関する質問と、それ

に関連を与えそうな性別、年齢、世帯構成、災害弱者の有無、居住年数や災害の経験など

の個人・世帯属性、災害の知識の質問や備蓄などの防災行動の実績に関する RP 質問なども

加えておき、事後的に調査サンプルの代表性を勘案した統計的補正を行うことが考えられ

る。この点については 4.において後述する。	

	

3．調査内容と選択肢の設定	

	 SP 調査では、調査対象者が経験したことのないような仮想的な状況における行動意向を

調査するため、設定状況の説明を丁寧に行って、対象者がその内容を十分に理解したこと

を確認した上で、行動意向に関する質問を行うことになる。しかしながら、それらの説明

の段階で、調査対象者が調査実施者の目的や意図を「先読み」してしまい、自分自身の真

の行動意向をそのまま表明するのではなく、調査実施者の意向を「忖度」するような回答

を行う傾向があり、対面式の聞き取り・記入調査において強く表れる。また、SP 調査では、

実際の行動に要する時間、費用、面倒さを考慮する必要がなく、「社会的に望ましい」ある

いは「倫理的に望ましい」と考えられる回答が選ばれやすいという傾向があるため、これ

らのコストが作用する実際の行動は、SP 調査よりもはるかに小さな割合でしか実施されな

	

図 1	 統計分析の妥当性と標本の代表性	
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いというケースが少なくない。

例えば、災害時の避難行動や備

蓄・耐震などの準備行動に対す

る意向調査では、このような「建

前」の回答が集まりやすい。	

	 さらに、金銭価値化が難しい

環境政策などの評価のために、

具体的な政策のオプションを提

示してその実施に対する支払意

思 額 を 回 答 さ せ る CVM

（ Contingent	 Valuation	

Method:仮想的価値評価法）調査が行われるが、例えば一つの国立公園の自然環境を守る政

策の評価値と、多数の国立公園を含む 1 国全体の同じ政策の評価値がほぼ同じか、逆に後

者の方が小さくなるというように、論理的に矛盾した回答が得られることが少なくない。

このことは、CVM 調査の回答は、政策に基づいて得られる結果を評価したものではなく、

むしろ政策の背後にある目的や政策を進めようとしている人々の考え方に対する評価であ

ることを示している。これらの事例が示すように、SP 調査では「将来の災害発生時にある

行動を実際に取るかどうか」を調査することは困難であり、「調査実施者が期待している迅

速な避難などの行動が、社会的・倫理的に見て望ましいことが理解できるか」、「そのよう

な調査を進めている調査実施者の考え方にどの程度賛同するか」を確認することに留まる

危険性が大きい。	

	 以上のような「建前」や「忖度」の回答を避けるためには、「望ましさ」が明確に異なる

少数の選択肢を示すのではなく、中間的なものを含めた多数の選択肢を示すことが有効で

ある。筆者の土砂災害に対する避難行動に関する SP 調査 4)では、土砂災害の避難勧告を受

けた場合の行動の選択肢として以下の６つを用意した。（6）すぐに家族全員で避難する、

（5）家族の一部は避難をし、一部は家で待機する、（4）いつでも避難できるように準備す

る、（3）家の外の様子を見に行く、（2）家で待機し、近所の人から積極的に情報を集める、

（1）家で待機し、TV・ラジオから積極的に情報を集める。これにより、調査者が事前に度

の選択肢を「望ましい」と考えているかについて、回答者が「先読み」することが困難に

なっている。これらの選択肢は順序関係のあるカテゴリー変数（順序尺度）として扱うこ

とにより、Ordered	Logit	Model	あるいは	Ordered	Probit	Model	を用いて潜在尺度に変

換して扱うことができる。しかしこれを単純に１から６の数値と考えて量的変数（比例尺

度）として扱うと、各選択肢の「幅」の違いを無視することになり、歪みを生み出す恐れ

がある。同じことは、	（5）強くそう思う〜（１）全くそう思わない、といったリッカー

ト尺度を使う場合にも問題となる。これらの選択肢間の間隔は一定とは言えないため、順

序尺度として扱う必要がある。	

	

図 2	 選択肢を順序尺度として扱う避難行動モデルの例		
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	 もう一つの工夫は、同じ趣旨の質問を複数回行うことである。アンケート票の初めに近

い質問では、最初に提示された説明の影響が残りやすい。さらに「様子見」をするために	

極端な選択肢を避け、マイルドな選択肢を選ぼうとする傾向が見られることも多い。途中

に別の質問を挟みながら、同様の質問を再度行うことで、回答者の当初の「身構え」が解

けて、真に近い回答が得られると期待できる。もちろん、調査項目が増えて調査票が分厚

くなれば調査疲れが起こり、後半に向けて徐々に回答が「荒く」なったり途中で回答をや

める回答者が増えるという危険性もある。	

	 さらに調査上無視できないバイアスとして、係留効果バイアス（anchoring	bias）を指

摘しておこう。これは確実な意識や評価ができないような項目に対して回答する際に、回

答者は最初、あるいはその直前に提示された情報を基準として評価することによって発生

するバイアスである。例えば「南海トラフ地震後の業務復旧までにかかる日数」の回答は、

その直前に回答者が見聞きした企業の災害復旧事例の日数が基準となり、その周囲にばら

つきやすい。この直前の情報は、新聞やテレビ、インターネットへの接触の違いを受けて

個人ごとに異なる可能性があり、しかもそれを調査内で知ることは困難である。そこで調

査上の工夫として、情報の提供と質問との順序が異なる複数の調査票を用意し、回答者に

ランダムに割り当てた上で、先に与えた情報が次の回答にどのような効果を与えているか

を確認するなどが必要となる。以上のような情報の提供と解釈におけるバイアスは情報バ

イアスと呼ばれており 3)、邑本教授からの報告が参考になると思われる。	

	

４．回答結果の因果統計分析	

	 南海トラフ地震に関連して、備えに対する補助や事前の教育、情報提供などの何らかの

政策を導入することが、住民の対応行動の促進や素早い避難にどの程度の影響があるかを

	

	

	

図 3	 多重共線性による結果の不安定化		 図 4	 マッチングによる交絡因子効果の消去	
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見積もることが必要とな

る。このとき、住民の行

動意向という出力に対す

る影響を持つ他のさまざ

まな要因を「交絡因子」

と呼び、政策実施という

出力がもたらす影響と交

絡因子	

がもたらす影響を分離す

ることができれば、入力

が出力に与える因果関係

を正しく分析することが可能となる。そのための統計手法の研究 5)は近年加速的に進んで

おり、一般の読者を対象とする平易な入門書 1)から、統計ソフトを用いた演習課題を中心

にした書籍 6)まで、参考文献も充実してきている。	

	 ２．で述べたようなサンプルの代表性の欠如に対する対応に役立つものとして、交絡因

子と考えられる変数群の値やサンプルごとの調査への参加率を揃えることにより、交絡因

子と入力変数との間の相関を消去し、入力変数が与える真の影響を分離するための、操作

変数法、マッチング手法が有用であると考えられる 5)。	
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図 5	 傾向スコアによる重み付け推定法	
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不確実性を含む防災情報の有用性 

森口周二（地域・都市再生研究部門） 

 

１．はじめに 

 南海トラフにおける地震対応は，「予知」から「異常が観測された場合に不確実ながらも

地震発生の可能性を示唆する情報を出す」という体制へと変化している．予測が難しい以

上，不確実な情報でも積極的に活用すべきであるが，不確実性を含むが故にその情報に対

して向き合うのは当然ながら難しい．このテーマは，これまでの勉強会での議論の中でも

重要な意味を持っていたと思われるため，このテーマについての整理を試みる． 

 

２．不確実性について 

 不確実性を含む防災情報との向き合い方を考える上で，不確実性に関する理解を深める

という意味で，リスク解析の分野の言葉を借りて議論をしてみたい．不確実性には 2 種類

のタイプが存在 1-3）し，それらは偶然的不確実性と認識論的不確実性と呼ばれる．前者は，

コントロールできないバラツキであり，その低減が不可能なものである．これに対して後

者は，知識や情報の不足によって発生する不確実性であり，知見や情報の蓄積によって低

減できるものである．例えば，通常の立方体のサイコロを振れば，１～６の目がそれぞれ

1/6 の確率で出るが，このバラツキを低減することはできない．これが偶然的不確実性で

あり，どう頑張っても低減できない不確実性である．これに対して，もしもサイコロの各

面に１～６が 1 面ずつということを知らないとすれば（情報の不足），認識論的不確実性が

存在することにより予測が難しくなる．ただし，事前に何かしらの方法によってサイコロ

の目を把握することができれば，この不確実性はなくなる．つまり低減可能である．自然

災害の中でも，この偶然的不確実性と認識論的不確実性の 2 つが混在する．防災情報に関

して言えば，認識論的不確実性は科学の進歩に伴って低減されていくものであるが，防災

の観点で重要なことは，現代の科学技術をもってしても，自然災害についてはかなり大き

な認識論的不確実性が存在し，さらにはどう頑張っても低減できない偶然的不確実性が存

在するという事実を理解することであろう．つまり，その不確実性を許容した上で情報と

向き合う必要がある．当たり前のことではあるものの，このことを強く意識することが不

確実な情報と向き合う際に重要である．不確実な情報は，有益な情報として機能すること

もあるが，逆に不利益の発生や空振りによって防災意識の低下を招く恐れがある．しかし，

個人が自然災害の不確実性を強く認識することで，必ずしも情報が良い方へ機能しないと

いうことを許容できれば，不確実な情報と向き合いやすくなるはずである． 

 

３．防災情報の有用性を決める要素 

 図１に示すように，防災情報の有用性を決定する要素は，情報の確度と信頼度に依存し
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ていると思われる．前者は科学的な知見や観測データによって裏付けられるものであり，

科学技術の進歩とともに今後も高精度化されていく．前節で説明した認識論的不確実性は

この情報の確度を向上させることで低減させることができる．これに対して後者は，必ず

しも時代とともに進歩するものではない．情報の信頼度を決める主なものとして，発信側

と受信側の関係，および受信側の意識や理解度があると考える．以降では，これらについ

てそれぞれ議論を進める． 

 

 

図１ 防災情報の有用性を決める要素 

 

３.１ 発信側と受信側の関係 

 情報であるが故に，発信側と受信側が存在し，その情報が有益に使われるか否かは両者

の関係（主に受信側が発信側をどの程度信頼しているか）に依存する．ここで，「情報が有

益に使われるか否か」という表現を用いた理由は，必ずしも確度の高い情報でなくとも，

受信側と発信側の信頼関係次第では情報が有益に使われる可能性が高いためである．例え

ば，ある防災士からヒアリングした話として，次のような例がある．その防災士は，地域

の１つ１つの世帯に対して豪雨災害に対する対応を記したハンドブックを配布していた．

その状況の中で豪雨災害が発生し，ある地域住民はそのハンドブックに記載してある指示

に従って避難をしようとした．ところが，発災直後には想定していなかった事態が発生し，

その指示に従って避難することができなかった．そこで，その地域住民はその事態に対し

てより安全性の高い避難の方法を考え，それによって危機を免れた．この例では，もとも

と用意されていた情報がそのまま役に立ったわけではないが，個人が自分の命を守るため

に考えるきっかけになっている可能性は高い．ハンドブックには，「平常時から発災時にど

のような行動をとるべきかをシミュレーションしておくことが重要」ということ，「自然災

害に対する防災・減災の第一歩は、誰も当てにすることなく自分の命は自分で守ること」

ということが明記されており，そのようなことも含めてハンドブックが効果的な防災を生

んだものと思われる．ただし，そのような状況が発生したひとつ重要な因子は，情報の受

信側が持っている発信側のイメージであろう．つまり，与えられた情報を信頼しながらも

外れることを許容できるか否かは，受信側が発信側に十分な信頼感を持っているかどうか

が重要となる．先述の防災士と地域住民の例では，防災士の１軒１軒を訪問して説明をす

るという根気強い活動があり，その結果として地域住民からの厚い信頼を得たことにより，
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情報の受信側と発信側の間の良好な関係を作り出したものと思われる．実際に，地域住民

からは，「あの人の言うことだから，外れたとしても仕方ない」という声もあり，信頼しつ

つも外れることも許容できる状態が作り出されていたと考えられる．ここで例示したよう

な密な信頼関係は容易に築けるものではないため，必ずしもこのようなレベルに執着する

必要はないが，発信側と受信側の間にある信頼感を向上させるということが防災情報自体

の価値を引き上げるということを意識することも重要であると考える． 

 

３.２ 受信側の意識や理解度 

 情報が有益に使われるか否かを決定するもう一つの要因として，受信側が日頃からその

情報にどの程度触れて理解しているかがある．日頃から情報に触れていないと，その情報

の内容や意味を理解できない．いくら高精度な確度の高い情報が発信されたとしても，そ

れを受ける人間が理解できなければ，防災情報としての価値はゼロである．情報の発信側

が理解しやすい情報として届ける努力は当然必要ではあるが，やはりそれにも限界がある．

個人が高い防災意識を持って，日ごろから防災情報に慣れ親しむことで，実際にその情報

が必要になった際に大きな効果を生むことになる． 

 

４．おわりに 

 ここでは，不確実性を含む情報に対しての向き合い方について，情報の信頼度を中心に

整理した．ここに示した内容は，具体的な対策などについて言及しているわけではないた

め，南海トラフにおける地震対応に即座に貢献できるものではないが，南海トラフにおけ

る地震を含めた今後の災害に対して，被災者を減らすという絶対的な目的のためには，こ

こに記したような議論がより活発に行われる必要があると考える． 

 

（参考文献） 

1. Morgan, M.G. and Henrion, M., Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty 

in Quantitative Risk and Policy Analysis, Cambridge University Press, 1990. 

2. Aven,T., Foundations of Risk Analysis : A Knowledge and Decision-Oriented 

Perspective, John Wiley & Sons, 2003. 

3. 緒方裕光，リスク解析における不確実性,日本リスク研究学会誌, 19(2),pp.3-9, 2009. 

 

 

2018年4月　東北大学災害科学国際研究所 
南海トラフ地震予測対応勉強会 成果・報告レポート集

62



 

情報をどのように伝えるか：認知バイアスと恐怖アピール	

邑本俊亮（災害科学国際研究所	 人間・社会対応研究部門）	

	

１．はじめに	

	 人間が外界の情報をどのように認知し理解するのかについては、認知心理学の研究分野

で古くから検討されてきた。端的に言えば、人間の心は外的な世界をありのまま知覚して

いるわけではないし、自分に届く情報をしばしば自分に都合よく解釈しまう。	

	 本勉強会の目的の１つが、南海トラフ地震に備えて地域住民にリスク情報をどのように

伝えればよいのかを検討することである。その検討のためには、人間の情報認知の特徴を

理解しておくことが必要不可欠であろう。また、単に情報を伝えるだけでなく、受け手の

態度を変容させるためには、説得に関する心理学的知見も重要となってくる。	

	 本稿では、そうした検討のための予備知識として、人間が情報を認知する際に生ずる「認

知バイアス」と、説得コミュニケーションにおける「恐怖アピールの有効性」に焦点を当

てて、それぞれについて簡単に概観する。	

	

２．認知バイアスを知る	

	 人間の情報認知プロセスの概念図を図１に示す。人間は、外界からの情報を認知・理解

し、それに基づいて何らかの判断をし、場合によってはある種の意思決定を行い、行動に

移す。しかし、この一連のプロセスにおいては、受け手自身の記憶や期待や思い込みなど

の影響を受けて、誤った理解や判断がなされてしまうことがある。こうした認知のゆがみ

や偏りは認知バイアスと呼ばれている。	

	

図１	 人間の情報認知プロセスの概念図	
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災害に関する認知バイアスとして広く知られるようになった用語の１つに「正常性バイ

アス」がある。正常性バイアスとは、災害等の緊急時において、人間がリスクを過小評価

する傾向を指す。しかし、もともとの正常性バイアスの意味は、「多少普段と異なる事態が

生じても、それを正常の範囲内で理解しようとする傾向」を指す言葉である。こうした傾

向のほかにも、たとえ他の地域や他者が被災したとしても、自分に関しては大丈夫と思っ

てしまう「楽観主義バイアス」、大丈夫だという気持ちを確証してくれる情報ばかり集めた

がる「確証バイアス」などがあり、多種多様な認知バイアスの輻輳によって災害リスクの

過小評価が生じてしまうわけである。	

災害時に限らず、人間はバイアスをかけてものごとを捉えがちである。邑本・池田（2017）

は、人間の認知バイアスについて網羅的に紹介している。情報を受け取る際にのみならず、

判断する際にも、意思決定する際にも、情報を思い出す際にも、認知バイアスがかかる。

また、自分自身のことや他者や集団のことを考える際にも認知バイアスがかかる（詳細は

邑本・池田（2017）を参照されたい）。こうした認知バイアスは、複雑な物事を直感的に捉

え、かつ、比較的うまく機能することも多いので、ある意味、人間らしい特徴とも言える

が、状況によってはそれが誤った判断を導き、取り返しがつかないことを引き起こすこと

もある。その場面の一つが災害場面であろう。そのため、我々に必要になってくるのは、

物事を吟味して捉え判断できるようなスキル、すなわちクリティカルシンキングである。	

今後の防災教育においては、災害に関する様々な知識の学習に加えて、人間の認知バイ

アスについて理解しておくことや、クリティカルシンキングの育成が極めて重要な課題と

なる。そして、そのための教育プログラムの開発が求められる。	

	

３．恐怖アピールは有効か	

	 中央防災会議の「南海トラフ巨大地震の被害想定」で検討されているシナリオでは、東

海地方が大きく被災するケース（冬の深夜、地震動は基本ケース）では、現状の耐震化率

（約 8 割）で建物倒壊による死者数が約 38,000 人、津波による死者数が約 224,000 人（想

起避難率が低い場合）と見積もられている（中央防災会議,	2012）。	

	 こうした数字を聞いただけで、我々は恐怖を感じてしまうわけだが、このような情報を

伝えることによって、被災する可能性のある住民に対して事前の防災行動をとらせたり、

いざというときに即時の避難行動をとらせたりする可能性が高まるのだろうか。	

受け手に恐怖を与えることによって説得する方法のことを恐怖アピール（または恐怖喚

起コミュニケーション）という。一般に恐怖アピールは受け手の説得に有効である。しか

し、恐怖アピールがうまく機能しない場合もあることが知られている。たとえば、引き起

こされる恐怖心があまりにも強すぎる場合には逆効果であるとする研究がある（e.g.	

Janis	&	Feshbach,	1952）。一方で、強い恐怖アピールは、その恐怖状況を回避する方法（対

策）の有効性と関連するという研究もある。すなわち、人は強い恐怖感を感じた場合に、

対策の有効性が明確に言及されると、その論拠の強弱に関わらず、説得方向に態度を変化
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させるという（Gleicher	&	Petty,	1992）。	

Rogers（1983）によれば、恐怖アピールが有効なのは、以下の場合であるという。	

	 (1)	受け手が脅威の深刻さを認知し、	

	 (2)	その生起確率が高いと判断し、	

	 (3)	対処行動の有効性を認識し、	

	 (4)	その行動を自分が実際に遂行できると思い、	

	(5)	その行動の心理的・金銭的コストを感じていない。	

	 すなわち、やたらに恐怖心をあおるだけではダメであり、津波到達までの間に適切な避

難行動をとれば命が助かることも強調すること（実際にそれが可能でなければならない）、

また、住民が避難行動の有効性を認識し、訓練を重ねることで自分がその避難行動を実際

に遂行できるという確信をもっていなければならないのである。恐怖アピールの情報発信

を成功させるカギは、住民側の日頃の避難訓練が確実になされているかどうかにあるとい

えよう。	

	

５．おわりに	

	 本稿では、認知バイアスと恐怖アピールについて簡単に解説した。送り手が正確な情報

を発信すれば、それがそのまま受け手に受け取られるというわけではない。情報を受け取

るのは人間である。受け手がどのように解釈し、どのような判断や意思決定を行い、行動

につなげるかという、受け手の視点が重要である。発信側の工夫だけでは不十分であり、

受け手側の教育のあり方もあわせて検討していく必要があるだろう。	
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確率的事象のリテラシー向上へ―脳科学からの示唆	

杉浦元亮	 （加齢医学研究所人間脳科学研究分野	

／災害科学国際研究所人間・社会対応部門）	

	

１．はじめに	

言うまでもなく、地震は確率的事象の一つである。確率的事象だから、いつどこで発生

するかは正確には予想出来ない。それを前提にモノを考えるのが確率的事象のリテラシー

である。この前提では地震予知はあくまでファンタジーなのだが、様々な社会的理由でそ

れがノンフィクションに仕立てられてしまった。そのせいで地震学者は、自治体や市民に

対して最新の研究知見を地震予知の文脈で発表せざるを得なくなり、その矛盾が限界に達

したのが南海トラフを巡る状況である。この矛盾を正面から解決するためには、自治体や

市民が確率的事象のリテラシーを持っていることが前提になるが、どうもそこが怪しい、

というのが１年間の勉強会で私の得た現状理解である。	

私は認知神経科学者なので、地震学者や防災の実務の立場で状況を分析する能力も権利

もない。しかし、確率的事象のリテラシーに関しては、人間の心と脳の働きの話として分

析し、この問題に何らかの貢献が出来るかもしれないと考えた。そこで本稿では、確率的

事象のリテラシーについて、関連する心理学・脳科学の話を整理し、人の確率的事象のリ

テラシーを向上させる方策について考えてみた。何か役に立つことを言えればいいなとい

う願いを込めて表題のタイトルで書き始めたが、結局話はもっと厄介なところに着地して

しまった。問題の解決には直接は役立たなそうだが、災害研がこれから標榜する実践防災

学が相手にする問題について、多少の明確化には貢献するのではないかと思う。	

	

２．伝統的人間観：知性と正確な世界認識	

人間は周囲から様々な情報を得て、世界を認識し、判断・行動を行う生き物である（図

１）。したがって「多くの正確な情報を得れば、より正確に世界を認識でき、より適切な判

断・行動が可能になる」と考えるのが伝統的な人間観である。そして、これを高いレベル

で実現するのが尊敬に値する人間の知性である。	

人間の賢さを象徴する巨大な大脳皮質。その中でもヒトにおいて特に進化の著しい新皮

質の前頭前野。この広大な脳領域はヒトの高度な「認知制御」に重要な役割を果たし、ヒ

トならではの高度な世界認識から高度な判断・行動を生み出すのに重要な役割を果たして

いる（図１）。まさに我々を「ホモ・サピエンス（賢い人）」たらしめている生物的基盤で

ある。	

この巨大な前頭前野を持った人間が、より適切な判断・行動を可能にするためには、よ

り正確な世界認識を可能にすべきである。そのためには、より多くの正確な情報を提供す
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るのが望ましい。そう考えるのが伝統的人間観の合理的帰結であるし、人間の知性への当

然の敬意であろう。	

	

	

図１	 伝統的人間観と前頭前野の役割	

	

すなわち、人間が確率的事象に対してより適切な判断・行動を行うためには、それに関

連する世界認識をより精緻にする必要がある。そのためには、より多くの関連情報を獲得

するのが有利に違いない。つまり、来たるべき南海トラフへの適切な判断・行動を可能に

するためにも、南海トラフの正確な状況認識に資するあらゆる研究知見は、正確に提供さ

れるべきであるし、それを実現するのが研究者の責務である。	

この伝統的人間観は間違いなく人間、あるいは人間の知性の一側面をとらえている。し

かし、近年の心理学や脳科学が明らかにしつつあるのは、人間の知性の別の側面である。	

 

３．コントロール幻想とポジティブ幻想	

心理学の有名な調査結果がある。ある大学の教授達に対して「あなたの教授としての能

力は、同じ大学の教授の中で平均より上か下か？」と質問した。その結果９０％以上の教

授が「上」と回答したという。この結果を聞いてどう思うだろうか。普通の統計的センス

を持っている人なら、すぐにおかしいと思うだろう。人の能力が普通にばらついている場

合、平均より上なのは約５０％、平均より下も約５０％になる。平均より上に９０％以上

が分布することはまずあり得ない。この大学の教授のほとんどが自身の能力を過大評価し

ていると考えるのが妥当であろう。	

心理学は、大学教授のみならず、多くの健康な人がこのような「幻想」を持っているこ

とを繰り返し明らかにしてきた。ギャンブルなど完全に偶然に支配される様々な事象を、

多くの人が（多少は）自身でコントロール出来ると感じている。この幻想を「コントロー

ル幻想」と呼ぶ。世の中で一定の確率で降りかかる疾病や事故が、自分自身に降りかかる

確率は、世の中の平均より低いと多くの人が信じている。この幻想を「ポジティブ幻想」
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と呼ぶ。	

我々はこれらの幻想をどうとらえればいいのだろうか。伝統的人間観に立てば、これら

の幻想は知性の機能不全の結果と考えるだろう。これらの幻想は環境から得た情報の不適

切な分析による、不正確な世界認識に他ならない。その結果、不適切な判断・行動によっ

て、このような幻想を持つ人間は生存確率が低下する。そして、進化論的には、そのよう

な資質を受け継ぐあるいは遺伝子は淘汰されてしまうに違いない。	

ところが、これまでの多くの心理学研究が示してきたのは、全く逆の結論である。これ

らの幻想は、少なくとも極端でない限りは、適応的であるというのである。健康な人を対

象に調査を行うと、年齢や性別、文化にかかわらず、概ねコントロール幻想とポジティブ

幻想が認められる。一方で、うつ症状を持った者を対象に調査を行うと、このような幻想

を持たず、正確な自己認識を持っているという結果が出る。つまり、これらの幻想は、少

なくともメンタルヘルスに関する限り、生きてゆく上で適応的だということが言える。	

	

４．幻想は前頭前野の情報選択によって維持される	

さらに、伝統的人間観を脅かす知見が心理学・脳科学からもたらされている。	

まず「人間は周囲から得た情報に基づいて、世界を認識する」という、この人間観が前

提としてきた認知過程の流れ自体に疑問が投げかけられている。もし獲得した情報によっ

て世界認識が形成されるのであれば、コントロール幻想やポジティブ幻想があったとして

も、それを否定する説得力のある情報を提示すれば、幻想は容易に修正されるはずである。

しかし、心理学の実験結果が示すところは、そうではない。コントロール幻想やポジティ

ブ幻想を持つ者は、それを否定する情報自体を受け入れない。つまり、人間は幻想が維持

されるように、情報を選択しているのである。すなわち、世界認識によって情報獲得が影

響されるという逆の認知過程の流れが存在する、あるいは情報獲得のレベルで何か謎の力

が働いていることになる（図２）。	

	

	

図２	 適応的人間観と前頭前野の役割	

2018年4月　東北大学災害科学国際研究所 
南海トラフ地震予測対応勉強会 成果・報告レポート集

68



 

	

さらに、この謎の力、すなわち幻想を生成し、維持するための情報選択は、なんと前頭

前野の仕業であることが近年の脳科学研究で明らかになってきた（図２）。これらの幻想の

強さと脳活動の個人差を調べると、幻想の強さと前頭前野の活動が関連していたという報

告が相次いでいる。例えば、ギャンブル中の脳活動を計測すると、コントロール幻想の強

さは前頭前野の活動と関係していた。また、病気や事故の確率が自身の予想より高いとい

う事実を突きつけられても、ポジティブ幻想を修正しない者ほど、前頭前野の活動が高か

った。つまり、世界認識や情報獲得を歪めている犯人は前頭前野である可能性が高い。	

前頭前野は人間ならではの高度な知性の担い手ではなかったか。それが幻想の生成と維

持に加担していたという事実は、伝統的人間観からは、まるで裏切り行為にも感じられる

かもしれない。	

	

５．適応的人間観：確率的事象と日常のメンタルヘルス	

コントロール幻想とポジティブ幻想を確率的事象、あるいは災害にあてはめれば、「まあ

しばらくは起きないし、多分自分は大丈夫だろう」という楽観的認識になる。これをここ

までの心理学的知見は、メンタルヘルスの視点から適応的と評価している。脳科学知見も、

これを高度な知性の働きと位置づけている。	

東日本大震災の悲劇を胸に防災を志す研究者には、俄には肯んじ得ない話である。生死

を分ける重大な確率的事象について、正確な知識と認識をどう広く普及するかに頭を悩ま

せているのである。その価値観が、日常のメンタルヘルス「程度」のメリットに凌駕され、

その軽視が知性の働きと説明されてしまうとは。過去に、災害など様々な確率的事象の不

正確な理解によって多くの人が生命や財産を失ってきた。そのたびに人間はそんな確率的

事象に関する正しい認識の重要さを痛感してきたのではないか。	

しかしこの見方は、後ろ向き、すなわちある確率的事象が発生してしまった時点から、

過去に遡ったモノの見方である点に注意する必要がある。後ろ向きに見れば、我々は単一

の確率的事象だけに着目し、それが発生したことを知っている。そのため、その事象に関

して先人の知識の不足や認識の不正確さが愚に映る。しかし、前向きに見れば、我々にと

って確率的事象は無数にあり、それはいつ発生するか分からない。	

例えば我々自身、そういった確率的事象について、十分情報を獲得し正確に状況認識し

ているだろうか。北の方から核ミサイルが飛んでくるかもしれないという確率的事象につ

いてはどうであろう。隣の大国の領土的野心についてはどうか。我が国の財政が破綻する

可能性についてはどうか。地球温暖化に伴う様々な影響についてはどうか。いずれも、十

分な根拠に基づいて懸念される確率的事象である。これら全てについて、一つ一つ十分な

関心を持ち、最新の情報を収集し、日々正確な状況認識を更新している者はいてもごく僅

かであろう。	

実際の所、個々の確率的事象は、我々が生きている間には発生しない確率の方が高い。
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それよりも、我々の日常は、より切羽詰まった、蓋然性の高い課題に溢れている。明日に

迫った報告書の〆切り、来週の学会発表、次年度の研究費の不足。どの課題も、確実に発

生する事象であり、圧倒的に優先度が高い。そのため、確率的事象については「当面起き

ない」と仮定し、その根拠となる情報を集めて自分を納得させておかなければ、目の前の

仕事の集中することが出来ない。	

そうでなくても我々は日々の生活で多くの物事や他者とのやりとりに心を配り、様々な

精神的ストレスに晒されて生きている。そんな我々にとって、メンタルヘルスは重要な課

題である。目の前の喫緊の課題に適切に対応するだけで精一杯なのに、生きている間に起

きるかさえ分からない確率的事象に心を配っていては、メンタルヘルスに失調を来してし

まう。そうすれば我々が生きてゆくために必要な、様々な日常的活動に確実に支障を来す。	

近年の我が国の精神疾患患者数は毎年３００万人を超える。一方２０世紀の１００年間

に自然災害で亡くなった人は２０万人もいない。このような視点からは、進化の力学がメ

ンタルヘルスを優先に前頭前野の情報選択機能を調整したのは理に適っているように見え

る。確率的事象に対する適応能力を多少犠牲にしても、個々の人間がコントロール幻想と

ポジティブ幻想を持ってメンタルヘルスを維持し、意欲的に目の前の仕事に取り組むこと

は、人間という種の生存にとって有利であろう。	

	

６．確率的事象のリテラシーと実践防災学	

現時点でたどり着いたのは、確率論的事象のリテラシ－を向上させようという立場や実

践防災学を謳う立場には、やや悲観的な人間論である。心理学・脳科学の知見に基づけば、

一見非合理的な我々の確率的事象のリテラシーの低さにも、合理的な意味が想定出来ると

いうことになる。つまり確率的事象への無関心や、正確な情報より特定の結論を支持する

情報を好む傾向も、実は前頭前野の適応的・知的な情報選択機能を反映しているのかもし

れない。併せて見えてくるのは、防災の発信者と受け手の距離である。防災実践者は、と

もすれば後ろ向き視点で単一の確率的事象について決定論的メッセージを発してしまう。

それは、多忙でストレスフルな日常生活の中で、無数の事象について確率論的対応をしな

ければならない受け手の耳で、前頭前野によってフィルター・アウトされてしまう。	

	 では、地震学の知見は防災に役に立たないのか。防災のメッセージは伝わらないのか。

南海トラフで悲劇が繰り返されるのを座して待つしかないのか。	

心理学・脳科学の知見は、メッセージを伝えるための、重要なヒントを提供してくれる。

多くの適応的な人が積極的に受け取るのは、自らのコントロール幻想とポジティブ幻想に

適う情報である。防災の文脈で考えれば、例えばそれは「自分は適切に対応出来る」ある

いは「地域の防災・減災に貢献出来る」という自信をもたらす情報かもしれない。災害対

応の実践的な知識やスキルを伝えるに当たっては、重要な示唆と思われる。すくなくとも

「これをしないと被害に遭う」というネガティブなメッセージよりは伝わる可能性が高い。	

防災に限らず、より一般的な文脈でも同じ考え方が出来る。ごく一般的な社会的文脈で、
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教養は力でありステイタスである。地震学の最新知見も下手に防災に紐付けて前頭前野に

フィルター・アウトされてしまうくらいなら、堂々と「すぐには役に立たない」一般自然

科学教養の一つとして、壮大な地球科学のロマンと共に伝えた方がいいのかもしれない。

つまり地震学の純粋教養化である。これは地震学の実践防災学からの撤退のように響くか

もしれないが、私の考えは違う。我々が災害を生きる力の８因子として抽出した「F8	生活

を充実させる力」を構成する設問の一つに「日頃、新しい知識・技術・考え方を身に付け

る機会を持つようにしている」という項目がある。この因子の得点は東日本大震災の被災

者 1400 名を対象とした調査で、復興感や心身の健康と有意な正相関があった。低頻度・複

合災害における防災・減災は、マニュアルではなく個人の自然科学・社会科学教養に基づ

いた創造的な対応を要求する。災害研の標榜する実践防災学とは、このような日本人個々

人の教養・価値観・生き方にまで干渉する定めにある学問に違いない、密かにそう思って

いる。	
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命のリスクコミュニケーション 

江川新一（災害科学国際研究所 災害医学研究部門） 

１．はじめに 

 2013 年 3 月 18 日に内閣府が南海トラフ大地震の被害想定を公表したときに、予想被災

地のひとつである高知県黒潮町では『黒潮町は太平洋に面し過去 100 年～150 年に一度南海

地震という大規模災害との共存を余儀なくされてきており、今また最大震度 7、最大津波高 34m
という日本一厳しい数字の災害想定がなされています。この想定に対し、これまで行政と住民

が一体となって防災・減災対策に取り組んできておりますが、未だ多くの課題が残されている

状態です。そんな町全域が閉塞感を感じるような雰囲気』（大西勝也 2015）となるような大

きな混乱が発生した。政府から公表されている南海トラフでの将来の地震発生の可能性（地

震の規模：Ｍ8～9 クラス、地震発生確率：30 年以内に、70％程度、平均発生間隔： 88.2

年、地震後経過率：0.78）（地震調査研究推進本部 2018）は科学的に高い妥当性を持ちな

がらも“不確実性”を前提としたものである。すなわち、南海トラフ全体を１つの領域と

して考え、この領域では大局的に 100～200 年で繰り返し地震が起きていると仮定して、地

震発生の可能性を評価したもので、それ以上でもそれ以下でもない。 

 ひるがえってみると、“不確実性”は医療の世界でも頻繁に用いられる概念である。人間

は一人一人異なっており病気やそのメカニズムも一人一人異なっている。薬剤や手術など

の治療に対する効果も副作用も異なる。私は膵疾患を専門とする外科医であり、膵臓がん

という極めて難治性の疾患と患者さんの命に常に向かい合ってきた。高い確率で将来起き

るが、正確にいつ起きるかわからないという南海トラフのリスクについて考えることは、

進行した膵臓がんの患者さんの余命をどのように伝えるか（あるいは伝えないか）を考え

ることと非常によく似ている。病気と災害には多くの共通点があり、災害リスクのコミュ

ニケーションと生命リスクのコミュニケーションにも共通したものがあるのではないかと

考えている。 

災害科学国際研究所の南海トラフ勉強会は、災害に関して多彩な分野が協力協働して作

り上げるものであり、生命や健康に深くかかわる分野として 2017 年 4 月 10 日に『命のリ

スクコミュニケーション』について講演した内容および、2018 年 2 月 23 日に災害科学国

際研究所の金曜フォーラムに参加していただいた市民・研究者・メディアなどの方々によ

るロールプレイ、リアルタイム意見集計を行った結果について報告する。リアルタイム集

計はアンサーパッド（3eAnalyzer、木村情報技術株式会社、佐賀県）を用い、匿名にて行

った。参加者は 54 名、背景因子は男：女：不開示 40:11:3、年齢構成 21-30 歳 9 名、31 歳

以上 41 名、不開示 4 名であった。家庭や町内会で災害の準備を具体的にしているかとの問

いに対して、していると回答したのが 37 名(68.5%)、していないと回答したのが 16 名

(29.6%)（未回答 1 名）であった。 
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２．生命のリスクと災害のリスクに対する認識 

 『あなたはあと何年生きられますか』という問いかけと、『南海トラフ地震はいつ起きる

のですか』という問いかけに対して、図１のようによく似た回答パターンが得られた。複

数選択が可能であったために、回答のしかたに戸惑いがあった可能性があることを考慮す

べきであるが、1000年や 100年という遠い将来には必ず起きるであろうという予測が多く、

30 年以内に必ず起きると予測する回答者が少ない一方で、10 年以内、あるいは明日起きる

かもしれないとする回答者は 30 年以内と回答した数よりも多かった。予測できないと回答

したものは 30 年以内に必ず起きると回答した数と同等であった。この選択肢には、『必ず

起きる（死ぬ）』という表現と、『起きる（死ぬ）かもしれない』という表現が含まれてい

る。『かもしれない』という表現は、『起きない（死なない）かもしれない』、『予測できな

い』と基本的には同意である。『明日かもしれない』と思う一方で、『100 年、いや 1000 年

以内には必ず起きるだろうが』、自分がまだ生きているかもしれない『30 年以内には起き

てほしくない』という参加者の気持ちを表しているように思われる。 

図１ 生命のリスクと南海トラフのリスクに対する認識（2018 年 2 月 23 日災害科学国際

研究所金曜フォーラムでの集計）。 

３．ロールプレイとアンケート集計結果 

 54 名の参加者を隣り合った 3 人ずつのグループに分け、実際の職業や社会的役割にかか

わらず 1 人は災害科学の研究者、1 人は自治体の政策決定者であると仮定して、シナリオ

にもとづくロールプレイを行った。残る 1 人は評価者として、災害科学研究者と政策決定

者の会話を評価した。シナリオは『東日本大震災後に、南海トラフ地震に対する備えの重

要性が認識されました。災害科学の研究者であるあなたは 30 年後に 70%の確率で起きる可

能性がある南海トラフ地震に対する防災計画を策定するために被災予想地域自治体の政策

決定者に説明を求められています。』というもので、時間の都合上 2 分間で討論してもらっ

た。 
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ロールプレイ終了後に 1 分間グループ内で科学者、政策決定者、評価者の順に感想を出

し合ってもらったのちに、それぞれの役割をした参加者の感想を回答してもらった結果を

図 2 に示す。科学者、政策決定者、評価者はそれぞれ 17 名、16 名、16 名であった。 

科学者の側からは、『南海トラフ地震の確率とその根拠について説明できた』とするもの

と、『何を話してよいかわからなかった』とするものがほぼ同数で多く、『起きうる被害、

防災計画のあり方、予測の限界について説明できた』と回答したものは少数であった。政

策決定者の側からは、『科学者が南海トラフ地震の確率とその根拠について詳しく説明し、

よく理解できた』とする回答が 1/3 で、『説明があまり上手ではなかったが一生懸命に話を

してくれた』とする回答が 2/3 であった。『何を言っているかよくわからなかった』と回答

したものはいなかった。評価者からは、『良好な関係が構築され、南海トラフ地震の確率と

根拠、起きうる被害、予測の限界についてもきちんと説明できていた』とする評価がある

一方で、『科学者の説明が一方通行であった』、『政策決定者が科学者の説明をほとんど理解

していなかった』という評価も多かった。 

図 2 科学者、政策決定者、評価者に分かれて行ったロールプレイでの役割担当数と、そ

れぞれの立場からの感想（2018年 2月 23日災害科学国際研究所金曜フォーラムでの集計）。 
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会場にいたすべての参加者を巻き込んで即席の役割を務めてもらったので、このロールプ

レイの意義は、科学者や政策決定者の知識や会話、判断の妥当性を評価するものではなく、

コミュニケーションの重要性やコミュニケーションスキルの必要性に関して気づいてもら

えれば十分だと考えている。このロールプレイは、日本緩和医療学会による緩和ケア研修

会で行われているロールプレイ（日本緩和医療学会 2008）にヒントを得たもので、命に係

わるリスクを説明するときのコミュニケーションスキルや話すべき内容について全国で 10

万人以上のがんの緩和ケアに関わる医師が受講しているものである。緩和ケア研修会では、

『余命をあと〇か月です』と伝えることは避けるべきであるとされている。筆者も“残さ

れた時間”をどう有効に使うかを本人と家族がどう考え、何をしたらよいかを共に考える

ことに重点をおくが、“残された時間”の長さは“不確実”なのと、支持療法や緩和ケアも

含めた治療による効果によって変わることから言わないことにしているし、さらに“意図

的に言わない”ことを患者さんにも家族にも伝えている。しかし、“残された時間”が長く

はなく、今が最も体力も気力も財力もある時間かもしれないので、やりたいこと、してお

くべきことを本人が選択し、家族はそれに寄り添って支えることを大切にしていただくよ

うに伝えている。 

ロールプレイの有用性は、それぞれの役割を演じたあとに、お互いで感想を出し合い、

コミュニケーションに対する評価を行うことである。緩和ケア研修会のロールプレイでは、

精神的な負担が大きい順から『医師』役、『患者』役、『評価者』の順に感想を述べること

になっている。意外に思われるかもしれないが、『患者』役よりも、説明をする『医師』役

の精神的な負担が大きいのである。コミュニケーションが一方通行になっていなかったか

どうかは、『伝える側』、『伝えられる側』双方の感想と、『評価者』の評価があって初めて

可能になる。 

南海トラフのリスクコミュニケーションも同様である。科学者は、科学的な知見を集積

し、論理的なエビデンスのもとに、“災害が来るまでの時間”を“どのように使うべきか”

について提言できなくてはならない。科学者はその訓練を受けているであろうか。30 年以

内に起きる確率が 70％という重大なイベントに対して何をどう伝えるか、情報として何を

知りたいかは情報の発信側、受取側の双方で話し合っておくべき課題だと思われる。 

４．災害や危機のリスクコミュニケーション 

 災害医学の教科書のなかに、危機発生時のリスクコミュニケーション Crisis and 

Emergency Risk Communication (CERC)が取り上げられている（Reynolds et al. 2016）。

CERC は、World Health Organization (WHO)、Pan American Health Organization (PAHO), 

North Atlantic Treaty Organization (NATO)、米国疾病予防管理センター(Center for 

Disease Control (CDC))などで用いられている、災害発生後のコミュニケーションのあり

方とそれを可能にする災害前の備えに関する方法論である。(CDC 2014) 

CERC は災害時に不可欠な資源であり、心理学とコミュニケーション科学に基づいてメッ
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セージ、伝達者、伝達方法を選択する方法である。その目的は、さらなる疾病、外傷、死

亡を防ぐこと、落ち着きを維持させる、あるいは取り戻すこと、そして、災害対応に関す

る信頼を創り出すことである。『最初』で、『正しく』、『信用』されなければ、かえって混

乱を引き起こす。CERC を計画と災害初期に行うことで、対応と復旧を速やかにすることが

できる。災害・危機のときに公衆は役人が知っていることを知りたいと考えており、とく

に災害初期にはそうである。その理由として次の 5 つをあげている。(Reynolds 2016) 

1. 自分自身、家族、ペットを直面する危機から守るために必要な事実を得ること

2. 利用可能なすべての情報を活用した意思決定をすること

3. 対応と復旧に活動的に参加すること

4. 公的な財産や寄付された財産を守ること

5. 健全で正常かつ経済的な安全が保たれた状態を維持する、あるいは回復すること。

したがって、CERC がうまくいかないと 

A) 限られた災害対応資源を間違ったところに配分するような要求

B) 公衆衛生に関して推奨されることへの不信や回避

C) 人々の恐怖に乗じた詐欺や民間療法の発生

D) 傷病の悪化や死亡

E) 対応時期における過剰な行動や財源や医療資源の無駄遣い

が起きるとしている。災害時のコミュニケーションをうまく行うためには、災害サイクル

に沿った事前の備えと、経過中から次の災害に向けた評価・改善が必要である（図 3）。 

図３ CERC の災害サイクルに合わせた具体的行動指針（Reynolds 2016 より改変引用） 
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ロールプレイと同様に CERC も情報の『伝えられる側』を重要視している。『怖くありませ

んよ』、 『恐れてはいけません』というと、人々をひとりで恐怖に立ち向かわせることに

なる。『すべてはコントロールされています』と、『気にしないでください』とは異なる。

恐怖を何とかしようとするのではなく、恐怖を認めた上で、人々が欲しがっている情報を

提供することによって、人々の恐怖を脈絡のあることがらで置き換えていくことが可能に

なる。たとえば『バイオテロリストをとても怖がることは当然です』、と許容したうえで、

なぜそれほど過剰に怖がる必要がないかを説明することで、実際のパニックは起きにくく

なる。CERC の要点を表１に示す。 

コミュニ

ケーショ

ンを阻害

する要因 

A) 複数の専門家からの混合されたメッセージ

B) 遅く発信された情報

C) 温情主義的な態度

D) 噂や作り話に即座に対処しないこと

E) 公的権力の齟齬や混乱

推奨され

る方法 

A) 公衆に対しては短く、わかりやすく、焦点を絞る（小学 6 年生程度の知識

があれば理解できるように）。

B) 所属など背景は最小限にとどめ、重要な情報のみ提供する

C) ポジティブメッセージを使う。火事のときに、『階段を使って落ち着いて』

は〇、『エレベータを使うな、パニックになるな』は×

D) 正しいメッセージを繰り返す。

E) ３つ以内に絞る。覚えやすい略称を用いる。

F) 組織ではなく、『私たち』という主語を使う。

避けるべ

き方法 

A) 不必要な背景情報

B) 価値判断的用語。『馬鹿な、不安神経症など』

C) 人や施設に対する攻撃的態度

D) 確約や保証

E) お金の話

F) ユーモア

表１ CERC の要点(Reynolds 2016) 

５．おわりに 

 南海トラフ地震に関する予測の不確実性を前提としたうえで、良好な政策決定者・科学

者関係をつくりあげ、限られた時間や資源、財源のなかでどのように考え、何をするべき

かをあらかじめ検討しておくことがきわめて重要である。そして、そのために Crisis and 

Emerging Risk Communication (CERC)の考え方を活かしながら、ロールプレイのようなコ
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ミュニケーション能力向上に関するプログラムを実践していくことも重要である。
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災害医療の現状と南海トラフ地震へ向けた医療対策	

佐々木宏之（災害科学国際研究所災害医学研究部門）	

	

１．はじめに	

	 平成 7 年の阪神・淡路大震災以降、日本の災害医療は災害拠点病院、日本 DMAT、広域医

療搬送計画、広域災害救急医療情報システム（EMIS）の４つを柱に整備が進められてきた。

本稿においては前半で日本 DMAT 活動を通して日本の災害医療の基本的な考え方について

解説し、後半で南海トラフ地震へ向けた医療対策として、特に内閣府の実施する大規模地

震時医療活動訓練について解説する。	

	

２．日本の災害医療の基本的な考え方、日本 DMAT の活動	

	 日本 DMAT（Disaster	Medical	Assistance	Team;	災害派

遣医療チーム）は「災害急性期に活動できる機動性を持った

トレーニングを受けた医療チーム」と定義される 1)。発災後

数時間のうちに被災地内に入り、「救命医療のニーズ」が高

い時期から活動を開始し「防ぎえた災害死」を減らすことに

DMAT 活動の意義がある（図１）。目標として、できるだけ多

くの傷病者にできるだけ早く根本治療を行う・根本治療まで

の安定化を図ることを掲げ、「CSCATTT」を活動の基本とする。	

「CSCATTT」とは、英国 MIMMS(Major	 Incident	 Medical	

Management	and	Support;	大災害時の医療に関わる警察、消

防、救急その他関係組織向けの標準的な教育プログラム)に

体系的災害アプローチ法としてまとめられており、日本の災

害急性期医療対応の基本コンセプトともなっている（図２）。

災害時にあっては「CSCA」の確立を最優先とし、「CSCA」の

確立以前に「TTT」を開始してはならないとされる。CSCA 確

立以前に TTT を開始する指揮系統のない集団は「烏合の衆」

であり、日本 DMAT 隊員養成研修においては最も避けなけれ

ばならないアプローチとされる。	

	 この考え方に基づき、日本 DMAT は局地災害においては現場救護所での赤トリアージ傷病

者に対する安定化治療を（いわゆる「瓦礫の下の医療」ではない）、広域災害においては本

部活動・情報収集と EMIS での共有(CSCA の確立)を最優先活動課題とする。	

	

３．南海トラフ地震へ向けた医療対策、特に内閣府の実施する大規模地震時医療活動訓練

図 1	 DMAT活動と防ぎえた災害死	

図 2  CSCATTT	
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について	

	 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」2)では、平成29年4月1日現在の全国のDMAT数1571

チーム、うち南海トラフ地震で最大震度5強以下の地域

（23都道県）にあるDMAT数757チームであり、かつ実際の

派遣チーム数は各DMATが所属する医療機関の業務の状況に

よる、とされている。	

また、2013年度厚労科研「南海トラフ巨大地震の被害想

定に対するDMATによる急性期医療対応に関する研究」3)で

は、南海トラフ地震発生時、現実的な支援を考慮した災害

拠点病院へのDMAT派遣必要数は821チーム、SCU	(Staging	

Care	Unit;	航空搬送拠点臨時医療施設)や参集拠点に対応

するDMAT数571チーム、結果としてDMATの派遣は初動に

1,392チームが必要（発災後24時間の必要数）と推計して

いる（図３）。	

	 このような状況も踏まえた上で、内閣府では南海トラフ

地震を想定し、年に一度、大規模地震時医療活動に関する

総合的な実働訓練を実施して、当該活動に係る組織体制の

機能と実効性に関する検証を行うとともに、防災関係機関

相互の協力の円滑化を図っている（図４）。平成29年度は

平成29年7月29日(土)に三重県、大阪府、兵庫県、和歌山

県が甚大な被害を被る想定で訓練が実施された。	

	 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」2)内には、各地域の具体的なDMAT陸路参集拠点・

空路参集拠点が挙げられている（図５）。日本DMATは被災

地内移動手段確保のため車輌による陸路参集を原則として

いる。	

	 南海トラフ地震被災都府県にあっては、重症患者の医療

搬送（広域医療搬送・地域医療搬送）を実施するために、発

災後速やかに航空搬送拠点を確保し SCU（Staging	 Care	

Unit;	 航空搬送拠点臨時医療施設）を設置することが求め

られる。SCU は具体的には、主に航空機搬送に際して患者の

症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所である。

被災地域（送り出し）および被災地域外（受け取り）の航空

拠点（空港、公園など）に設置され広域・地域医療搬送の拠

点となる（図６）。	

図 3	 「南海トラフ巨大地震の被害
想定に対する DMATによる急性期医
療対応に関する研究」概要	

図 4	 大規模地震時医療活動訓練	

図 5	 DMAT陸路参集拠点	

図 6	 航空搬送拠点候補地	
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	 平成 29 年度訓練には日本 DMAT 隊員 2087 名（プレーヤ

ー1706 名、コントローラー381 名）が参加し、NEXCO 中日

本・西日本、大阪国際空港、南紀白浜空港、自衛隊その他

多くの関連機関も訓練に参加した（図７,８）。	

	 日本 DMAT が広域災害の被災地で活動するにあたっては、

実際の現場医療活動以外にも様々な業務が発生する。本訓

練の活動報告会が 8 月 28 日（月）に東京国際フォーラム

で行われたが、活動報告を行った部署は 48 部署にのぼり、

活動業務（場所）も参集拠点設置運営（高速 IC・SA・PA、

空港）、県調整本部設置運営（県庁）、活動拠点本部設置運

営（災害拠点病院、空港）、SCU 設置運営（広域防災拠点、

空港、自衛隊艦船）、病院支援（災害拠点病院）、保健所支

援（保健所）、避難所対応（避難所）など多岐に渡った。DMAT

活動＝医療活動と思いがちだが、DMAT の集まる場所を作る

こと（テント設営など）も DMAT 活動、衛星携帯電話を設置

し通信手段を確保し行き先を差配するのも DMAT 活動であ

る（「CSCATTT の項を参照」）。	

	

４．平成 29 年度内閣府訓練における東北大学病院 DMAT の訓練活動	

	 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」2)では、東北地方 DMAT の空路参集拠点候補地とし

て仙台空港が挙げられている（図９）。空路参集拠点・SCU

の設置運営には近隣 DMAT があたるのが合理的であり、平

成 29 年度訓練において東北大学病院 DMAT は①仙台空港の

空路参集拠点設置運営・DMAT 派遣、②被災地域外 SCU の設

置、重傷患者の航空搬送受け入れ・診療、後方地域医療搬

送調整訓練活動を行った。本訓練においては民営化後初め

て仙台空港が参加し、営業時間内の SCU 設置、自衛隊機管

制などを行った。	

	 空路参集拠点には国土交通省仙台空港事務所庁舎のフ

ロアをお借りしたが、通常そのような場には会議機能、通

信機能はなく、DMAT の仕事は「CSCA の確立」、すなわち会

議・事務作業スペースの確保、通信手段の確立、指揮命令

系統の確立・掲示から始まる（図 10）。	

	 仙台空港近隣 DMAT が午前 7 時 30 分より航空搬送拠点受

付を開始し、指揮命令系統の確立後、航空自衛隊輸送機に

図 7	 平成 29年度訓練概要	

図 8	 ロジスティクス訓練参加団体	

図 9	 被災地域外の空路参集拠点 

図 10	 空路参集拠点受付設置	
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搭乗する DMAT	 7 隊を決定、午前 10 時 15 分に C-130 型輸

送機にて南紀白浜空港に向けて出発した（実機搭乗、同日

夕刻実機にて帰着）（図 11,12）。	

	 DMAT を送り出した後、被災地域外 SCU 設置に移った。同

日は空港の通常営業日だったため、乗降客のなかった仙台

空港１階国際線到着口付近をお借りし SCU 本部・診療エリ

アを設置した（図 13）。SCU 本部には南紀白浜空港 SCU から

C-130 輸送機にて午後 2 時 40 分に 6 名、午後 4 時 10 分に

8 名、午後 4 時 40 分に 8 名の重傷者が搬送されてくる旨の

連絡があり（うち実機は午後 4 時 10 分着分のみ）、搬送担

当の DMAT・救急隊・自衛隊医務隊は滑走路から SCU までの

搬送訓練を、診療担当 DMAT は模擬診療を実施した（図 14）。

また SCU 本部では搬送されてくる重傷者の情報把握、入出

管理、後方医療機関への搬送調整訓練などを行った。	

	 午前中に南紀白浜空港へ向けて飛び立った DMAT 隊が模

擬患者とともに午後４時 50 分に仙台空港に帰着（予定よ

り 40 分遅れ）。仙台空港の搬送担当 DMAT へ模擬患者を引

き継ぎ、診療エリアで診療担当 DMAT から診察を受け、後方

搬送担当 DMAT・救急隊によって車内収容が終わった時点で

訓練終了となった（午後 6 時 30 分）。	

	

５．おわりに	

	 災害大国日本においては近年、複数回の大規模自然災害

を経験し、その都度災害医療体制はより強固に整備が進め

られた。阪神淡路大震災後の災害拠点病院・DMAT・広域医

療搬送計画・EMIS、東日本大震災後の災害医療コーディネ

ーター制度、熊本地震後の保健医療調整本部設置などが挙

げられ、システムとしての「質」の向上は飛躍的に進んだ。	

	 しかし南海トラフ地震によってもたらされる被害予想

は過去の災害被害をはるかに凌駕し、現有の災害医療資源

量のみでは「焼け石に水」状態になってしまいかねない。

災害規模に比してあまりに寡少な災害医療資源をどのよ

うに効果的・効率的に配分するか、「量」の増強と合わせ、

他分野と連携しながら研究、制度設計、社会実装を多角的

に進めていくことが急務である。	

	

図 11	 空路参集拠点クロノロ	

図 12	 自衛隊輸送機で南紀白浜空
港に向かう東北ブロック DMAT	

図 13	 仙台空港 SCU本部	

図 14  SCU診療エリアでの 
模擬診療	
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災害対応における SNS の有効性と限界	

－東日本大震災発生から 7 年をふりかえって－	

佐藤翔輔（災害科学国際研究所情報管理・社会連携部門）	

	

１．はじめに	

	 東日本大震災を契機にして，国内でも「災害対応におけるソーシャルメディアの活用」

に関する議論・研究・実践が盛んに行われるなってきた．特に,ソーシャルメディアの中で

も SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）が着目されている．本章では，東日本大

震災発生から 7 年を経て，「災害対応における SNS の活用」を取り巻く議論・研究・実践を

概観・レビューをすることで，その有効性や限界について述べていきたい．		

	 以後では，関連する研究・実践について，「災害対応に SNS は使える（有効である）とい

う立場」と「災害対応に SNS は使えない（有効でない）という立場」に分けてレビューし

ていく．	

	

２．災害対応に SNS は使える（有効である）という立場	

1）「災害状況要約システム D-SUMM」の開発・公開とその活用	

	 情報通信研究機構（NICT）では，指定されたエリアと時間の条件のなか，Twitter 情報

（日本語による全ての投稿の 10%程度）から，自動的に災害関連情報を抽出して機械的に

要約する「災害状況要約システム D-SUMM（ディーサム）」を開発，公開している 1）．NICT

では，その以前に「対災害 SNS 情報分析システム DISAANA（ディサーナ）」を試験公開して

いた．同システムでは，人工知能技術を活用し，「火災が発生している」「火事が起きてい

る」など，意味的に類似するタイプ（地震、道路やインフラの被害，物資の不足等）毎に

分類したり，指定エリア単位毎で整理して，地図上にも表示できる仕組みになっている．	

	 	2017 年 7 月に発生した九州北部豪雨においては，広域自治体が D-SUMM を活用した事例

が報告されている 2）．大分県では，当時，県災害対策本部内に情報収集の人員 2 名を配置

し，D-SUMM を用いて Twitter からの情報をモニタリングしていた．このモニタリングにお

いては，日田市の鉄橋流出，大肥川の氾濫による住宅地や農地の浸水を把握したという．

Twitter 情報の多さに応じて，日田や中津に重点的に人員を配置したという．		

	

2）「熊本地震における情報通信の在り方に関する調査結果」	

	 総務省では，熊本地震の発災時から 2016 年 5 月末頃までにおける被災者の方々の情報行

動や ICT の活用状況についてアンケート及びインタビュー調査（計 978 票）を実施し，そ

の結果を「熊本地震における情報通信の在り方に関する調査結果」として公開している 3）．

同調査では，発災時，応急対応期，復旧期に分けて，情報収集に用いた手段（電話・メー

ル，放送，インターネットなど）を問うている．その中で，LINE は時期に限らず多用され
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ており，携帯電話や地上波放送に比べて第 3 位となっていた．被災地内での知人の安否確

認等に使われたと考えられる．他方，LINE はソーシャルメディアではあるが，分類上は「メ

ッセージングアプリ」であり，Twitter，Facebook，mixi などの SNS とは形態が異なる 4）．

総務省の調査においても，同設問において Twitter や Facebook の利用頻度は低いことが明

らかになっている，	

	

3）DITS(Disaster	Information	Tweeting	System)の開発・公開とその活用	

ここに挙げるシステム・取り組みは，厳密に言えば「災害対応にソーシャルメディアは

使える（有効である）という立場」ではなく，「災害対応にソーシャルメディアは使えるよ

うにする立場」である．DITS(Disaster	Information	Tweeting	System)5）は，東海大学

To-Collabo安心安全プロジェクト(東海大学情報理工学部情報科学科内田理研究室)が開発

した Web アプリケーションである．DITS の特徴は，Twitter に投稿される災害に関連した

情報に，ハッシュタグ，UTM ポイント，ツイッターURL を自動的に付加するため，これを介

して発信されたツィートはハッシュタグや位置情報での検索が容易になる点である．	

	

３．災害対応にソーシャルメディアは使えない（有効でない）という立場	

1）2011 年東日本大震災における Twitter 情報に対する実証的分析	

	 筆者らは，東日本大震災発生前後 1 ヶ月間に発信されたサンプリングツィート 300 万件

を対象にした内容分析を行い，主に次の 2 つの結果を得ている 6）．	

① ツィートを発信の際にジオタグを付与するユーザーは極めて少なく，そのままでは，
ほぼ被災地内からのツィートを検出することはできない．ツィート文中から位置情報

に関する記述を抽出することで，被災地からの発信ツィートをやや抽出することがで

きる．	

② 「被災地の被害状況の把握」「被災地の支援ニーズの把握」に役立つツィートは一部
存在するものの，極めて少ない．位置情報に関する記述から宮城県内から発信された

と推定されたツィート 2,627 件のうち，以上の記述があったのは 70 件のみと数％で

あり，全サンプリングデータから見れば 1％にも満たなかった．	

	 東日本大震災の事例という限定性はあるものの，当時はそもそも被害や支援ニーズの把

握に資する，かつ位置情報を特定することのできる Twitter 情報は全体から見るとごくわ

ずかであった．災害対応に使う「情報」として Twitter を使用するに当たり，Twitter 全

体で見れば，災害対応に必要な情報そのものがツィート上にはほぼ記述されていなかった

ということになる．	

	

2）2015 年関東・東北豪雨における自治体 SNS に対する実証的分析	

SNS を発信するのは，被災地からの住民に限らず，自治体（1 県 13 市町，	20 アカウン

ト）からも情報が発信される．筆者らは，2015 年関東・東北豪雨における宮城県内の自治
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体が発信していた Twitter や Facebook からの情報と，県内河川の水位の時系列変化や氾濫

時期との対応関係を分析した 7）．その結果，自治体は SNS によって，河川氾濫が起こる前

から，各種の情報を発信していたことが分かった．一方で，それらの情報を読み解く能力

が必要であること，行政界を越えて閲覧する必要があること（大雨は行政界を越えて影響

を及ぼすため），短い時間（3-4 時間）の強い雨で河川水位が急に上昇するような事態の急

展開では，その状況把握にもとづいて行動することは困難である，といった課題があった．	

	

3）2017 年 7 月九州北部豪雨における「#救助」ツィートに対する実証的分析	

2017 年 7 月九州北部豪雨では，「#救助」というハッシュタグが付与された Twitter を通

じた投稿（以下，ツィート）の発信や拡散によって，被災地における救助要請が盛んに行

われたのが特徴的であった．筆者らは，一般の Twitter インターフェースから検索・閲覧

することのできる 2017 年 7 月 5～7 日の「#救助」が付与された全 1,058 件のツィートの内

容分析を行った 8）．その結果，「#救助」付きツィートで，場所や人数等の具体的な状況を

記述している「救助要請」のニーズを発信していたツィートは，分析対象の 1,058 件のう

ち 7.6％とごくわずかであり，「救助要請」を実際に求めているツィートが埋没し，ハッシ

ュタグ「#救助」による検索が困難な状況であった．また，「#救助」ツィートで，具体的な

「救助要請」ニーズが記述されていないものは，分析対象ツィートの 9 割以上を占めてい

た．その内容は，「#救助」の存在や注意点を紹介するニュース記事とそのリンクや，一般

ユーザーからの善意の投稿であった．	

	 なお，この「#救助」ツィートにもとづいてその拡散において，実際の救助活動につなが

ったのは 1 件が確認されているのみである 9）．	

	

４．おわりに	

	 ここまでのレビューを踏まえると，「災害対応における SNS の活用」の議論は次の 3 点に

帰着する．	

1） 処理技術	
2） 質	
3） 量	

	 「災害対応に SNS は使える（有効である）という立場」として挙げた多くは，ツィート

の処理技術であり，「災害対応に SNS は使えない（有効でない）という立場」は質と量の問

題（質が高いツィートが少ない，不要不急のツィートの量が多い）であった．特に，南海

トラフ地震の発生よって予想されている大規模広域型災害において，量の問題は深刻であ

る．	

筆者は，1）の処理技術の向上に期待している．政府も SNS 情報を集約する技術に着目し

ている 10）．一方で，その処理対象である SNS 情報そのもの質と量を改善しなければ，真に

「災害対応に SNS は使える」ようにはならないと考える．筆者は，SNS 情報の質と量の改
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善においては，次の 2 点が重要になる 6）8）．	

1） 質：被災地内（支援を受ける側）の発信は，位置（場所）や具体的な内容を記述し
て発信する必要がある．（被災地の SNS リテラシーの向上の必要性）	

2） 量：被災地外（支援する側）の発信は，不用な投稿や無関係な発信を控える必要が
ある．（被災地外のマナーの向上の必要性）	

	 以上は，被災地内外の個人の能力や倫理に依存するものである．これらを改善する教育

や啓発は，技術開発・改良よりも困難なチャレンジかもしれない．	
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東日本大震災教訓活用を目的にした教材システム	

佐藤翔輔（災害科学国際研究所情報管理・社会連携部門）	

今村文彦（災害科学国際研究所災害リスク研究部門）	

	

１．はじめに	

	 著者らは，文部科学省委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」の「地域

連携減災研究」において，「東日本大震災教訓活用研究（東日本大震災の教訓と被害のアー

カイブ化ならびに今後の被害軽減への提言）」を担当している 1）．プロジェクトを開始する

に先立って，南海トラフ地震が想定されている自治体の防災担当者へのインタビュー調査

を行ったところ，以下の 3 つのニーズが存在していることを確認している 2）：	

1） 東日本大震災で明らかになった，いわゆる「教訓」を簡便に詳細に検索・閲覧したい．	

2） 東日本大震災における津波に関する動画（津波の来襲映像，津波のシミュレーション

動画）を検索・閲覧したい．	

3） 東日本大震災の被災自治体において，被災経験を踏まえて策定された各種計画，設

計・実施された訓練等の事例を参照したい．	

	 筆者らは，これまで上記 1）と 2）に対応する教材システムを開発・公開している．	

	

２．「3.11 からの学びデータベース」と「震災教訓文献データベース」	

	 前章の 1）のニーズに対応したシステムである．研究者から，東日本大震災の「教訓」

の情報提供を受け，これをデータベース化して，ウェブ公開する「3.11 からの学びデータ

ベース」と，震災に関連する論文や報告書における記述をもとに「教訓」に関する情報を

整理して，公開する「震災教訓文献データベース」という 2 つのウェブデータベースが 2015

年 4 月に実装・公開されている 3）．震災に関する科学的な研究成果を社会に向けて発信す

るという点で，サイエンスコミュニケーションや防災教育を推進するアウトリーチのツー

ルの一つである．	

	

「3.11 からの学びデータベース	 －IRIDeS から発信する東日本大震災の教訓空間－」	

http://311manabi.irides.tohoku.ac.jp	

	

「震災教訓文献データベース	 －論文・報告書がしめす震災教訓の検索システム－」	

http://edbunken.irides.tohoku.ac.jp	

	

	 「3.11 からの学びデータベース－IRIDeS から発信する東日本大震災の教訓空間－」（図

１）は，調査・研究で得られた災害に関する「教訓」に特化し，「あのときの教訓は何だっ
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たのか」を簡易的に調べられる参考サイトとして公開している．前者に登録されていてい

る「教訓」は，東北大学災害科学国際研究所の教員が，学術論文などの出典とともに，な

るべく平易にわかりやすく解説を行ったものである．2017 年 3 月現在，同データベースに

は，152 件の「教訓」が登録されている 2）．「震災教訓文献データベース－論文・報告書が

しめす震災教訓の検索システム－」（図２）は，震災に関する調査・研究について記述され

た論文，報告書といった文献中に見られる「教訓」を整理し，それを公開して，簡易的に

検索できるデータベースを作成したものである．具体的には，論文，報告書の「結語」に

着目して，それを「教訓」と読み替え，テーマ，フェーズ，空間，立場などのタグを付与

して，検索できるようにしている．2017 年 3 月現在，約 4,554	件の「教訓」が掲載されて

いる．	

	

	

図１	 「3.11 からの学びデータベース」のトップ画面．	

	

	

図２	 「震災教訓文献データベース」のトップ画面．	

	

表１に，2 つのデータベースの特徴を示す．「3.11 からの学びデータベース」は，研究者

とキュレーター（データベース管理者）が，「教訓」の一つ一つを編集して掲載している．
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そのため，多くの「教訓」をアップロードすることはできない．他方，「震災文献教訓デー

タベース」は，発行されている学術論文や報告書の結語部分を機械的に抽出・整理して，

大量の「教訓」を掲載するものである．一方で一つ一つを機械的に処理しており，内容に

重複があるものもある．このように，2 つのデータベースは，質と量の面の特徴を相互に

補完することを意図して設計した．	

	

表-1	 「3.11 からの学びデータベース」と「震災教訓文献データベース」の特徴	

対象とする災害
教訓を

抽出する方法
質 量

◯ △

研究者とキュ
レーターによっ
て一つずつ編集
する．

152件　※

△ ◯

学術論文・報告
書の結語部分か
ら機械的に抽出
する．

4,554件　※

※2017年3月現在

東日本大震災

研究者が研究成
果にもとづく解
説文を作成す
る．

東日本大震災，
明治・昭和三陸
地震，阪神・淡
路大震災，新潟
県中越地震，新
潟県中越沖地震

公開されている
学術論文・報告
書の結語部分を
そのまま抜き出
す．

3.11からの学び
データベース

震災教訓文献
データベース

	

	

図３と図４に両データベースにおける教訓の表示例を示す．「3.11 からの学びデータベ

ース」では，研究者が「東日本大震災の教訓」と考えることについて，「教訓」（50 文字以

内程度），その「説明」（200 文字程度），「教訓を象徴する図表・イラスト」，「登録者」「フ

ェーズ」「対象」「カテゴリ」「場所」が表示される（図３）．すべての情報が埋まっていな

い教訓もある．「震災教訓文献データベース」では，「教訓（文献の結語を抜き出したもの）」

「著者」「フェーズ」「対象」「カテゴリ」「場所」「区分（論文／報告書）」「掲載誌名」「掲

載誌ページ（巻・号・ページ数問う）」「出版者（主に学会）」「災害名」が表示される（図

４）．	
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図３	 「3.11 からの学びデータベース」における教訓の表示例．	

	

	

図４	 「震災教訓文献データベース」における教訓の表示例．	

	

３．「動画でふりかえる 3.11」	

	 １章の 2）のニーズに対応したシステムである．東日本大震災については，悲惨な被災

現場を記録した動画がインターネット上に数多く公開されている．東北大学災害科学国際

研究所では，当時の何が起きたかを検証し，今後被害を繰り返さないために，東日本大震

災が発生した際の状況についておさめられた映像を同定し，これらの動画を地図上に配置

することで，東日本大震災の津波の発生状況・被害を映像でたどることができる動画検索

システム「動画でふりかえる 3.11－東日本大震災公開動画ファインダー－」を公開してい

る．	
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「動画でふりかえる 3.11」－東日本大震災公開動画ファインダー－	

http://311movie.irides.tohoku.ac.jp/	

	

	 このシステムでは，東日本大震災の津波に関する情報に特化し，インターネット上

（YouTube）で公開されている映像・動画を地図上で検索することができる．現在，YouTube

上に公開されている動画には，位置情報が入っているものはごくわずかしかない．そこで，

インターネット上（YouTube）で公開されているすべての動画を目視で確認し，映像に写っ

ている地物を参考に「撮影された場所（位置情報）」を一つずつ探し，同定する作業を行い，

各映像に位置情報を付与して，地図上に表示している．現在，本システムには，1,369 件

の「映像・動画」をリンクしている．このうち，元から位置情報が入っているものは数十

件で，これ以外は改めて位置を同定したものになる．位置を正確に，もしくは概ね正確に

同定できているものは，あわせて 973 件で全体の 75.8％となっている．	

	

	

図１	 「動画でふりかえる 3.11」のトップページ画面．	
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図２	 「動画でふりかえる 3.11」の検索結果詳細画面．	

	

	

図３	 「動画でふりかえる 3.11」の検索結果の詳細画面．	

	

	 本システムでは,「映像」を地図上に配置，時系列により 3 色に色分けして表示しており,		

バルーンをクリックするとウェブサイト上で簡単に動画を見ることができる.その他,フリ

ーキーワードを入力して検索する方法,タグクラウドからキーワードを選択して検索する

方法の 3 通りの検索方法があり,目的にあった使い方ができる.		
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	004_報告レポート-松澤_YF_PDFをとりあえず作成した版
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